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I. Society 5.0 における将来像 

（我が国マテリアル産業の位置付けと課題） 

我が国のマテリアル産業 1は、製造業が創出する GDP のうち約 3 分の 1 を占める、正に我が国の

基幹産業であり、GDP の創出への貢献のみならず、人々の生活に深く関わる産業である（図 I-1）。
マテリアル産業は技術面における国際的地位も高いとされ、我が国発の発明や技術開発により多くの

製品が産み出され、世界的な規模で普及が進んでいる 2。一方で、近年における我が国マテリアル産

業の国際競争力は他国の状況に押されている状況であることは否めない。図 I-2 はマテリアル産業の

主要産業の一つである化学企業の国際的地位を売上、営業利益、ROE、時価総額の観点で比較をし

たものであるが、本邦企業の上位ランクは少ない。この理由には様々な理由が挙げられるであろうが、

その一つとして重要であると考えられるのが、研究開発の効率である。図 I-3 は先の化学産業の売上

上位 25 社及びグローバルで事業展開を進める他国化学企業における、過去に支出した R&D 費に対

する営業利益の創出割合（これを「研究開発効率」と呼ぶ。）を示したものである。近年の約 10 年間

でグローバル化学企業は研究開発効率を大きく改善しているのに対し、我が国企業は効率が低位で維

持されている状態である。研究開発効率は M&A などによる無機的成長ではない、企業の根源的価値

の拡大に必要な有機的成長の動力源であり、研究開発効率の低さはすなわち成長性・競争力の低さに

直結する。我が国基幹産業たるマテリアル産業の国際競争力の維持・強化、そしてマテリアル産業に

よるさらなる国富の増大への貢献の為には、この研究開発効率を如何に向上させるかが肝要である。 

 
図 I-1 マテリアル産業の位置づけ・・・我が国製造業の GDP の 1/3 を占める基幹産業 3 

 
 

1 工業統計表における化学工業の他、パルプ・紙、プラスチック、ゴム、窯業・土石、鉄鋼、非鉄金属、金属。 
2 多くの例が存在するがノーベル化学賞受賞となったリチウムイオン電池は我が国発の技術であり、技術の要はマテリア

ルの組み合わせである。この素材も多くが日本発技術である。また紙おむつの主要な原料である吸水性ポリマーは、材料

そのものの発明は日本ではないが、世界で初めて商業レベルの量産を実現したのは我が国の技術による。前者のようにマ

テリアル技術そのものの発明のみならず、後者のようにマテリアルの生産技術の発明も、我が国マテリアル産業には多く

存在する。 
3 経済産業省工業統計表（2020 年）より。 
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図 I-2 財務状況からみる我が国化学企業の位置づけ（2020 年度）4 
 
 

 
図 I-3 我が国化学企業とグローバル化学企業 Top25 の研究開発効率 

（左：2010 年→右：2021 年／横軸売上）5 
 
 
 

 
4 日経バリューサーチよりマテリアル関連セクターのうち、肥料・ガス専業企業を除いて編集。 
5 研究開発効率はみずほ総合研究所による手法を参考に下記の通り算出した。 

2010 年度 R&D 効率＝（2008 年～2010 年の営業利益の総和）÷（2003 年～2005 年の R&D 費の総和） 
2021 年度 R&D 効率＝（2019 年～2021 年の営業利益の総和）÷（2014 年～2016 年の R&D 費の総和） 
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（スタートアップの可能性） 

このような中、高い研究開発効率で飛躍的な

成長を遂げ、新産業を創出するモデルとして昨

今、創業間も無いスタートアップベンチャー企

業（以下、「スタートアップ」）への注目が高ま

っている。元来、マテリアル産業は IT 産業のよ

うな比較的少資本で始められる事業とは異な

り、深い研究開発に依拠し、その後のスケール

アップや量産含めて設備産業的な意味合いが強

く、さらにサプライチェーンにおける川上のポ

ジショニングであることから、最終的なエンド

ユーザーに至るまでの各チェーンにおける意思

決定に必要な時間もかかり、黒字化までに多額

の資金と長大な時間がかかる。この為、スター

トアップ創業には不向きとされていた。一方

で、近年ではマテリアル産業のような深い科学

技術に基づくディープテックと呼ばれる分野

が、昨今スタートアップ産業を牽引したクラウ

ドコンピューティングや SaaS 分野の次を牽引す

るとしてグローバルで注目を浴びつつある 6。元

来、ディープテックはものづくり関連技術に紐

づくことが多い為、ものづくり産業が強い我が国においては、関連する分野が多くユニコーン企業

（時価総額 1,000 億円以上の企業、以下「ユニコーン」）として挙がる（図Ⅰ-4）7。最近では投資家

の意識として強く社会課題解決への意識が向いてきており、グローバルにおけるディープテック領域

のスタートアップの殆どが社会課題解決を掲げている 8事も追い風になっていると考えられる。 
これらディープテック、特にマテリアル分野において特に注目すべきは合成生物学分野 9であろう。

合成生物学分野は特に米国において先行しており、ユニコーンのみならずデカコーンとなる事例が多

く生まれている 10。マテリアル関連産業という観点では注目に値すると考えられ、我が国においても

 
6 Boston Consulting Group ”Deep Tech, the Greate Wave of Innovation”より。 
7 INITIAL “Japan Start up Finance 2022 上半期”より。「工業、エネルギー、その他産業」「ヘルスケア」が所謂主要な

ディープテックに該当するが、ディープテックの定義としてはディープラーニングも含まれ（実際、ランキング 1 位の

Preffered Networks 社と 14 位のティアフォー社はものづくり産業に深く関係する）、これも含めると我が国の次世代の

ユニコーンスタートアップの実に半数以上はディープテック領域となる。 
8 Boston Consulting Group ”Deep Tech, the Greate Wave of Innovation”より。 
9 生物と工学の融合による学際的な分野とされ、特にマテリアル産業においては、遺伝子工学や発酵工学などを組み合わ

せたバイオテクノロジーにより、本来石油などの化石資源を原料に製造されていた有用なケミカル・マテリアルを生産す

る技術をいう。英語（特に当該領域が強い米国）では”Synthetic Biology”から略して”Synbio”ともいう。 
10 代表的な例としては 2021 年 4 月に約 40 億ドルの企業価値で NASDAQ 市場に上場した Zymergen、2021 年 5 月に

175 億ドルの企業価値で SPAC によりニューヨーク市場に上場した Gingko Bioworks が挙げられる。その後、Zymergen
は株価が低迷したが、3 億ドルで Gingko Bioworks 社に 2022 年 8 月に買収された。上場時から 10 分の 1 の規模とはい

え、我が国では類のない規模の大規模ディープテックスタートアップの買収額である。 

図 I-4 2022 年上半期スタートアップ 

企業価値ランキング（未上場企業）7 
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ネクストユニコーンと目される企業がこの合成生物学分野で産まれつつある。合成生物学分野のスタ

ートアップは、その多くがバイオテクノロジーを駆使して石油由来のマテリアル・ケミカルを植物由

来にすることを目指しており、脱炭素社会の実現という大きな社会課題解決の観点で、マテリアル産

業としても意義高い。この合成生物学分野のスタートアップの特徴として、サイバー空間におけるデ

ータ駆動開発による開発スピードの促進と、企業価値としての技術蓄積の圧倒的な優位性が挙げられ

る。ユニコーン化するいずれのケースにおいても、データ駆動（サイバー空間）と所謂ウェットプロ

セス（現実）を組み合わせ、合成生物学によって得られるケミカルやマテリアルの同定から、スケー

ルアップ、製造までを、市場や顧客のニーズからバックキャストして事業推進しており、これまでの

マテリアルの開発におけるボトムアップアプローチと大きく異なる。このようなアプローチにより、

従来では考えられないような複雑な製品を比較的短期間で量産にまで引き上げる事に成功している。

これらユニコーンのケースは、マテリアル産業の研究開発のあるべき姿を示唆するものである。 
 

（データ駆動によるマテリアル開発促進の可能性） 

合成生物学は、発酵工学などの既に社会実装されてから相応の時間が経っている技術に、遺伝子

工学などの最新のデータ駆動技術を搭載したという点や、米国においてバイオテクノロジー関連のイ

ンフラが整っていたなどの点により、比較的、データ駆動（サイバー空間）とウェットプロセス（現

実）の組み合わせによる開発・スケールアップ環境が整っており、これにより社会実装が早く進んだ

という事も考えられ、スケールアップに様々な要素技術が必要なマテリアル産業一般にこれを適用す

るのは難しいとする向きもある。 
こうした状況下において、マテリアル分野においても広範に適用できるデータ駆動開発の手法は

我が国において推進されている。内閣府・戦略的イノベーション創造プログラム（以下「SIP」）の

第 1 期「革新的構造材料」及び第 2 期「統合型材料開発システムによるマテリアル革命」の施策とし

て、構造材料開発のコストと時間を大幅に低減する技術の開発が行われており、この中で開発されて

いるマテリアルズインテグレーションシステムの開発が実施されてきた。マテリアルズインテグレー

ションは材料工学をデジタル化して開発を加速するという概念であり、これを具現化するシステムと

して、主に金属系を対象とする MInt（Materials Integration by network technology）システムと炭

素繊維強化プラスチックを対象とする CoSMIC（Comprehensive System for Materials Integration 
of CFRP）が開発されてきた。両者ともに、材料開発の基盤として画期的な成果を生み出しつつある。

このうち MInt システムは物質・材料研究機構（以下「NIMS」）及び東京大学を中心とするオールジ

ャパン体制で開発が進められてきた。MInt を用いることで、欲しい性能から適切な材料・プロセス

を求める逆問題において、先端的な構造材料・プロセスを対象として、従来の実験科学的手法では到

底為し得ない画期的な時間短縮を実現している（図 I-5）。 
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図 I-5 MInt システムを活用した開発時間大幅短縮の事例 
（ニッケル基耐熱合金の熱処理プロセスの設計） 

 
SIP での取組が主に構造材料を中心とした取り組みであったのに対し、先端素材高速開発技術研

究組合、産業技術総合研究所（以下、「AIST」）及び新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、

「NEDO」）による超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト（以下、「超超プロジェクト」）は有

機系材料を中心とする機能性材料に特化した取り組みである。超超プロジェクトは、有機系機能性

材料を対象にマルチスケールシミュレーション等の計算科学を活用して、現在不足している材料の

「構造」と「機能」を結びつけたデータ群を作り出し、マテリアルズインフォマティクスと融合す

ることで革新的な機能性材料の創成・開発の加速化を目指したプロジェクトであり、計算科学だけ

でなく、実際に材料を試作するプロセス技術、これまで観測出来なかった計測技術も並行して開発

した。この結果、様々な機能性材料の創出や、マテリアルの製造プロセスの改善を実現した（図 
I-6）。 

 
以上のように、ナショナルプロジェクトによりデータ駆動による様々な開発事例が創出されてき

ており、データ駆動開発は単に材料の探索のみならず、スケールアップや生産にも適用が拡大する

ことで、広範な応用・用途分野での活用が期待される。世界的にもマテリアル産業が強いとされる

我が国こそ、マテリアル開発の手法として一般化し、産業競争力の強化に繋げるべきである。 
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図 I-6 超超プロジェクトにおけるマテリアルズインフォマティクス活用成果の事例 

 

（Society 5.0 とマテリアル産業のこれから・・・マテリアル産業が目指すべき姿） 

Society 5.0 は「サイバー空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合させたシステムにより、 経
済発展と社会的課題の解決を両立する、 人間中心の社会（Society）」と定義される。経済発展と社会

的課題の解決の両立が Society 5.0 においては重要であり、これは社会課題解決を掲げるディープテ

ックスタートアップが貢献出来る余地は大きい。特に、先に挙げた合成生物学分野のユニコーンは、

まさにサイバー空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合させたシステムにより社会課題解決を目

指し、これを経済的に成立させようとする事例であった。 
そこで本課題では、マテリアル産業こそが Society 5.0 を実現し、世界をリードする産業として飛

躍的な成長を遂げる状況を生み出す為、Society 5.0を体現するユニコーンを多く産むことで、スター

トアップから産業変革を起こす事を目指す。将来の我が国マテリアル産業は、世界に名だたるサイバ

ー空間とフィジカル空間を高度に融合させたデータ駆動による開発基盤を有し、この基盤を活用した

マテリアル開発が一般的になっており、この基盤から生まれたユニコーンスタートアップがデカコー

ンとなることで、我が国の GDP を牽引しているであろう・・・この実現こそ、我が国マテリアル産

業が目指す姿である。 

例１）フレキシブル透明フィルムの開発

例２）バイオマス由来のブタジエンゴムのタイヤを試作

構造・組成と機能のデータをAIに学習
➡ 研究者の知見のみに基づく実験に比べて実験
回数を25分の１以下で、相反する透過率、破断
応力、伸びの3項目の特性が等しい割合で最高
となる要求を満たすフィルムの開発に成功

○ 相反する複数の要求特性がある
機能性材料の開発

➡ 開発者の“経験と勘”に基づく
多数の実験が必要

ハイスループット実験システムの活用
➡ 短い実験時間で大量のデータを取得

それらのデータを活用したデータ駆動型学習の活用
➡ バイオエタノールからブタジエンへの効率的な変換
を実現する触媒を開発（収率60-70%）

➡ 全体を通じて、
この触媒開発時間も従来開発の1/20に短縮

○ 脱化石資源に向けて、再生可能なバイオ
マス由来原料からのタイヤ製造が必要で
あるものの、実用化に必要なブタジエン収
率は、従来プロセスで開発する触媒では
収率30-40%程度が限界。

深層学習を活用した仮想実験により、蓄電キャパシタ用途
CNT不織布物性を、実験に比べて98.8％もの時間を
短縮して予測

フレキシブル透明フィルム（昭和電工）

試作したタイヤ（横浜ゴム）

CNT膜の構造画像（実験およびAIで生成した画像）

その他
にも

超超プロジェクトにおけるMIの活用成果事例
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II. 社会実装に向けた戦略 

1. ミッション 

先述した通り、マテリアル産業が目指す姿は、Society 5.0 を自ら実現し、そして牽引する産業と

してユニコーンが次々と生まれることで、GDP を牽引する新たな産業を創出することであった。こ

のイメージを具体的に示したものが以下、図 II-1 である。その要諦は下述の通り定義される。本計

画記載時点から 10 年後、2030 年台半ばから 2040 年頃の姿である。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
研究開発フェーズのテーマの段階から将来の社会課題解決に繋がる長期のマクロトレンドを意識

し、ここから起業を促し、さらに様々なインフラを活用し、開発を大きく加速させる。これにより

マテリアル分野のユニコーン（以下「マテリアルユニコーン」という。）が次々と生まれるエコシス

テムが形成されている。このインフラはサイバー空間とフィジカルを融合させたデータ駆動開発の

基盤が要であり、これと共に我が国アカデミアを中心とする研究開発のインフラが、マテリアルユ

ニコーンの中央研究所として、次々に価値を創造している。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

 

  
図 II-1 マテリアル産業が目指す将来像 

 
本 SIP 課題は 10 年後にこの姿を実現する事がミッションであり、具体的には下記の通り定義し

た。このミッションの達成により、我が国マテリアル産業による国富の増大、そして国際競争力の

強化を実現するものである。 
 マテリアルユニコーンが次々と生まれる、データ駆動開発の基盤をフル活用した「マテリア

ルユニコーン育成基盤」をベースとしたエコシステムの確立 
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 我が国からマテリアルユニコーンを数多く創出（＝高い研究開発効率のインパクトある企業

の創出） 
 上記の結果、「マテリアルの社会実装に必要なプロセスデータは必ず日本を経由しなければな

らない」状態の創出 
本ミッション完遂の為には、SIP における取り組み期間である 5 年間でマテリアルユニコーンの

予備軍の実例創出を通じ、これをロールモデルとして育成基盤を整備することとしたい。そこでこ

れを下記図 II-2 の通り本 SIP 取り組み期間中のタスクであり、本 SIP 課題におけるサブ課題として

定義した。 
 

 
図 II-2 本 SIP 課題のミッション達成の為の取り組み期間中におけるタスク（サブ課題） 

 
このミッション・タスクの定義・設定背景について、本 SIP 課題の成立性検証の為のフィージビ

リティスタディによって明らかになった結果も交え、次項以降で述べることとする。 
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2. 現状と問題点 

（我が国とグローバルのスタートアップの環境） 

我が国においてスタートアップ投資は大きく隆盛してきており、2011 年に 800 億円前後であった

国内スタートアップによる新規資金調達は 2021 年には 10 倍の 8,228 億円に達した 11。我が国のス

タートアップ支援策も充実しつつあり、図 II-3 に示す通り、シード期からエクスパンション期まで

様々なプログラムが存在する 12。特にアカデミアから将来有望な研究成果をベンチャー化する為の支

援を行う科学技術振興機構（以下「JST」）の大学発新産業創出プログラム（以下「START」）から

の起業数は 2021 年時点で 61 社に達している。 

図 II-3 国のスタートアップ支援プログラム概観 12 
 
一方、米国のスタートアップ新規調達額は 2021 年

では 3300 億ドル 13と約 50 倍の開きがあるばかりでな

く、大学発スタートアップはこの 10 年で 6,000 社を超

える 14など他地域を圧倒している（図Ⅱ-4）。この結

果、ユニコーンの数も我が国はまだ少なく、グローバ

ルでのポジションは上位から数えて 20 位と、後塵を拝

している状況である（図 II-5）。 
 

 
11 INITIAL “Japan Start up Finance 2022 上半期”より。 
12 内閣府、文部科学省、経済産業省資料より。 
13 National Venture Capital Association（NVCA：米国ベンチャーキャピタル協会）” PitchBook-NVCA Venture 
Monitor”より。 
14 同上。 

図 II-4 地域別大学発企業数 14 
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図 II-5 国別ユニコーン企業の数と企業価値（2022 年）15 
 

（ユニコーン創出の鍵は何か？投資環境とマテリアル分野の特性） 

GDP を牽引するマテリアルユニコーンを次々に産み、産業競争力の強化を目指す本 SIP 課題にと

って、グローバルのスタートアップ環境と比較して、我が国の現状はまだ改善の余地が大きいと言

わざるを得ない。そこで、この状況を打開する為、投資環境と、マテリアル分野の特性という 2 軸で

分析を行った。まず投資環境であるが、一番大きい要因として、ユニコーンに至るまでに必要な資

金投下が少ないということが考えられる。図 II-6 はベンチャーキャピタルによる投資金額の推移を

国別に比較したものである。我が国の投資額は他国と比して、グローバルでの GDP ポジショニング

からいっても極端に小さい。図 II-7 に示す通り米国と比して日本はベンチャーキャピタルのサイズ

が大幅に小さくなり、この結果、1 件あたりの投資額が小さくなってしまう傾向がある 16。設備産業

であることから資金が多く必要となるマテリアル産業において、量産による商業ベースにまで引き

上げるには数億円ではとても足りず、数 10 から 100 億円、場合によっては数 100 億円オーダーの資

金が必要だが、日本のベンチャーキャピタルの平均的な規模感では、これを賄うのは困難を伴う。 
 
 

 
15 CB Insight “Global unicorn club(2022)”より。 
16 一般的に、ベンチャーキャピタルはファンドサイズの 10%が 1 件あたり投資金額の上限として定められている事が多

い。この為、ファンドサイズが小さければ小さいほど、1 件あたり投資額は制限される。 
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図 II-6 国別ベンチャーキャピタル投資額の推移 17 
 

 
図 II-7 ベンチャーキャピタルの日米比較（左）平均ファンド規模、（右）1 件あたり平均投資額 18 

 
ベンチャーキャピタルからの調達だけでなく、株式市場での調達も我が国の環境としては容易で

は無い。図 II-8 は IPO19時調達額の推移と国別の Exit20件数の年次推移を示したものであるが、我が

国は IPO 時に調達できる金額が米国と比して圧倒的に少ない。IPO 時の企業価値が小さい事にも起

 
17 NVCA“PitchBook-NVCA Venture Monitor”, Pitchbook “2021 Annual European Venture Report”, Pitchbook 
“Greater China Venture Report 2021”, Bain & Comapany “India Venture Capital Report 2022”, INITIAL “Japan 
Start up Finance 2022 上半期”より作成。1$=1€=130 円とした。 
18 ベンチャーエンタープライズセンター“ベンチャー白書(2020)”、Cambridge Associates LLC“U.S. Venture Capital 
Index®”より作成。1$=130 円とした。 
19 Initial Public Offering の略。新規株式公開や新規株式上場とも言う。証券取引所（株式市場）に上場し、誰でも株取

引ができるようにすること。以降、本項では単に株式上場や新規上場などとも表現するが同義。一般的には IPO 時に新

株も発行して、これまで投資していたベンチャーキャピタルなどが売却する他、資金調達も併せて行う。 
20 一般的にはベンチャーキャピタルの支援が終了し、その株式を売却するタイミングをいうが、ここではスタートアッ

プが①株式市場に新規上場する（IPO）、②事業会社に買収される（M&A）、③ファンドに買収される（Buyout）の 3 パ

ターンと定義した。 
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因しており 21、そもそも我が国ではユニコーンになる前にベンチャーキャピタルが早期に Exit して

しまうケースが多いとされている。図 II-8 に示す通り、ベンチャーキャピタルによる投資総額が米

国等と比較して小さい割に、Exit の件数が多いことは、この証左でもあると考えられる。我が国の

証券取引所は赤字上場は原則認めておらず、マテリアル産業は黒字化までに長い時間がかかること

を踏まえると、ベンチャーキャピタルのビジネスモデル上の時間的制約 22から、この傾向はより強く

なると考えられる（黒字化した瞬間に IPO しなければならない状況に陥る）。米国ではファンド期間

の問題で手放す必要がある場合であっても、将来の IPO による高い企業価値が期待出来れば、その

時点での企業価値で他のファンド等へ売却が出来る事が多い 23が、我が国では IPO 時の企業価値が

期待できない、読めないことから、セカンダリ市場は未成熟である。結果的に、資金が大きくかか

る割に大きな Exit に繋がらず、ベンチャーキャピタルとしては「儲からない」という構図になって

しまう。 
 

  

図 II-8 （左）IPO 時調達金額の推移 24（右）、国別 Exit 件数の推移 25 
 

スタートアップへのベンチャーキャピタルからの投資額も、その後の Exit も、Exit 時の金額も、

我が国と比して圧倒的に大きい米国は、スタートアップ創出環境の点でも抜きん出ている。図 II-9
はアカデミアなどからスタートアップ創出を行う際に、それを起業専門家としてアドバイスを行う、

 
21 個別の株式市場毎にルールが異なるが、スタートアップの新規上場時に概ね 30%以上の株式を市場に流通させる必要

がある。流通株を増やせば増やすほど、少量の株購入では株価が変動しにくくなるため、株価形成の観点では不利に働く

とされ、ベンチャーキャピタルが上場時に売却して持ち分が流動化することを考慮すれば、実際には総発行株数の 10%
（即ち時価総額の 10%程度）が上場時の資金調達の規模感となる。この為、IPO 時調達資金が小さいということは、上

場時株価が低いということを示唆している。 
22 ベンチャーキャピタルの運用するファンドは 10 年間＋2 年間の延長可という設計が一般的。この期間内に案件ソーシ

ングから投資実行、売却（Exit）まで必要であり、特に金融機関投資家は期間中の IRR も重視する為、短期的な Exit を
志向しやすい。 
23 これをセカンダリ売却という。米国ではシード・アーリー期のベンチャーキャピタルがセカンダリ売却してリターン

を得ることは一般的である。 
24 経済産業省資料より。 
25 ベンチャーエンタープライズセンター“ベンチャー白書(2021)”より。 

国別EXIT（IPO、M&A、Buyout）件数の推移（2016〜2020年）
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「アクセラレーター・インキュベーター」と呼ばれる事業者がどれだけ存在するか、国別比較を行

ったものである。この事実が示す通り、米国はアクセラレーター・インキュベーターの数で他国を

圧倒しており、カリフォルニア州だけで第二位のカナダの数を大きく引き離している。ベンチャー

エンタープライズセンターが我が国で 2019 年と 2020 年に行ったアンケートにおいて 26、「起業しな

い理由」として「失敗に対する自分自身への危惧」や「教育」、「身近に起業家がいない」という回

答が多いという結果が得られており、失敗に対する危惧含めて、アドバイスを行ってくれる身近な

存在がいない（返していうと米国にはアドバイスをしてくれる存在がとても多い）という環境も課

題であると考えられる。 
 

 
図 II-9 世界のアクセラレーター及びインキュベーターの数 27 

 
次いで、マテリアル分野の特性に移る。先述の通り、我が国においては特にマテリアル産業にと

ってユニコーン化するには容易ではないように見えるが、グローバルで見るとマテリアル分野でも

ユニコーン、デカコーンになる事例は多く存在する。図 II-10 は過去 30 年内に創業したマテリアル

分野の企業のうち、ユニコーンになったグローバルの 19 社について、創業からの事業成長において、

何がターニングポイントであったか、何が特徴であったかを整理したものである。この分析から示

唆される事実として、①かなり初期の段階から環境問題など社会課題解決に繋がるテーマを掲げて

おり、所謂ピボット（事業戦略やターゲットの変更）を殆ど行わないこと、②創業初期において、

アカデミアなどで技術的優位性を確保してから創業していること、の 2 点が挙げられる。これは開発

期間が長いマテリアル分野のスタートアップにおいて、成功の為には長期視点での社会課題解決を

目指すことが肝要であり、さらにアカデミアがうまくスタートアップ創出に寄与しており、サイエ

ンス基盤が強いスタートアップこそ競争優位性を担保できることを示唆するものである。実際、ア

カデミア発スタートアップである事が多く、先述の合成生物学のユニコーンのように、圧倒的なデ

 
26 ベンチャーエンタープライズセンター“ベンチャー白書(2021)”より。 
27 PitchBook “Analysis of the 2022 PitchBook university rankings”より作成。 
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ータ量によって優位性を担保しているケースを見れば、マテリアルユニコーン創出にはアカデミア

からの質の良いサイエンスと、データ駆動開発による差別性担保は親和性が高いと考えられる。尚、

起業初期の段階では政府機関からの補助金の手当を受け、その後、業界有力ベンチャーキャピタル

から投資を受けているということも、マテリアルユニコーン創出の特徴として注視すべき事実であ

ろう。 
 

 
図 II-10 世界のマテリアルユニコーン 19 社の成長フェーズ別ターニングポイント 28 

 

（データ駆動開発基盤の課題と可能性） 

先述の通り、現在我が国ではマテリアル産業で幅広く適用可能となるデータ駆動開発の基盤（以

下、単に「データ基盤」と略す。）が検討されている。この他にも近年ではデータ駆動開発の機運が

高まり、多くのデータ基盤が各所で整備されている。前項でも言及した通り、マテリアルユニコー

ンの創出にあたっては、データ駆動開発は、開発スピードの向上のみならず、差別性の担保の観点

でも重要であることが示唆された。我が国のデータ基盤が、マテリアルユニコーンを産み、育てる

「ゆりかご」になる可能性が期待される。 
そこで、今回、SIP の課題設定検討にあたりフィージビリティスタディを行い、データ基盤の悉

皆的調査を行った。この結果、我が国には実に主要なものだけでも 47 拠点（確認できるだけでも

100 以上）ものデータ基盤が存在することが明らかになった。その一部は国際的にも極めて優位性の

高いデータ量を誇る 29。さらに、これらデータ基盤に有用となるフィジカルにデータを取得する、評

 
28 PwC コンサルティング合同会社による SIP 課題候補 FS における調査より。 
29 例えば NIMS の有する高分子データベース"PoLyInfo"や、無機材料データベースである”AtomWorks”は長年の研究者

によるデータ蓄積により世界有数レベルのデータ量を誇る。 
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価分析の拠点も我が国には多く存在し、同じくフィージビリティスタディの結果、全 56 拠点も存在

することが明らかになった。特に後者の評価分析の拠点は文部科学省のナノテクノロジープラット

フォーム事業によりネットワーク化が進められており、分析や評価、加工という一連のプロセスを

ネットワーク内の機関が連携して対応する仕組みが機能している。この事業はさらに、ARIM 事業

（Advanced Research Infrastructure for Materials and Nanotechnology）として進化し、将来のデ

ータ活用に備えた基盤整備が進んでいる（図 II-11）。既に年間で 3,000 件以上の依頼分析を全国から

受け、これをネットワーク分散しており、フィジカルによるデータ取得のインフラとして大いに期

待が出来る。課題はデータ基盤である。 
 

 
図 II-11 文部科学省の進める評価分析拠点のプラットフォーム化 30 

 
今回フィージビリティスタディの結果明らかになったデータ基盤は、一部については NIMS およ

び AIST などの国研を中心にネットワーク化が図られているが、ほとんどのケースにおいてはネット

ワーク化は図られていない。この為、データ様式や取り扱い、運用は各データ拠点でバラバラであ

り、有効活用の観点で課題がある。見える化がされていない為、国内で類似データ基盤が作られて

しまっている可能性も示唆される。一方、この各データ基盤の傾向について、グローバルベンチマ

ークを行うと違った視点も見えてくる。図 II-12 は、これら我が国のデータ基盤の傾向と、グローバ

ルの 60 近いデータ基盤の傾向をマッピングしたものである。この結果が明らかにすることは、海外

のデータ基盤は比較的オープン領域且つサイバー空間でのデータ創出に偏っているのに対し、我が

国は各種データ基盤を総合すると、満遍なくカバーしていることが特徴である。既に我が国で先行

する評価分析のプラットフォームである ARIM 同様、広域ネットワーク化することで、世界でも類

を見ないデータ基盤となれることが示唆されるものである。既に充実したインフラを有効活用する

 
30 文部科学省資料より。 
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ことが肝要である。 

 
図 II-12 グローバルの主要データ基盤のポジショニングマップ 31 

 

（マテリアルユニコーンのポテンシャル） 

ここまで主にマテリアルユニコーンを創出する為の環境面・インフラ面の課題や創出における鍵

について論じてきたが、果たしてマテリアルユニコーンを目指すようなテーマが我が国にどの程度

存在するか、という観点も重要である。そこで、今回フィージビリティスタディにおいて、マテリ

アルユニコーンになるまでのシナリオ立案を支援するという公募を行い、ここでベンチャーキャピ

タル出身である本 SIP のプログラムディレクター候補による公募事前アドバイスに加え、採択後、

プログラムディレクター候補によるガイド・指針提示の元、戦略コンサルティングファームによる

シナリオ立案支援を行うという試みを行った。この結果、アカデミアからの起業相談のみならず、

大企業からの新事業としてのカーブアウト相談含め、公募前に 30 件近い相談に加え、公募に対し 32
件の応募があった。表 II-1 は、ユニコーン予備軍として実際にシナリオ立案することを決定し採択

した 10 件であり、いずれもユニーク且つ差別性の高いアカデミアの技術を根拠に事業を行おうとい

うものである。シナリオ立案支援の結果、何も社会課題に直結する、ボトルネック課題を解決でき

るような大きいテーマであり、ユニコーンを十分目指せるものである。 
 
今回、フィージビリティスタディの試みには二つの意味がある。まず一つ目として、公募前の段

階でマテリアルユニコーンを目指すということはどういうことか、どのようなビジネスや技術開発

を志向すると良いか、研究者に対しアドバイスを行う事で、応募時点で規模感の大きい、社会課題

解決に繋がるようなテーマとするように試みた。次いで二つ目として、提案者の意図や想いを読み

取った上で、あるべき方向性を提示し、その方向性に基づいて事業成立性をプロの視点（＝戦略コ

ンサルティングファーム）で組み上げ、シナリオにリアリティを持たせるようにした。いずれの試

みも、先述した我が国の投資、創業環境からいって、ユニコーンとなるようなスタートアップを生

み出したいという想いがある研究者がいても、単に資金だけ提供してもユニコーンにはなり得ない、

 
31 PwC コンサルティング合同会社による SIP 課題候補 FS における調査より。 
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という仮説に基づく。この試みの結果、提案者がイメージできていなかった TAM→SAM→SOM32の

規模感が具体的になり（ケースによっては可能性ある市場が提案時と比較して 10 倍、100 倍となっ

た）、ビジネスモデルも含めてリアリティがありながら、夢のある、2030 年代半ばにはユニコーン、

さらにその先はデカコーンとなり得るシナリオがいくつも生まれる結果となった。 
 

表 II-1 フィージビリティスタディにおいて採択したユニコーン予備軍テーマ 
No. 応募機関名 テーマ名 
1 東京工業大学 アンモニアが世界中どこへでも水素を届ける未来へ 

～革新的アンモニアクラッキングシステムによる安価水素輸送の実現～ 
2 東京工業大学 CO2を利用して脱炭素 

〜世界初の CO2と炭素を使った大容量蓄電システムの実用化〜 
3 NIMS 海水と淡水の出会いが生み出すクリーンエネルギー 

〜大規模濃度差発電プラントの事業化と世界展開〜 
4 NIMS マテリアルプロセスイノベーションから瞬時にめっきの環境問題を解決  

～ヒトと地球を守る次世代型エコプレーティング技術～ 
5 NIMS 新合金が切り開く、ものつくり新時代 

〜DX 合金デザインと 3D プリンタが世界のものつくりを変える〜 
6 アグロデザイン・ス

タジオ 
Biology by 3D Design ビームライン建立と超バイオマテリアル創生 

7 上野技術研究所 究極の軽さで、宇宙・空の新時代を切り拓く 
～超軽量構造材料イノベーションの創出 

8 大熊ダイヤモンドデ

バイス 
究極素材ダイヤモンドが実現する超高速 IT インフラ 
〜世界初のダイヤモンド半導体の社会実装とデファクト化を目指して〜 

9 CrestecBio 脳と臓器を護る高分子医薬の開発 
～最先端の科学と医療の融合により救急医療に革命を起こす～ 

10 大阪大学 骨密度医療から骨質医療への大変革 
～本邦発の 4D デバイスと骨配向診断が世界を救う～ 

 
さらに、全てのテーマで、先に挙げた国のデータ基盤を活用する事でビジネスの価値、技術開発

の促進等が図れることも確認された。データ基盤はあくまでツールであり、何のために使うのか？

という観点が重要である。具体的には図 II-13 に示すアプローチを取った。伴走支援ではまずコア技

術を理解した上で、その技術が最大限生きる、且つ提案者がやりたい、と思う市場をターゲットし、

その上で想定される顧客を定義した。次いでこの想定顧客に対しどのような価値を提供すべきか検

討を行い、その上で当該技術を使ったスタートアップのビジネスモデルを定義した。その上で、定

義したビジネスモデルを実現させ、且つ差別性・競争力の源泉となるようなデータ基盤は何かを定

義した。その上で、このデータ基盤を成立させるためには、我が国に存在するどのデータ基盤を組

み合わせれば良いか調査を行った。ここでいう、スタートアップにとっての「差別性・競争力の源

泉となるようなデータ駆動開発基盤」上に、それぞれの自社ビジネスモデルに特化した形で実装さ

れるのが、図 II-13 に示す「用途特化型アプリ」である。この用途特化型アプリをスタートアップが

有し、アカデミアのリソースも活用しながらデータ駆動による開発を進め、価値を高めていく事が、

 
32 TAM：Total Addressable Market（ある事業が獲得できる可能性のある全体の市場規模）、SAM：Serviceable 
Available Market（ある事業が獲得しうる最大の市場規模）、SOM：Serviceable Obtainable Market（ある事業が実際

にアプローチできる顧客の市場規模）。 
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ユニコーンに至るまでの重要なコアとなり得るのでは無いかと考えられる。 

 
図 II-13 各ユニコーン予備軍におけるデータ基盤活用のイメージ 

 
以上のフィージビリティスタディの結果が示唆することは、適切なガイドさえ行えば、我が国に

はユニコーンとなり得るような有望なテーマは多く存在し、さらにそれらは我が国のデータ基盤を

活用することで、高い差別性・優位性を確保し、飛躍的な成長を遂げられる可能性があることを示

唆するものである。ユニコーン予備軍となり得るシナリオ検討として今回採択したテーマは、いず

れも重複がない幅広いテーマにも関わらず、全てのケースでデータ基盤の活用可能性が示唆された

ことは、図 II-12 に示す通り、我が国のデータ基盤が、サイバー空間からフィジカルまで、そしてオ

ープンだけでなくクローズ領域含めて偏りなく満遍に分布しているということが活かされたものと

も考えられる。 

（持続的なエコシステムとするために・・・データ基盤・アカデミアに還元する仕組み） 

ここまで、マテリアルユニコーンを次々と産む為の課題と可能性について論じた。そこでは、我

が国のスタートアップ・投資環境上、他国と比して容易ではない状況ではあるものの、過去のマテ

リアルユニコーンの事例を踏まえれば、（課題はあるものの）我が国のデータ基盤の活用によりマテ

リアルユニコーンを創出できる可能性が示唆され、適切なガイドさえすれば、十分にユニコーンを

狙えるポテンシャルのあるテーマはいくつも存在するということが確認出来た。ここで肝要となる

のが、ここから如何にエコシステムを形成していくか、という事であろう。本 SIP の取り組みによ

る投資を行い、5 年間でインフラと共にユニコーン予備軍を生み出したとして、そのインフラが持続

的に対価を得、次につながるエコシステムとならなければ、マテリアル産業が目指す「Society 5.0
を自ら実現し、そして牽引する産業としてユニコーンが次々と生まれることで、GDP を牽引する新

たな産業を創出する」状況を作り出すことは出来ない。データ基盤の運用や、将来ユニコーンとな

るような有望なサイエンスの創出を担うアカデミアに、適切な対価が支払われる仕組みの構築が必

要である。 
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そこで、スタートアップエコシステムとして大学発で多くのユニコーンを産んでいるイスラエル

国立ヘブライ大学の技術移転機関である Yissum33を事例として本項で取り上げたい（図 II-14）。
Yissum は日本でいうところの TLO に近い組織であるが、ライセンスのみならず、起業支援や投資

機能も有し、技術の売り込みのためのマーケティング部隊も有しているというのが特徴である。先

述したアクセラレーター・インキュベーターの大学専属組織と解される。Yissum 社はヘブライ大学

の技術シーズがスタートアップとして起業した際に、特許等の知的財産の移転の対価として、相応

の株式を得ることで、将来、当該スタートアップが IPO や大企業に M&A されたときに、大きなキ

ャピタルゲインを得られるように工夫されている。尚、このキャピタルゲインは一部、研究者にも

支払われる事が特徴である。このような知的な財産の移転対価として株式等を受領することにより、

アカデミアが大きな利益をあげられるようにする仕組みは、最近欧米を中心に増えており、我が国

においても法的には可能である。そのため、我が国においては具体的な事例の創出が重要であるが、

現在、政府において大学の抜本的強化に向けた強力な施策がうたれており、このような仕組みにつ

いても世界と伍する整備が求められるであろう。 

 
図 II-14 イスラエル国立ヘブライ大学における知財対価支払いのイメージ 

 

 
33 Yissum は、イスラエル・エルサレムにある国立ヘブライ大学の技術移転会社であり、1964 年に世界で 3 番目に設立

された技術移転会社として知られる。2020 年までに 170 社以上のスタートアップを設立し、そのうち 100 社以上が

2020 年現在も活動中で、全世界で 10750 件以上の特許を登録し、1050 件以上の技術をライセンスを行なっている。

Google、Intel、Johnson & Johnson といった世界的企業の多くと業務提携をしており、MIT やスタンフォード大学等の

海外の有名アカデミア機関とも共同研究を行なっている。最近では自らギャップファンドも運営している。 
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（取り組み仮説・・・我が国でマテリアルユニコーンを次々に産むエコシステムを作るために） 

以上、我が国の環境、フィージビリティスタディや各種分析の結果を踏まえ、本 SIP 課題が取り

組むミッション達成に向け、我が国でマテリアルユニコーンを次々に産むエコシステムを作るため

の取り組み仮説を図 II-15 の通り整理した。 

図 II-15 マテリアルユニコーンを産む為の仮説 
 
まず第一に、我が国のスタートアップ環境、ベンチャー投資環境の厳しさを憂うばかりでなく、

そもそも投資家にとって魅力的なテーマを産み、日本のみならず、欧米などベンチャー投資が盛ん

な海外の投資家を含めて投資を受けられるよう目指す事が最も肝要ではないか。その為にも、まず、

社会課題解決に直結するようなボトルネック課題に取り組む Big Theme であるべきだろう。先述の

通り、ポテンシャルのあるテーマは多いものの、適切なガイドが無いとユニコーンを目指せなかっ

た状態のテーマも同時に多く散見され（だからこそガイドが有効であった）、技術の初期段階からビ

ジネス視点、社会課題解決視点でのシナリオ作りが必須である。起業を目指す者の視座を高め、高

い志を持たさせる必要がある。本来、我が国の研究者にはそういった志を持っている者は多いはず

である。 
次いで第二に、企業価値の発射台を上げる必要がある。スタートアップの創業から最初のベンチ

ャーキャピタルからの資金調達となる Series A ファイナンスにおける企業価値は、我が国の場合、

米国のそれと比して低い傾向があるとされる。企業価値 1,000 億円以上を目指すユニコーンを産む為

には、この最初の発射台をそもそも引き上げる必要がある。その後の必要資金調達額の大きさから

いって、最初の企業価値が小さいと資本政策 34上、資金調達可能額が困難になってしまうリスクは回

 
34 株式移動、第三者割当増資、組織再編などの手法により、資金調達、資本構成の最適化、インセンティブプラン、創
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避する必要がある。 
さらにここにデータ駆動開発の積極起用を行う。元来、マテリアル産業は川上産業のためサプラ

イチェーンが長く、ディープテックである為、開発が多岐にわたり、リソース・人手・金がとにか

く必要だからこそ、データ駆動開発をフル活用が必要である。この効果、可能性については先述の

通りであり、これにより技術の価値を一気に高め、企業価値に繋げることは、先述の企業価値の発

射台を上げることにも繋がる。 
この一連の流れを良い流れで始め、その後のユニコーン化にまで繋げて、将来自立した収益基盤

を有するエコシステムにする為に必要な事が、ソフトインフラそして人材の育成である。アカデミ

アに正当な対価が支払われるようにするエコシステム作りもさることながら、このエコシステムに

関わる人全てがアントレプレナーシップを理解し、我が国マテリアル産業が目指す姿の実現の為に

協力し合える環境を構築することが肝要である。特にこのようなエコシステムの形成にあたっては、

アカデミアやスタートアップ、それにかかわる大企業含む様々な企業が出入りし、価値を共有する

ことになろうかと考えられる。 
このようなエコシステムが形成する為にも、成功するマテリアルユニコーンを産む必要があり、

その為にもリスクマネー流動量を高める必要がある。本SIP課題では特に取り組み仮説の第 4までを

取り組み、この第 5 の仮説については、国内等の民間などの投資機関からの積極的支援が得られるた

めのネットワーク構築や情報発信を進める。 

（エコシステムの核となるプラットフォームとエコシステムの形成・発展イメージ） 

前項の取り組み仮説の実現にあたって、マテリアルユニコーン創出インフラとして我が国のデー

タ基盤を、評価分析系基盤である ARIM と同様に広域ネットワーク化することで、マテリアルユニ

コーンが次々に育成される「ゆりかご」とする可能性について示した。先述の用途特化型アプリのア

イデアや、アカデミアに対価が帰る仕組みとしての Yissum の事例などを踏まえ、具体的なこの「ゆ

りかご」のイメージを図 II-16 に示す。この「ゆりかご」を「マテリアルユニコーン育成基盤」と名

付ける。この基盤は様々なデータをフィジカルに取得、あるいはサイバー上で創出し、国内の様々な

個別のデータ基盤を接続し、データを「つくる」「ためる」そして「つかう」機能を促進するプラッ

トフォームである。このプラットフォームの上に、図 II-13 で示した用途特化型アプリが乗るイメー

ジで、このアプリはスタートアップの為に開発され、スタートアップの価値の源泉として専有される

ことを想定する。用途特化型アプリの設計・開発にあたっては、スタートアップのビジネスモデルか

らあるべきシステムを定義し、必要なデータ基盤等を本プラットフォームを通じて接続する。ここで、

用途特化型アプリは専有権をスタートアップが得る代わりに対価を支払うものとし、この対価として、

スタートアップの株式やストックオプション等をプラットフォームが得る。この株式等が将来スター

トアップが IPO 等した際に、あるいはその後デカコーン 35として大きく成長した際に大きなキャピ

タルゲインを得る事が出来、この収益を当該用途特化型アプリに関与したアカデミアに分配する、と

 
業者利潤、事業承継対策といった目的を実現することと定義される（定義出所：PwC Japan グループ）が、スタートア

ップファイナンスにおいては主に第三者割当増資によるものが多い。例えば第三者割り当てによる新規資金調達により、

経営陣などの既存株主や従業員のストックオプションのシェアが株価と調達資金規模によって下がってしまい（これを

「稀薄化」という）デモチベーションに繋がる事や、特定の株主のガバナンス担保の為に拒否されることがあるなど、企

業価値が低いと調達額が抑えられてしまう結果に陥る事がある。 
35 企業価値 1 兆円以上の企業。 
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いう仕組みである。エコシステム形成の第一歩は本プラットフォーム「マテリアルユニコーン育成基

盤」を構築することから始まる。そして、その構築の基礎は、既に我が国に存在する、様々なデータ

基盤の連携によるものである。連携のイメージを図 II-17 に示す。中核となるプラットフォームを選

定して（複数を想定）、この中核プラットフォームを軸に広域ネットワークが形成されていくことを

想定する。前述のスタートアップ向けの個別の用途特化型アプリの設計がこの広域ネットワークによ

るプラットフォームの上で実施され、中核プラットフォームを軸として必要なデータ資産が提供され

ていくことを通して、実践的に広域ネットワークが形成される事が期待される。 
 

  
図 II-16 マテリアルユニコーン育成基盤のイメージ 

 

 

図 II-17 マテリアルユニコーン育成基盤構築におけるプラットフォーム連携のイメージ 
 

このプラットフォーム（マテリアルユニコーン育成基盤）を核にしたエコシステムのイメージを

図 II-18 に示す。プラットフォーム（マテリアルユニコーン育成基盤）が核となり、大学・国研の有
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望データ基盤の発掘・拡張を通じて用途特化型アプリのユーザーとなるスタートアップの創出を促

し、さらにスタートアップのユニコーン化を醸成し、ユニコーン創出活性化による利用料・株式価

値向上によるリターンの再投資サイクルによって成長を目指す。このエコシステムはデータ基盤の

提供者・ユーザーという単純な関係に留まらず、スタートアップを取り巻く様々なステークホルダ

ー（大企業、中小企業、アカデミア、ベンチャーキャピタル等の金融、様々な事業化支援機関）が

参加することで、我が国ならではのマテリアルユニコーンを次々と生み出すエコシステムに昇華さ

せる。これが、マテリアル産業が目指す姿である。 
尚、本課題では主にユニコーンスタートアップを産むエコシステムを主眼としているが、本エコ

システムによるプラットフォームの活用はスタートアップに限られない。スタートアップがユニコ

ーンとして成長していく過程でこのエコシステムが広く認知・普及していく過程で、スタートアッ

プのみならず、中小・中堅、大企業など様々な規模感のマテリアル産業の企業が本プラットフォー

ムを活用し、これら企業からもユニコーンクラスの新事業が生まれていく、という効果も期待でき

ると考えられる。この時、我が国のマテリアル産業は世界をリードする高い研究開発効率の産業と

なっているであろう。 

  
図 II-18 エコシステムのイメージ 

 

3. ミッション到達に向けた５つの視点での取組とシナリオ 

（１）5 つの視点によるゴールイメージ 

本 SIP 課題が成し遂げようとしているミッションは即ち、マテリアルユニコーン育成基盤という

プラットフォームを核にした、エコシステムの形成である。この高い目標の実現の為には多くのステ

ークホルダーが共有できる志が必要であり、ミッション達成の為のシナリオを立案するには、将来の

ゴールイメージを定義した上で、バックキャスティングで思考する必要がある。さらに、先述で導出

された取り組み仮説の通り、ミッション達成には技術開発にとどまらず、人文科学など含む様々な知

見を活かした「総合知」の観点で課題に取り組む必要がある。そこでミッション達成に向けたシナリ

オを立案にするにあたり、まず、マテリアルユニコーン育成基盤がエコシステムの核として確立し、
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マテリアル産業が目指す姿として実現している、即ち本SIP課題で掲げたミッションが達成出来てい

る状態＝ゴールについて定義を行った。（図 II-19）。 

 
図 II-19 マテリアルユニコーン育成基盤のゴールの状態 

 
このゴールイメージをよりクリアに理解し、ゴールの状態を広く共有する為、状態についてのよ

り詳細にブレイクダウンするとともに、より理解しやすいよう、「あるユニコーンのストーリー」と

して、この 5 つの視点でのゴール時点（即ちエコシステムが確立している 2040 年頃を想定）での状

態についてイメージした。本SIP課題の取り組みは謂わば未来社会の構築であり、未来予想図を描く

ものである。マテリアル産業にこのような未来がやってきたら、さぞワクワクしないだろうか。この

イメージのマテリアル産業での共有こそ肝要であると考える。 
 

技術開発（Technology） 
＜状態についてのより詳細な説明＞ 

 材料・化学領域における主要な評価・分析手法が確立され、用途毎にどのように使えば良い

かの方法論が確立されている。 
 各種デジタル基盤が基盤ごとに強みをもって、さまざまな技術・事業領域における手法論が

確立されている。 
 上記をもって、デジタルとハードが有機的に垣根なく接続され、単に材料探索だけでなく、

スケールアップ、その後の効率オペレーションや不具合解析も含めデジタル駆動でスタート

アップの事業促進に貢献している。 
＜あるユニコーンのストーリー＞ 

• ある新材料を生み出したアカデミア研究者 A は、この発明をブーストアップする為、マテリ
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アルユニコーン育成基盤（以下、「プラットフォーム」）のネットワークに属する基盤にコン

タクトした。 
• この結果、ネットワーク上の評価分析の B 基盤、データ駆動開発拠点の C 基盤と連携し、志

向するイメージからビジネスモデルを定義した上で用途特化型アプリを開発した。これによ

り自身の技術を一気に高め、誰もなし得ない性能の材料を、とても安価に作る方法を生み出

した。 
• 続いてこれをさらにスケールアップ検討する為、B 基盤・C 基盤と連携し、先の用途特化型

アプリをアップデートし、次々にスケールアップを実現させ、社会実装に繋げるまで、継続

的に B 拠点、C 拠点の伴走を受け、なんと 5 年で初期量産まで持ち込めた。 
• 研究者 Aはこの間、プラットフォームが推薦する CEO候補と出会い、一緒にスタートアップ

を立ち上げ、極めて短期間で社会実装して収益事業を生むことに成功した。このスタートア

ップは世界中からトップリーダーとして尊敬されている。 
 

事業（Business） 
＜状態についてのより詳細な説明＞ 

 スタートアップを生み出そうとする人のみならず、大企業・中小企業・既存ベンチャー含め

て、適切な対価を支払い、適切に基盤活用がなされ、継続的な収益が発生している。 
 「適切な対価」は高過ぎず、かといって安過ぎてコスト回収できないレベルではない適切な

設定になっており、さらにさまざまな収益化手法を確立させて、世界中に積極的に売り込み

がなされ、資金運用ができるまでになっている。 
 余剰資金を使い、プラットフォームのアップデートを継続的に行う他、投資をも行う。 
＜あるユニコーンのストーリー＞ 

• ある新材料を生み出したアカデミア研究者 A は、当初は国の補助金を受け、この活用によっ

て、まず初期的にスタートアップが産めるような、飛び抜けたパフォーマンスを生む製品が

できるかの検証をおこなった。プラットフォームからの助成も多く、国の補助金にそこまで

頼らずに済んだ。 
• 当初資金がなかった為、「出世払い」として使用料は抑えてもらい、その分、株式で支払いを

行った。 
• 研究者 A によるスタートアップは 5 年後に、時価総額 1,000 億円もの価値となり、その時点

で、プラットフォームが対価として得た株式の価値は 30 億円（総シェアの 3%）にもなった。 
• そこでプラットフォームは半分市場で売却して 15 億円現金化し、15 億円分はそのまま株式

として保有することになった。結果、その 10 年後に、時価総額 10 倍の 1 兆円になり、15 億

円分の株式はなんと 150 億円にもなった。 
• この資金を活用してプラットフォームのネットワークに属する各基盤へ利益還元し、これを

原資にアップデートを行ったり、次世代の投資や使用料の減免を行なっている。 
 
制度（Governance） 
＜状態についてのより詳細な説明＞ 
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 プラットフォームに属する各基盤の見える化がなされ、稼働状況も含めて一目で分かるよう

になっている。 
 各基盤で共通の運用ルールが定められ、対価の受け取り方法も含めて、法律上・制度上も統

一ルールが定められ、これが全員に周知され、運用されている。 
 さらに、新事業を生むために必要な、そしてその新事業を大きくする為の様々な知恵が集積

され、我が国で事業創出する場合はとにかくここに来れば全てわかる。 
＜あるユニコーンのストーリー＞ 

• ある新材料を生み出したアカデミア研究者 A は、研究の段階からスタートアップ創出、その

後のスタートアップ経営に至るまで、基盤の使用料の支払いについて、どこでも統一である

上、株で支払えるというのは資金が無いのでとてもありがたかった。 
• その方法も誰もがわかる見やすいホームページや、ガイドしてくれる人がおり、特段困るこ

となく理解を進めやすかった。 
• このホームページはとても便利であり、各基盤に何がどれだけあって、どうやって使うと効

果的であるか、しかもそれが空いているかもリアルタイムでわかる。また事業創出の上で必

要なビジネス上の知識や、法律上の知識、経営に関わる様々な知識やフォーマットがあり、

本当に便利である。 
• 関係省庁へもここへ行けば横串でコミュニケーションでき、とにかく便利だ。 
 
社会的受容性（Social） 
＜状態についてのより詳細な説明＞ 

 プラットフォームを基軸に、大企業・中小企業、投資家、各種コンサルティングファーム、

国など多様なプレイヤーがコミュニティを形成し、このコミュニティに入りさえすれば様々

な情報を得ることができる上、新事業創出のヒントが多く得られるという状態にある。 
 地方も含めた拠点が有機的に接続され、都心・地方という概念がもはや無い。 
 世界中からこのプラットフォームを核とするエコシステムが尊敬され、「マテリアルといった

ら日本のエコシステム」という状態になり、グローバルパートナーも多くコミュニティに入

っている。 
＜あるユニコーンのストーリー＞ 

• ある新材料を生み出したアカデミア研究者 A は、実はいわゆる地方大学の研究者である。東

京には住んだことは無い。にも関わらず、研究の段階からスタートアップ創出、その後のス

タートアップ経営に至るまで、プラットフォームを核とするエコシステムに本当に助けられ

た。何故ならば、このエコシステムこそ、「世界である」からである。 
• このコミュニティに入るだけで、世界中のパートナーとつながることが出来、世界にいかな

くても世界がここにあるだけでなく、親身なパートナーシップにより事業促進が進む。 
• 最初からこのエコシステムに入ったことで、最初からグローバルにつながっている状態であ

った。地方から世界へは、もはや一般的な状況だ。結果的に、世界中から地方の我が街にス

タートアップである我が社とのコミュニケーションの為、来客がある。これら海外からの来

客者に対し、このエコシステムの中核拠点や各基盤拠点の視察ツアーを観光付きで案内した



 
 

27 
 

ら、「自分も日本にきたい」という人で溢れかえった。 
 
人材（Human） 
＜状態についてのより詳細な説明＞ 

 各基盤拠点の情報共有が行われる人的な仕組みが構築され、そこに属する人が「事業創出す

るためには、このような使い方をすれば良い」というアイデアマンの集団であり、事業創出

しようとする人の良い刺激となっている。ここでは実際にやったことのあるプロのシニアが

多く活躍している。 
 これをもって何かしたいという若い方々が多く集まり、アントレプレナー教育や、事業創出

の実践を通じた訓練・研鑽が行われ、スタートアップを創出し、失敗し、再チャレンジする

ことが「かっこいいこと」、と認識されている人々の群がそこにいる。 
＜あるユニコーンのストーリー＞ 

• ある新材料を生み出したアカデミア研究者 A は、創業期から本当に人には困らなかった。何

故ならば、最初からプラットフォームを核とするエコシステムに入ると、「スタートアップを

やりたくてしょうがない人たち」がたくさんいたからだ。 
• さらに、産業化を支援する人も多くいる。実際に産業界でビジネスや技術を立ち上げてきた

百戦錬磨の猛者のようなシニアから、実はたくさん経験している失敗談について教えてもら

いながら、具体的にこうすれば良いという指南を受けられるのだ。 
• 産業化というのが漠然としたものだった研究者 A は、これらの人々のサポートにより、本当

に助かった。とてもクリアなイメージが付いた。この結果、とにかく事業創出・社会実装に

邁進することだけを考えればよかった。 
 

（２）ミッション達成に向けたシナリオ 

前項で定義されたゴールに至った状態が、本 SIP 課題が取り組むミッションの達成である。ここ

までのシナリオをバックキャストでイメージすると、このエコシステムの形成過程は大きく分けて 3
つ存在すると考えられる（図 II-20）。本 SIP 課題は未だ無いエコシステムを形成しようという観点

で、最初のフェーズである「フェーズ 1」の取り組みとなるであろう。（尚、下記フェーズをイメー

ジするにあたり、5 つの視点各軸についてバックキャストを行い、その結果を基に下記の通り定義し

ている。これについてはⅡ.5 で後述する。） 
 

フェーズ 1：SIP 検討期間＝エコシステムの基礎構築（2023 年〜2027 年：エコシステムの基礎を

構築） 

プラットフォームを通じたデータ基盤連携、利用促進技術の開発やマテリアルデータ資産の掘

り起こし、さらに、ロールモデルとしてのスタートアップの事業化支援を行い、この支援を通じ

て、プラットフォームとしてのスキームを構築していく。 
 

フェーズ 2：エコシステム醸成（2028 年〜2032 年：実践を通じて実績を積み上げる期間） 
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フェーズ 1 での実践をベースにプラットフォームを通じたデータ基盤連携、利用促進が実現し、

この結果データ資産が拡充し、スタートアップが益々生まれやすい環境が生まれつつある。さら

にフェーズ 1 で支援したスタートアップ第 1 期生が大きく成長し、IPO への期待値が高まり、収

益化についてのリアライズが間も無く実現する。 
 

フェーズ 3：循環成長（2032 年〜2040 年頃：ゴールの状態） 

フェーズ 2 での実践拡大をベースにプラットフォームを通じたデータ基盤連携、利用促進の実

績が確立し、利用料だけでも大きな収益となりつつある。またデータ資産への再投資ができるよ

うになるばかりでなく、フェーズ 1 で支援したスタートアップが次々とユニコーンとなり、プラ

ットフォームに対し、大きな利益還元を実現し、ここから新たなスタートアップがまた生まれよ

うとしている。 

 
図 II-20 エコシステム形成の発展段階 

 

（３）SIP 期間における 5 つの視点での取組 

以上のゴールイメージ、ここから想定されるミッション達成までのシナリオ、そしてエコシステ

ム形成段階のフェーズ 1 での内容を踏まえ、本 SIP 課題で取り組むべき事項を、図 II-21 のとおり、

同じく 5 つの視点から定義した。 

① 技術開発 

（SIP 内で実施：各データ基盤の広域連携の加速と用途特化型アプリの開発） 

各地に散在する各データ基盤などを広域連携し、これを活用するスタートアップが利用する用

途特化型アプリの開発が進めらるよう、基盤の構築・必要技術の開発を行う。これはスタートア
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ップ（ユニコーン予備軍）が想定するビジネスモデルから要件定義される用途特化型アプリの開

発を通して、必要技術を定義していく。 
（関係省庁等との連携により実施） 

各データ基盤の連携は所属する機関の所属省庁の連携が不可欠である。対象となるデータ基盤

について個別に所属する機関とのコミュニケーションを進めるだけでなく、コミュニケーション

を円滑に進める為、文部科学省、経済産業省等と連携を行う。 

② 事業 

（SIP 内で実施：エコシステムとしての収益モデルの確立） 

エコシステムの収益モデル、すなわちプラットフォームとしての収益化手段は、単に利用料金

ではなく、今回用途特化型アプリのような大型の知的資産をスタートアップ等の株式等で得るこ

とを想定する。この為の制度面での検討はさることながら、実際の収益化モデル（どのようなス

タートアップ候補に投資すべきか、という収益最大化のみならずリスクマネジメント手段を含む）、

プラットフォームに所属する複数機関への収益分配スキーム、その運営方法など、自立したエコ

システムとしてプラットフォームが運用される為の検討を行う。 

③ 制度 

（SIP 内で実施：ソフトインフラとしての共通ルールの体系化） 

プラットフォームそのもののみならず、プラットフォームに所属する機関・データ基盤含め、

運用に関する共通ルール作りを行う。また②事業の軸で検討される収益モデルを成立させるため

の法的担保、制度、ルール作りを行う。 
（関係省庁等との連携により実施） 

大学の知的財産の活用ルールについては、知的財産戦略推進事務局、及び有識者会議である大

学知財ガバナンス検討会において共通指針の導入が議論・検討されている。ここで検討されてい

るルールは今回のプラットフォームにおける収益化手段に応用できると考えられ、連携を図る。

また、プラットフォームに接続する機関の所属省庁は複数に渡ると考えられ、①技術の軸で検討

される関係省庁連携と同様に議論を進める。特に文部科学省は令和 4 年度第 2 次補正予算におい

て、大学発スタートアップ創出の抜本的強化として、大学発スタートアップ創出を支援するギャ

ップファンドプログラムの新設や、地域の中核大学等のスタートアップ創出体制の整備を実施し

ており、マテリアル分野におけるエコシステム形成の議論と共に連携を図る。 

④ 社会的受容性 

（SIP 内で実施：社会的認知度の向上） 

マクロトレンドの発信や、本プラットフォーム（マテリアルユニコーン育成基盤）の認知度向

上、さらに成功モデルの共有などにより社会認知度を高めていく。マテリアル分野で起業するの

に必要な情報をまとめたポータルサイトの立ち上げのほか、各種イベント等を通じ、社会的受容

性を高める。また、将来のエコシステム形成に有意義となる、大企業・中小企業、金融機関、各

種支援機関などのネットワークを広め、本エコシステムに参画させることで、アカデミア・スタ

ートアップの関係に留まらないシステムを形成する。 



 
 

30 
 

⑤ 人材 

（SIP 内で実施：共通ルールの体系化） 

プラットフォーム運営と起業人材はセットと捉え、共に事業創出を行えるような人材の育成を

図る。具体的にはプラットフォーム運営に必須となる用途特化型アプリの設計指針を担うコーデ

ィネーターや、エコシステム全体を担うプロデューサーや、スタートアップの事業化を支援する

アクセラレーター、インキュベーターとしてのプロジェクトマネージャーの存在が肝要である。

SIP 課題実施を通じて、各役割に必要なスキル、マインドを持った人材を育成し、ロールモデル

を確立させることで SIP 終了後にも、必要な人材が恒常的に育成される仕組みが整備されている

状態を目指す。図 II-22 に人材の要件定義を示す。 
  

 
図 II-21 ５つの視点での取組 
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図 II-22 本プラットフォーム「マテリアルユニコーン育成基盤」に必要な人材の定義 

4. SIP での取組（サブ課題） 

本 SIP 課題では、マテリアル産業が 2030 年半ばから 2040 年頃に実現するエコシステムの姿をイ

メージし、前項で示した通り最初の基礎となるフェーズ 1 として、3 つのタスク＝サブ課題を設定し

た。特に今回のSIP課題取り組みのコンセプトは、インフラ整備はあくまで実例の創出に拘り、実例

をロールモデル化する事で実例をプラクティスにエコシステムとしての具体的な設計を行なっていく

ことを基本としており、各課題が緊密に関係し連携することで初めて「マテリアルユニコーン育成基

盤の構築」が成し得ると考える。また、エコシステムは広くマテリアル産業に受入れられるものでな

くてはならず、幅広いステークホルダーが協調して取り組む必要がある。個別の技術開発だけでなく、

企業・消費者の行動変容を促せるよう、人文・社会科学分野も含めた幅広いステークホルダーが参画

し「総合知」を活用することで、産学官民が連携して共通の課題に取り組む体制を、PD、サブ PD
のリーダーシップの下、各課題で親密に連携し合いながら構築する。 

以下、各サブ課題ごとに SIP での取り組みを述べる。 
 

（１）サブ課題 A「エコシステム形成の為のソフトインフラ整備」 

① 背景と概要 

先述の通り、本課題のミッションはマテリアル分野において GDP インパクトのあるマテリアルユ

ニコーンを次々に産む状態、そういったエコシステムを作り出すことにあり、ユニコーン化するまで

の技術面と事業面の支援を如何に系統的に実施していくかのみならず、経済合理性の下、自律的なエ

コシステムとなるかが最大の課題である。この為にはデータ基盤としてのプラットフォーム開発や、
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これを活用するスタートアップを支援するだけでなく、これらを長期的視点、先に定義したゴールイ

メージの実現に向けて、ルール整備や人材育成、アカデミア・産業界への情報発信など、円滑に運用

するための仕組み作りが肝要である。本サブ課題では、後述するサブ課題 B 及びサブ課題 C と連携

し、これらの開発や育成を通じて、運営の為のルール等のトライアルを行い、エコシステムとしての

基礎を構築する。 

② 社会実装に向けた SIP 期間中の達成目標 

我が国のフィジカル・サイバーの研究開発基盤（プラットフォーム群）が有機的に接続されたマ

テリアルユニコーン育成基盤の、特にエコシステム形成に係る運用面でのソフトインフラを構築する。

その上で、新事業が次々に生まれることでプラットフォーム群が安定的な収益を得ながら、これを原

資として拡大再投資をしていくエコシステムの形成を目指す。 
SIP 期間中に、当該育成基盤が備えるべき事業、制度の整備、これを担う事業化人材の育成と国

内外への認知拡大を進める。これによって、SIP 終了後に自走していく姿が描けることを、SIP にお

ける達成目標とする。 

③ ステージゲート等による機動的・総合的な見直しの方針 

3 年度終了時期。判断するポイントは、以下の通り。 
 プラットフォーム間連携の運営面での目処が立っていること。 
 安定的な収益を得るための仕組みと公的セクターの役割について事業面の設計ができているこ

と。 
 収益配分、デジタル資産の取り扱いなどのルールが検討され制度面の設計ができていること。 
 事業化人材（プラットフォーム運営人材及び起業家人材）の定義ができ、育成対象の人材が確

保できていること。 

④ SIP 後の事業戦略（エグジット戦略） 

SIP 期間中に整備したプラットフォーム間連携ルール、事業設計、制度に基づいて、育成した事

業化人材を活用しながら持続的に運営し、ユニコーン等の新事業創出のためにスタートアップ等の支

援を実施する。特に、SIP で支援したスタートアップに対しては開発したツール資産を適切な対価で

提供することとし、将来収益化の基礎とする。これらを初期の基礎基盤として、支援数の増加、マテ

リアル分野の拡大を順次行い、最終的には、マテリアルユニコーン等の新事業を創出するには当該育

成基盤を活用するのが最も近道であるという世界的な認知・評判を獲得することで、エコシステムを

確立していく。 
 

（２）サブ課題 B「データ基盤の連携技術の確立」 

① 背景と概要 

本 SIP 課題のミッションにおいて、ユニコーン化するまでの技術面と事業面の支援を如何に系統

的に実施していくかが重要であり、特に技術面ではデータ駆動型のアプローチを徹底活用してスケー

ルアップ技術を迅速に確立することが焦眉の急と言える。データ駆動型アプローチの徹底活用に関し
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ては、これまでに政府投資によって、MInt/CoSMIC（内閣府・第 1 期/第 2 期 SIP）、マテリアル DX
プラットフォーム（文部科学省・NIMS 他）、AIST Materials Gate DPF（NEDO・AIST 他）、マテ

リアル・プロセスイノベーションプラットフォーム（経済産業省・AIST）などのプラットフォーム

群が整いつつある。 
これらすでに存在するプラットフォーム群を連携させながら、アカデミアの研究力を有効活用し

ていく仕組みを整えていくことで、マテリアルユニコーンの育成基盤を構築することが可能な状況に

ある。 

② 社会実装に向けた SIP 期間中の達成目標 

我が国のフィジカル・サイバーの研究開発基盤（プラットフォーム群）が有機的に接続されたマ

テリアルユニコーン育成基盤における、特にデータ基盤の連携にかかる技術を確立する。その上で、

サブ課題 A 及びサブ課題 C と連携し、新事業が次々に生まれるプラットフォームとしての確立を目

指す。 
SIP 期間中に、中核プラットフォーム拠点を定め、当該育成基盤が備えるべき技術の整備を進め

ながら、スタートアップ創出・育成にプラットフォーム群を活用した事例創出を支援しながら、将来

収益化が見込める技術資産の積み上げるを図る。これによって、サブ課題 A と連携して SIP 終了後

に自走していく姿が描けることを、SIP における達成目標とする。 

③ ステージゲート等による機動的・総合的な見直しの方針 

3 年度終了時期。判断するポイントは、以下の通り。尚、本サブ課題はサブ課題 A と連動して評

価されるものであり、参考までにサブ課題 A の判断ポイントも併記する。 
 中核プラットフォームが特定され、プラットフォーム間連携の技術面の目処が立っていること。 
 日本国内のマテリアルデータ資産が特定され、ネットワーク化に向けた目処が立っていること。 
 データ連携にかかるエンジアリング人材（プラットフォームコーディネータ人材など）の候補

となる人材が確保できていること。 

④ SIP 後の事業戦略（エグジット戦略） 

SIP 期間中に整備したプラットフォーム間連携技術を用いて、データ連携エンジニアリング人材

が適切なコーディネーションをしながら、ユニコーン等の新事業創出のためにスタートアップ等の支

援を実施する。SIP の事例によりプラットフォームとしての収益化モデルに必要な技術的資産を蓄積

し、サブ課題Aで育成した事業化人材を活用しながら、持続的、かつ、自立的に運営できるようにす

ることで、エコシステムの核となることを目指す。 
 

（３）サブ課題 C「マテリアルユニコーン予備軍の創出」 

① 背景と概要 

サブ課題 A/B ではマテリアルユニコーンを産む為のプラットフォーム構築により、エコシステム

形成の基礎を築いていくというものであった。本サブ課題Cは、マテリアルユニコーン育成基盤とい

うプラットフォームを、実際のユニコーンとなり得るテーマを育成する事でロールモデルとし、当該
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プラットフォームの構築に繋げようというものである。 

② 社会実装に向けた SIP 期間中の達成目標 

我が国において、マテリアルユニコーン育成基盤がサブ課題 A で構築されるとともに、我が国マ

テリアル産業の GDP を将来大きく底上げするような、マクロトレンドを意識した社会課題解決につ

ながる Big Theme（ボトルネック課題）に取り組むマテリアルユニコーン予備軍を複数創出する。

そして、当該育成基盤から産まれた複数のスタートアップが 2040 年に時価総額 1 兆円を超えるデカ

コーンとなる事を目指す。 
SIP 期間中にインキュベーションを行い、高い企業価値評価で資金調達できるようなレベルまで

に一気に引き上げる。ここで当該育成基盤を大きく活用し、各テーマの想定ビジネスモデルに基づく

用途特化型アプリを開発させ、これによって圧倒的な優位性を構築出来るようにする。 
これによって、SIP 終了後に各テーマが起業して 1 年以内に 10 億円以上の資金調達を実現させ、

自走していく姿が描けること、さらに当該育成基盤の効果により事業が加速し、さらに当該育成基盤

に収益が見込めるまでに昇華させることでエコシステムとしての基礎を構築することを、SIP におけ

る達成目標とする。 

③ ステージゲート等による機動的・総合的な見直しの方針 

3 年度終了時期。以降、同様の指標にて毎年行う。判断するポイントは、以下の通り。 
 初年度支援案件の起業準備及び、1 年以内の SIP 支援期間と同等以上（10 億円を目安）の資

金調達に向けた具体的な計画と、ユニコーンに至るまでのエクイティストーリー36が構築さ

れていること。 
 第 2 年度支援案件の起業に向けた目途が立っていること。 

④ SIP 後の事業戦略（エグジット戦略） 

SIP 期間中に整備したプラットフォーム間連携技術、事業設計、制度に基づいて、継続的にスタ

ートアップを支援することで、運営収入を得ると共にスタートアップの企業価値向上とデータ基盤と

しての価値向上に繋げる。さらに、積極的な支援を行うことで、スタートアップの株式市場への上場

などにより、大きな収益を得、これを原資に自立したエコシステムとなることを目指す。 
 

  

 
36 コーポレートストーリーとも呼ばれ、広義には、会社の投資魅力を投資家に対して、分かりやすく整理して伝える対

外説明、狭義には狭義には、第三者割り当て増資などによる株式等での資金調達を実施する際に、その後の資金使途や事

業戦略、成長シナリオなどを投資家に説明するものをいう。ここでは特にユニコーンとなるまで、そしてユニコーンにな

った以降の事業戦略を踏まえた株式等による資金調達を指す。 
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5. ５つの視点でのロードマップと成熟度レベル 

（１）ロードマップ 

前項で述べた通り、本 SIP 課題における取り組みは「フェーズ 1：エコシステムの基礎構築」で

ある。このフェーズ 1 の確立に向けた本 SIP 取り組み期間中のロードマップを図 II-23 に示す。 
  

 
図 II-23 SIP 取り組み期間におけるロードマップ 
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（２）本課題における成熟度レベルの整理 

（共通指標たる「ステージ」の概念の定義） 

本 SIP 課題の特徴はマテリアルユニコーン育成基盤というプラットフォームの構築と社会実装と

いう観点（サブ課題 A・B）の他、このプラットフォームから実例としてユニコーン予備軍を創出し、

当該ユニコーン予備軍の実際の育成と成功を導く事でロールモデルとし、実例ドリブンでエコシステ

ムを形成しようという観点（サブ課題 C）も有する。この為、プラットフォームとしての社会実装レ

ベルと、個別のユニコーン予備軍の社会実装レベルに差が出てくる。また双方、5 つの視点での「総

合知」的アプローチが必要であり、5 つの視点の Readiness Level も複合的に繋がってくる。そこで、

理解をしやすくする為、マテリアル産業で比較的一般的に用いられている 5 ステージでの成熟度の概

念を定義し、これを共通の指標として用いることとした（図 II-24）。 
 

 

図 II-24 5 ステージによる共通成熟度 
 
このステージの考え方に基づけば、①マテリアルユニコーン育成基盤については、基本的なデー

タ基盤の構築や、その活用方法、有効性については既に認められており、ステージでいえば Stage1
を既に過ぎ、Stage2 に入っている状態と考えられる。一方、社会実装に向けた取り組みとしては

SIP の 5 年間で Stage3 までを完遂させるべきであり、Stage2〜3 が SIP の取り組みステージとなろ

うかと考えられる（図 II-20 のフェーズ 1 にあたる）。他方、②ユニコーン予備軍の創出においては

創業期から比較的アーリーフェーズのテーマが想定され、基礎的なサイエンス・原理原則が明らかに

なった Stage1 から Stage2 に入る直前のステージから今後スケールアップを想定する Stage2 が対象

となると考えられる。ターゲット市場を定義し、そこに向けたボトルネック課題を解決する唯一解を
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見つけ、ビジネスモデルのイメージを固めようとするというフェーズであろう。このマテリアルユニ

コーン育成基盤の構築とユニコーン予備軍創出の関係を図 II-25 に示す。 

 
図 II-25 マテリアルユニコーン育成基盤とユニコーン予備軍の成長のステージ関係 

 
以上を踏まえた上で、サブ課題 A/B、サブ課題 C それぞれについて、ゴールと 5 つの視点に基づ

いた成熟度レベルについて、次以降で定義する。 
 

（サブ課題 A/B：マテリアルユニコーン育成基盤の成熟度モデル） 

成熟度評価の観点でゴールイメージの共有が重要であり、その状態について 5 つの視点で出来

るだけ具体的なイメージを定義した。次いで、このイメージから 5 つの視点それぞれ、ゴールか

ら逆算する形で、先述のステージごとに状態定義し、これを Readiness Level モデルに適用し、

成熟度を整理した（図 II-26）。この成熟度の流れこそが、それぞれの視点における成長シナリオ

になると考えられる。 
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図 II-26 (1) Readiness Level モデルに基づくレベル・ステージ整理：TRL 
 

 

 

図 II-26 (2) Readiness Level モデルに基づくレベル・ステージ整理：BRL 
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Stage 3
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Stage 1：基本的なコンセプトの確立
 材料・化学分野における基本的な分析手法が確

立している。

 データ駆動による開発のコンセプトが立証され、各
拠点間の連携イメージが議論されつつある。

Stage 2：社会実装に向けた具体的検証
 コアとなるプラットフォームを活用し、データ駆動開

発と実態分析・評価を組み合わせた開発が、ユニ
コーンを産む為の具体的テーマを事例に開始され、
具体的な開発項目が議論されている。

Stage 3：スケールアップ方策の検討
 Stage2で開発された個別モジュールの活用や、各

プラットフォーム連携によりユニコーン予備軍とな
るスタートアップ等の開発が進み、これらスタート
アップの実ビジネスの拡大に向け開発強化される。

Stage 4：拡大・浸透の為のグロース
 Stage 2〜3でいくつか成立したロールモデルを、単

発の成功モデルではなく、面的に広げる為に必要
なプラットフォーム連携の為のツール等の開発が
進む。

Stage 5：最終形態・エコシステムの回転
 5つの視点によるゴールイメージ＜状態について

のより詳細な説明＞で説明されている状態

Stage 各Stageにおける状態

Ｓ
Ｉ
Ｐ
取
り
組
み

参考資料 1) Technology Readiness Level Definitions. NASA

TRL（Technology Readiness Level）モデル

1 基礎研究 科学的な基本原理・現象・知識が発見された状態

2 仮説
原理・現象の定式化、概念の基本的特性の定義化等の応用的な研究
を通じて、技術コンセプトや実用的な用途と利用者にとっての価値に関する
仮説が立てられている状態

3 検証
技術コンセプトの実現可能性や技術用途の実用性が、実験、分析、シミュ
レーション等によって検証された状態。実用性が確認されるまで仮説と検証
が繰り返されている状態。

4 研究室レベルで
の初期テスト

制御された環境下において、要素技術の基本的な機能・性能が実証され
た状態。

5 想定使用環境
でのテスト

模擬的な運用環境下において、要素技術が満たすべき機能・性能が実
証された状態

6 実証
（システム）

実運用環境下において、要求水準を満たすシステム*の機能・性能が実証
された状態。*システム：要素技術以外の構成要素を含む、サービスや製
品としての機能を完備した要素群

7 生産計画 サービスや製品の供給に係る全ての詳細な技術情報が揃い、生産計画が
策定された状態。（生産ラインの諸元、設計仕様等）

8
スケール

（パイロットラ
イン）

初期の顧客需要を満たす、サービスや製品を供給することが可能な状態

9 安定供給 全ての顧客要望を満たす、サービスや製品を安定的に供給することが可能
な状態

実
装

基
礎

応
用
（
次
期SIP

主
対
象
）

コアの発見
現状分析

コンセプト化
（仮説化）

概念検証

初期テスト

中間テスト

実証

スケール詳細計画

スケール

社会への浸透

Stage 1
Stage 2

Stage 3
Stage 

4
Stage 

5

Stage 1：基本的なコンセプトの確立
 個別のPF、および個別のDB、評価分析の拠点は

個別に収益モデルの構築を検証し、自立運営に向
け模索している。

 PF全体での収益モデルについてはコンセプト提示。

Stage 2：社会実装に向けた具体的検証
 PF全体での収益モデルについて、具体事例を元に

検証がされはじめている。

 各ユニコーン予備軍との収益モデルについての具
体的検証についての検討がなされている。

Stage 3：スケールアップ方策の検討
 各ユニコーン予備軍から、最初の収益が上がる。

以降、様々な収益モデルについての検証が進む。

Stage 4：拡大・浸透の為のグロース
 Stage 2-3で検証した案件から実際に、ユニコーン

が生まれそうというフェーズになり収益が見える。

 これをベースに個別案件でも実績を積み上げてい
る。

Stage 5：最終形態・エコシステムの回転
 5つの視点によるゴールイメージ＜状態について

のより詳細な説明＞で説明されている状態

Stage 各Stageにおける状態

Ｓ
Ｉ
Ｐ
取
り
組
み

参考資料 1) The Business Readiness Levels, Richie Ramsden, Mohaimin Chowdhury, 2019.
2) Access2EIC. DELIVERABLE4.1. European Innovation Council.  https://access2eic.eu/wp-content

BRL（Business Readiness Level）モデル

1 基礎研究 潜在的課題、顧客、解決方法等が発見された状態。
（任意の現場における観察・体験、エスノグラフィー等）

2 仮説
課題と顧客が明確化され、提供価値（解決策の優位性）、リターン・コスト
等の事業モデルに関する仮説が立てられている状態。（ビジネスモデルキャンバ
ス等）

3 検証
事業モデルの仮説が顧客にとって有望であることがペーパープロトタイプ※、プレ
ゼンテーション、インタビュー、アンケート等のテストで検証された状態。顧客価値
が確認されるまで仮説と検証が繰り返されている状態。※模型的な試作品

4 実用最小限
の初期テスト

一部で旧技術を使用した限定的な機能を有する試作品を用いた疑似体験
によって、提供価値が想定顧客にとって有用であることが実証された状態。顧
客価値が確認されるまで仮説、検証、初期テストが繰り返されている状態。

5
想定顧客の
フィードバック
テスト

想定顧客からフィードバックを得ながら、顧客要望を満たす機能・性能が定義・
設計され、その設計条件で事業モデルの妥当性が実証された状態。

6 実証 サービスや製品が実際に初期顧客に提供され、設計した条件で事業モデルの
成立性や高い顧客満足度が実証された状態。

7 事業計画 上記の事業モデルを基にした、事業ロードマップ、投資計画、収益予測等を含
む事業計画が策定された状態。

8 スケール 定期的な顧客からフィードバックをもとにサービスや製品が改善されている状態。
サービスや製品が、新規顧客に展開可能な根拠がある状態。

9 安定成長 プロダクトおよび提供者が良く知られ、売上高等が健全に成長する状態。

コアの発見
現状分析

コンセプト化
（仮説化）

概念検証

初期テスト

中間テスト

実証

スケール詳細計画

スケール

社会への浸透

実
装

基
礎

応
用
（
次
期SIP

主
対
象
）
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図 II-26 (3) Readiness Level モデルに基づくレベル・ステージ整理：GRL 

 
 

 
図 II-26 (4) Readiness Level モデルに基づくレベル・ステージ整理：SRL 

 

Stage 1
Stage 2

Stage
3

Stage 
4

Stage 
5

Stage 1：基本的なコンセプトの確立
 PF運営および、スタートアップ・ユニコーン創出イン

フラにかかるコンセプトイメージが確立され、必要
な制度・課題についての初期的な論点出しが完了
している。（本FSの完了状態。）

Stage 2：社会実装に向けた具体的検証
 Stage 1で議論された初期的な論点出しを踏まえ、

個別の論点についてのBreak Downがなされ、それ

ぞれであるべき方向性、及び課題の解決方法につ
いての提示・検証がなされている。

Stage 3：スケールアップ方策の検討
 Stage 2で議論された、各種ルール、制度について、

具体事例でもってこれを回し、ルール・制度として
有効か確認を行う（収益モデルとの連動性も検証
する。）

Stage 4：拡大・浸透の為のグロース
 Stage 3で一定程度成立すると見込まれるルール・

制度について、他案件含めて適用を広げ、実績を
積み上げていくフェーズ。

Stage 5：最終形態・エコシステムの回転
 5つの視点によるゴールイメージ＜状態について

のより詳細な説明＞で説明されている状態

Stage 各Stageにおける状態

Ｓ
Ｉ
Ｐ
取
り
組
み

慶應義塾大学 栗野研究室 ご提案

コアの発見
現状分析

コンセプト化
（仮説化）

実証

スケール詳細計画

スケール

社会への浸透

GRL（Governance Readiness Level）モデル

1 基礎検討 創出財が類型化（公共性の有無が検討）され、創出財の
影響が及ぶ範囲を特定した状態。

2
制度に求め
る性質のコ
ンセプト化

ガバナンスに関する検討チームが形成され、現実的な制約
（安全性、国際基準、法規等に加え社会・業界通念等）を
踏まえて、制度に求める性質（効率性、公平性、インセンティ
ブ条件）が整理された状態。

3 評価 制度に求める性質を現制度が満たしているかを評価している
状態。

4 制度のコン
セプト化

現制度で不十分な場合、レベル2で求める性質を満たす制度
（法制度の解釈変更・規制改革、規格化・標準化、ガイドラ
イン等）を考案できた状態。

5 実証
実証実験（フィールド実験、被験者実験、シミュレーション実
験等）を通して、レベル2で求める性質に適った制度が特定さ
れた状態。制度の有効性が確認されるまで、仮説と実証が繰
り返されている状態。

6 導入計画
上記の実験結果を基に、省庁・自治体・民間企業等を含む
関係機関が
具体的な導入計画を策定できた状態。

7 展開と評価
上記ガバナンスに係る内容が実際に導入され、データに基づい
て評価・改善されながら、
段階的に展開されている状態。

8 安定運用 上記ガバナンスに係る内容が社会全体に周知され、
運用とチェック機能が適切に機能している状態。

実
装

基
礎

応
用
（
次
期SIP

主
対
象
）

Stage 1
Stage 2

Stage 3
Stage 

4
Stage 

5

Stage 1：基本的なコンセプトの確立
 本SIP課題で目指す姿・エコシステム・未来像につ

いて、本SIPの主要なステークホルダーに対し、共

有がなされ、金銭・非金銭両面から、その有効性
について誰もが疑いの無い状態となっている。

Stage 2：社会実装に向けた具体的検証
 我が国のアカデミア・スタートアップ界で、本アイデ

アが受け入れられるよう検討が進んでいる。
 特に各PFとDBオーナーにおける理解度が進んで

いる（ガバナンス、ビジネス面からも検証要）

Stage 3：スケールアップ方策の検討
 具体的な仕組みが回り始め／見え始め、我が国

においてこのエコシステムが広く認知され始めて
いる。

 海外から本システムの有効性が評価されはじめる。

Stage 4：拡大・浸透の為のグロース
 我が国におけるマテリアルユニコーンを産む仕組

みとして広く認知されるばかりでなく、諸外国から
も問い合わせや連携が多くなされ始める。

Stage 5：最終形態・エコシステムの回転
 5つの視点によるゴールイメージ＜状態について

のより詳細な説明＞で説明されている状態

Stage 各Stageにおける状態

Ｓ
Ｉ
Ｐ
取
り
組
み

コアの発見
現状分析

コンセプト化
（仮説化）

概念検証

初期テスト

実証

スケール詳細計画

スケール

社会への浸透

SRL（Social (Communal) Readiness Level）モデル

1 基礎検討
創出財によって実現される社会像やその意義が示され、全ての人々 に直接
的に与えるリターン・コスト（倫理性・公平性を含む）が金銭・非金銭の両面
から検討された状態。

2 仮説 創出財が与えるリターンへの理解度、コストの許容度、実装の実現可能性を
高めるための施策について仮説が立てられている状態。

3 検証
初期実装コミュニティの人々 にとって、上記の施策が有効であることが、プレゼン
テーション、インタビュー、アンケート等で検証されている状態。施策の有効性が
確認されるまで、仮説と検証が繰り返されている状態。

4 初期検討 初期実装コミュニティの人々 のリターンへの理解度、コストへの許容度を高める
施策が（消費体験、消費疑似体験、説明会等）検討された状態。

5 実証 初期実装コミュニティに上記の施策を実施・検証し、人々 がリターン・コストを含
めて創出財の受け入れを許容した状態。

6 普及計画 実証から得たフィードバックやデータを検証し、施策を改善しながら、より一般的
にコミュニティの人々 が創出財を許容するための普及計画が策定された状態。

7 スケール 上記の普及計画が実行され、創出財が、コミュニティに合わせて修正・再発
明されながら、創出財の受け入れが許容される範囲が拡大している状態。

8 市場への
浸透

創出財が、最終的に目標とするスケールで受容され、
継続的に生産・消費（利用）されている状態。

実
装

基
礎

応
用
（
次
期SIP

主
対
象
）

慶應義塾大学 栗野研究室 ご提案
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図 II-26 (5) Readiness Level モデルに基づくレベル・ステージ整理：HRL 

 

（サブ課題 C：マテリアルユニコーン予備軍の創出におけるステージ定義） 

サブ課題Cは謂わば個別のマテリアル産業における新事業創出であり、マテリアル産業におけ

る一般的な指標が適用出来る。図 II-27 はマテリアル産業における事業成長のイメージを示した

もので、船を会社・事業に例え、水を事業をドライブするのに必要な資金に例えている。各ステ

ージの意味合いについては図 II-28 に示す。マテリアル産業は、Stage2 と Stage3 に 2 回死の谷

があることが特徴 37で、この部分を乗り越えるだけで数 10 億円の資金がかかる事が一般的であ

る。その後も量産を伴うようなビジネスの場合、100 億円単位で資金が必要となってくる。但し、

ここでいう Stage4 以降は比較的顧客が確定し、キャッシュフローも見えてくるので資金量の勝

負となり、このステージにさえ行けば寧ろ大企業が興味を持つケースも多い。問題はこの前の

Stage2〜3 であり、顧客も確定しておらず、マテリアル産業に特有のスケールアップの課題、さ

らにそのスケールアップの最中にビジネスモデルも検討しなければならない、という観点でハー

ドルが極めて高い。この為、大企業でもリスク取る事ができず、これが昨今、マテリアル産業で

新事業が創出されない一因となっている。一方で、価値が最も向上するのもこのステージであり、

この空白こそ、マテリアル分野のスタートアップが目指すべきステージである。 
 

 
37 Stage2 では川上産業の場合、用途探索で時間がかかり、この探索の為の試作評価等で時間をロスする傾向が強い。

Stage1 の段階で一定程度の想定市場・顧客についての「あたり」をつけるべきである。Stage3 では生産技術開発で開発

要素が一気に広がり、パイロットプラントなどの建設に加え、このパイロットプラントをオペレーションする為の資金が

多大にかかる。この Stage3 の死の谷を乗り越えられないケースが多く、Stage1〜2 の段階から Stage3 を見据えた開発

を進めるべきであり、ここにデータ駆動開発の余地は大きい。 

Stage 1
Stage 2

Stage 3
Stage 

4
Stage 

5

Stage 1：基本的なコンセプトの確立
 必要とされる人材像の要件定義がされる。

 個別取り組みベースで、自然発生的に「繋ぐ」人材
が有志的に産まれる（仕組み的では無い）

Stage 2：社会実装に向けた具体的検証
 必要とされる人材について、どのようなソースから

リーチし、そして教育していけば良いか、①人材
ソースと、②育て方のコンテンツについての議論が
醸成され、具体事例をベースに検証されている。

Stage 3：スケールアップ方策の検討
 Stage 2で生まれた「一期生」をベースに、この人材

がリードする形で、PFの活用を促進する人材、PFを
活用して新事業を産む人材の核が出来つつある。

Stage 4：拡大・浸透の為のグロース
 Stage 3で形成された核が群となり、日本中、複数

拠点をネットワーク化していく。
 海外にも日本初の中核人材が影響を及ぼしていく。

Stage 5：最終形態・エコシステムの回転
 5つの視点によるゴールイメージ＜状態について

のより詳細な説明＞で説明されている状態

Stage 各Stageにおける状態

Ｓ
Ｉ
Ｐ
取
り
組
み

慶應義塾大学 栗野研究室 ご提案

HRL（Human Resource Readiness Level）モデル

1 基礎検討 創出財を作り出すうえで必要となるコア人材※のスキル要素が検討された状
態。※財の特長に係るスキルを保有する人材

2 仮説
コア人材のスキル要素に加え、事業モデルの実施に必要なスキル要素群の仮
説が立てられた状態。目的に賛同し、スキル要素群や事業領域に精通した
人材等でのチーミング、育成（学びなおし）等の対応策の仮説が立てられた
状態。

3 検証
シュミレーションや実業務（OJT）等を通じて、上記の仮説や対応策（スキ
ル要素群の過不足、チーミングの適正等）が検証されている状態。有効性
が確認されるまで仮説と検証が繰り返されている状態。

4 初期テスト
初期テストの実施を通して、上記の仮説や対応策が検討され、必要に応じ
て実装に重要な人材が補充された状態。育成（学びなおし）等の対応策
が上記に連動して実施されている状態。

5 実証
実証試験の実施を通して、上記の仮説や対応策が検討され、必要に応じて
実装に重要な人材が補充された状態。育成（学びなおし）等の対応策が
上記に連動して実施されている状態。

6 実施計画 当該領域において必要な人材のスキル要素群と必要量、教育方針と手段、
マッチング手法が明らかにとなり、実施に向けた計画が策定された状態。

7 スケール 当該領域において必要な人材の教育環境の整備が進むとともに、それら人
材が社会で最適にマッチングされながら活躍の場が拡がる状態。

8 安定的な人
材輩出

当該領域において必要な人材の輩出が社会全体で行われ、適切な活用が
なされている状態。また、スキル要素群の高度化が図られている状態。

実
装

基
礎

応
用
（
次
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図 II-27 マテリアル産業におけるステージとマテリアルスタートアップの位置付け 

 
 

  
図 II-28 マテリアル産業におけるステージの解釈（共通指標との関係性） 

 
  

Stage 
1

Stage 
2

Stage 
3

Stage 
4

Stage 
5

基本的なコンセプトを確立するフェーズ
 Stage 5、すなわち最終形態におけるイメージが共有され、

科学的・論理的にそのコンセプトの成立性を確認している。

社会実装に向けた具体的な検証を行うフェーズ
 Stage 1におけるコンセプト確立に基づき、社会実装に向

けた具体的課題を特定し、それに向かってロールモデル
を一つ以上成立させようとしている。

社会実装に向けたスケールアップの方策を検討するフェーズ
 Stage 2におけるロールモデル仮説（具体事例）の検証か

ら一段進み、Stage 5を見据えた上で、当該ロールモデル
がStage 5で定義される如く「回る」為に必要な全ての検証
がなされている。

社会実装の拡大・浸透に向けグロースさせるフェーズ
 Stage 2〜3で成立したロールモデルの拡大＆横展開を積

極的に行い、普及を図ろうとしている。

最終形態・安定的にシステムが回り、自立成長するフェーズ

 安定的なエコシステムや収益モデルが回っており、さらに、
自立成長する為に、Stage 1フェーズの技術・アイデアを生
み出している。

ステージ共通指標 マテリアル産業の新事業創出における解釈

科学的な理論の確立・PoCの完了
 原理原則が同定され、基本特許を取得
 想定市場に対するうれしさを確認
 初期的な事業シナリオの確立

想定市場・顧客に向けた具体検討
 Stage 1で想定した市場の具体顧客獲得
 想定顧客に向けた開発＆スペックイン

量産の為の生産技術とビジネスモデルの確立
 量産の為の生産技術の確立

 検証する生産技術に応じたコストに基づく、
ビジネスモデル＆サプライチェーンの検討

初号ラインからのL/O＆キャッシュフロー黒字化
 初号量産ラインからの製品L/O
 はじめて単年ベースでキャッシュフローが黒

字化・・・グロース期に突入

安定拡大再生産フェーズ
 一定程度の資本力をもって拡大再生産
 さらに新しい事業の柱を検討し始める時期
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川上産業であるマテリアル産業の個別の新事業創出テーマは必ずしも社会制度が鍵となる案件と

は限らない（そのような案件は少数派であり、あったとしてもビジネスモデルの中では、どちらかと

いうとビジネスの軸で評価される話・・・ただでさえ長い時間がかかるマテリアルの新事業で、社会

制度の変革が必要条件になるような事業は積極的に期待すべきでは無い）。一方、マテリアル産業に

おける新事業創出の考え方（特に「マクロトレンド視点」「デジタル基盤活用」）の浸透は必須であり、

技術開発、事業開発及びこれを回す為の人材育成は成熟度評価の軸として論じられるべきである。よ

って、サブ課題 C においては TRL、BRL、HRL の 3 つの視点を導入し、ユニコーン予備軍の育成度

評価を行うことにした。図 II-28 のステージを Readiness Level モデルに適用した指標を図 II-29 に

示す。 
 

 

図 II-29 (1) Readiness Level モデルに基づくレベル・ステージ整理：TRL 
 

 

Stage 1
Stage 2

Stage 3
Stage 

4
Stage 

5
Stage 1：基本的なコンセプトの確立
 圧倒的なサイエンスに基づく、Only 1/No.1技術とし

て特許取得・論文発表されている。
 想定市場向けのうれしさを検証するためのPoCが

実施されている。

Stage 2：社会実装に向けた具体的検証
 想定顧客と具体的なスペックについての議論がな

されている。

 想定スペックを満たす為の量産についての生産技
術の要素検討が進んでいる。

Stage 3：スケールアップ方策の検討
 Stage2での検討に基づき、想定顧客との採用を想

定した共同検討が開始している。

 生産技術開発の為のエンジニアリングデータの取
得を開始している。

Stage 4：拡大・浸透の為のグロース
 初号量産ラインにおいてスペックイン完了は当然

の事ながら、故障モード予測含め品質の作り込み
が完了している。

 初号量産ラインでの少量量産が始まる。

Stage 5：最終形態・エコシステムの回転
 Stage 4で検出される様々な品質トラブルや流動上

の様々な課題に対し解決策を見出し、効率生産・
原価低減に向けた取り組みが加速している。

Stage 各Stageにおける状態

Ｓ
Ｉ
Ｐ
取
り
組
み

参考資料 1) Technology Readiness Level Definitions. NASA

コアの発見
現状分析

コンセプト化
（仮説化）

概念検証

初期テスト

中間テスト

実証

スケール詳細計画

スケール

社会への浸透

TRL（Technology Readiness Level）モデル

1 基礎研究 科学的な基本原理・現象・知識が発見された状態

2 仮説
原理・現象の定式化、概念の基本的特性の定義化等の応用的な研究
を通じて、技術コンセプトや実用的な用途と利用者にとっての価値に関する
仮説が立てられている状態

3 検証
技術コンセプトの実現可能性や技術用途の実用性が、実験、分析、シミュ
レーション等によって検証された状態。実用性が確認されるまで仮説と検証
が繰り返されている状態。

4 研究室レベルで
の初期テスト

制御された環境下において、要素技術の基本的な機能・性能が実証され
た状態。

5 想定使用環境
でのテスト

模擬的な運用環境下において、要素技術が満たすべき機能・性能が実
証された状態

6 実証
（システム）

実運用環境下において、要求水準を満たすシステム*の機能・性能が実証
された状態。*システム：要素技術以外の構成要素を含む、サービスや製
品としての機能を完備した要素群

7 生産計画 サービスや製品の供給に係る全ての詳細な技術情報が揃い、生産計画が
策定された状態。（生産ラインの諸元、設計仕様等）

8
スケール

（パイロットラ
イン）

初期の顧客需要を満たす、サービスや製品を供給することが可能な状態

9 安定供給 全ての顧客要望を満たす、サービスや製品を安定的に供給することが可能
な状態

実
装

基
礎

応
用
（
次
期SIP

主
対
象
）
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図 II-29 (2) Readiness Level モデルに基づくレベル・ステージ整理：BRL 

 
 

 
図 II-29 (3) Readiness Level モデルに基づくレベル・ステージ整理：HRL 

 

Stage 1
Stage 2

Stage 3
Stage 

4
Stage 

5

Stage 1：基本的なコンセプトの確立
 どの市場を目指すべきかマクロトレンドから入り、

初期に想定される顧客候補含め、具体的なター
ゲットが感じる「うれしさ」を定義できている。

 初期的なビジネスモデル仮説が構築できる。

Stage 2：社会実証に向けた具体的検証
 Stage 1の仮説に基づき、候補となる顧客からの具

体的な引き合いや、商談に進む。

 サンプル提供を通じ、技術要素だけでなく、事業上
必要な要素についての課題出しが完了している。

Stage 3：スケールアップ方策の検討
 顧客と量産想定における様々なステップについて

合意し、サプライチェーン全体におけるポジショニ
ングを理解した上で、ビジネスモデルが構築される。

 様々な納入仕様に関する検討が推進する。

Stage 4：拡大・浸透の為のグロース
 納入仕様・品質使用に関する顧客合意が完了し、

Stage 3で構築された収益計画に基づき販売が実
行される。

 他顧客へ一気に横展開を進める。

Stage 5：最終形態・エコシステムの回転
 顧客需要に応じ、安定的な収益が確保され、顧客

との深い関係構築により、確実に関係が外されな
い強固な絆を構築している。

Stage 各Stageにおける状態

Ｓ
Ｉ
Ｐ
取
り
組
み

参考資料 1) The Business Readiness Levels, Richie Ramsden, Mohaimin Chowdhury, 2019.
2) Access2EIC. DELIVERABLE4.1. European Innovation Council.  https://access2eic.eu/wp-content

BRL（Business Readiness Level）モデル

1 基礎研究 潜在的課題、顧客、解決方法等が発見された状態。
（任意の現場における観察・体験、エスノグラフィー等）

2 仮説
課題と顧客が明確化され、提供価値（解決策の優位性）、リターン・コスト
等の事業モデルに関する仮説が立てられている状態。（ビジネスモデルキャンバ
ス等）

3 検証
事業モデルの仮説が顧客にとって有望であることがペーパープロトタイプ※、プレ
ゼンテーション、インタビュー、アンケート等のテストで検証された状態。顧客価値
が確認されるまで仮説と検証が繰り返されている状態。※模型的な試作品

4 実用最小限
の初期テスト

一部で旧技術を使用した限定的な機能を有する試作品を用いた疑似体験
によって、提供価値が想定顧客にとって有用であることが実証された状態。顧
客価値が確認されるまで仮説、検証、初期テストが繰り返されている状態。

5
想定顧客の
フィードバック
テスト

想定顧客からフィードバックを得ながら、顧客要望を満たす機能・性能が定義・
設計され、その設計条件で事業モデルの妥当性が実証された状態。

6 実証 サービスや製品が実際に初期顧客に提供され、設計した条件で事業モデルの
成立性や高い顧客満足度が実証された状態。

7 事業計画 上記の事業モデルを基にした、事業ロードマップ、投資計画、収益予測等を含
む事業計画が策定された状態。

8 スケール 定期的な顧客からフィードバックをもとにサービスや製品が改善されている状態。
サービスや製品が、新規顧客に展開可能な根拠がある状態。

9 安定成長 プロダクトおよび提供者が良く知られ、売上高等が健全に成長する状態。

コアの発見
現状分析

コンセプト化
（仮説化）

概念検証

初期テスト

中間テスト

実証

スケール詳細計画

スケール

社会への浸透

実
装

基
礎

応
用
（
次
期SIP

主
対
象
）

Stage 1
Stage 2

Stage 3
Stage 

4
Stage 

5

Stage 1：基本的なコンセプトの確立
 事業イメージを固め、コアとなる起業家が、技術を

有する研究者等と組み、初期事業シナリオを構築
する。明確な起業家マインドが形成される。

 将来の事業イメージや夢について共有を行う。

Stage 2：社会実装に向けた具体的検証
 技術者を中心とするスタートアップ初期の陣容が

確立する。一方でマテリアルビジネスの要諦を皆
が理解している。

 概ね10人〜20人程度の組織となる。

Stage 3：スケールアップ方策の検討
 シニア中心とするスケールアップのプロを巻き込み

ながら、自社だけでなく、様々なステークホルダー
を巻き込んでプロジェクトを推進する。

 組織は50人程度となってくる。

Stage 4：拡大・浸透の為のグロース
 シニア中心とする製造オペレーションのプロを巻き

込みながら、会社が大きく成長する為の組織
フェーズへ移行する。

 組織は100人が直近となる。

Stage 5：最終形態・エコシステムの回転
 100人を超える組織となり、当初の起業家マインド

を維持しつつ、その会社のカルチャーが醸成。
 Stage1〜4を全て経験した人材が産まれ、次世代

の事業創出へ繋げている。

Stage 各Stageにおける状態

Ｓ
Ｉ
Ｐ
取
り
組
み

慶應義塾大学 栗野研究室 ご提案

HRL（Human Resource Readiness Level）モデル

1 基礎検討 創出財を作り出すうえで必要となるコア人材※のスキル要素が検討された状
態。※財の特長に係るスキルを保有する人材

2 仮説
コア人材のスキル要素に加え、事業モデルの実施に必要なスキル要素群の仮
説が立てられた状態。目的に賛同し、スキル要素群や事業領域に精通した
人材等でのチーミング、育成（学びなおし）等の対応策の仮説が立てられた
状態。

3 検証
シュミレーションや実業務（OJT）等を通じて、上記の仮説や対応策（スキ
ル要素群の過不足、チーミングの適正等）が検証されている状態。有効性
が確認されるまで仮説と検証が繰り返されている状態。

4 初期テスト
初期テストの実施を通して、上記の仮説や対応策が検討され、必要に応じ
て実装に重要な人材が補充された状態。育成（学びなおし）等の対応策
が上記に連動して実施されている状態。

5 実証
実証試験の実施を通して、上記の仮説や対応策が検討され、必要に応じて
実装に重要な人材が補充された状態。育成（学びなおし）等の対応策が
上記に連動して実施されている状態。

6 実施計画 当該領域において必要な人材のスキル要素群と必要量、教育方針と手段、
マッチング手法が明らかにとなり、実施に向けた計画が策定された状態。

7 スケール 当該領域において必要な人材の教育環境の整備が進むとともに、それら人
材が社会で最適にマッチングされながら活躍の場が拡がる状態。

8 安定的な人
材輩出

当該領域において必要な人材の輩出が社会全体で行われ、適切な活用が
なされている状態。また、スキル要素群の高度化が図られている状態。

コアの発見
現状分析

コンセプト化
（仮説化）

概念検証

初期テスト

実証

スケール詳細計画

スケール

社会への浸透

実
装

基
礎

応
用
（
次
期SIP

主
対
象
）
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6. 対外的発信・国際的発信と連携 

SIP の取り組みは、技術開発にとどまらず、5 つの視点に基づいた総合知を活用することにより社

会変革を起こすことが重要である。特に本SIP課題の場合、エコシステムの形成である為、社会的受

容性の観点でマテリアル産業のみならず、幅広い層への認知活動が肝要である。そこで、以下の取り

組みを実施することを想定している。 
 

（幅広い業界ネットワークの構築） 

今回の本 SIP 課題はエコシステムを構築するという壮大な計画であり、多くの産業、ステークホ

ルダーの協力が必須である。特にスタートアップエコシステムを今回のプラットフォームに組み込

む必要があり、ベンチャーキャピタルなどの既往のスタートアップエコシステムの住人や、その周

辺産業の人々との連携を図る必要がある。本 SIP 課題取り組みの初期から、国内外問わず、これら

の産業と連携を強化する。 
 

（マテリアル産業向け啓発＆情報発信活動） 

今回、本SIP課題で提起した取り組み仮説である「マクロトレンド・社会課題解決を意識したBig 
Theme（ボトルネック課題への挑戦）」及び「データ駆動型開発」をマテリアル産業界に対し、新規

の事業立ち上げにおける標準的な概念として、広く認知、普及させる必要がある。業界の意識を高め

る為、本SIP課題で取り組むミッション、ゴールイメージの共有も然りである。特に、データ駆動型

開発は、これまでの国主導の開発成果には目覚ましいものがあるが、一般的に知られていない事も課

題である。また、今回フィージビリティスタディで明らかになったデータ基盤の拠点や、起業にあた

っての情報など、情報としてまとまっていないものが多く、これは積極的に対外発表を進める。図 
II-30 に示すような情報発信ホームページ（まとめサイト）の公開のほか、様々な機会での講演など

を通じ、啓発、及び情報発信を行なっていく。 
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図 II-30 フィージビリティスタディで検討中の「まとめサイト」のサイトマップイメージ 

 

（PD・サブ PD による海外プラットフォーム視察とベンチマーキング） 

これまでの調査により、欧米を中心とする海外のプラットフォームは比較的オープン領域におけ

るサイバーデータ創出に強みがある傾向であり、我が国として構築しようとするプラットフォーム

と方向性が異なる。このような海外プラットフォームとの連携の可能性も踏まえ、我が国がマテリ

アル分野で抜きん出た存在となる状態を維持する為にも PD、サブ PD が適宜海外プラットフォーム

を視察の上、ベンチマーキングを行う。 
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III. 研究開発計画 

1. 研究開発に係る全体構成 

PD、サブ PD のリーダーシップの下、下記の 3 つのサブ課題を設定する。サブ課題を構成する個

別の研究開発テーマの内容は後段「3.個別の研究開発テーマ」で詳述する。 
 

（１）サブ課題 A「エコシステム形成の為のソフトインフラ整備」 

中核となるプラットフォームにユニコーン育成のための機能を付与する。この為のソフトインフ

ラを整備する。下記 2 個の研究開発テーマで構成される。 
 研究開発テーマ A(1)：プラットフォームの円滑運用手法の検討・・・プラットフォームを核に、

将来エコシステムを形成するにあたって必要な論点を整理した上で、運用ルール策定、収益化モ

デル、利益分配スキームの検討を行う。その上で、エコシステム形成に必要な事業化人材の要件

定義を行い、その育成を実施する。 
 研究開発テーマ A(2)：プラットフォーム活用の為の情報発信・・・プラットフォームの活用を積

極的に進める為、ワーキンググループを設置しアカデミア、産業界での周知を図っていく他、利

活用を進める為の情報発信手段についての整備を行う。 
 
尚、本サブ課題の検討にあたっては、「スタートアップの発展形態に対応した事業化支援の考え方」

を、ソフトインフラ検討における指標として定義し、これを基にした手法開発を推進する。 
 

（スタートアップの発展形態に対応した事業化支援の考え方） 

表 III-1 は、スタートアップが生まれてから大きく育ち、安定的な収益を得てユニコーンとなり、

その後、ユニコーン化した企業価値に基づく株式の対価をアカデミアが得られるようになるまでの一

連の流れを、「スタートアップの 7 つの発展形態」として定義している。本 SIP 課題では、当該育成

プラットフォームは「事業化支援」部分と「データ駆動開発支援」部分に分かれ、この 2 つが相互に

協力し合いながらスタートアップの発展形態に合わせ、特に事業化支援部分については役割を変化さ

せながら、ユニコーン化を支援することが必要であると考えている（図 III-1）。第１形態から第 7 形

態に至るまでのステークホルダーとの関係、想定されるその支援の内容は図 III-2 のとおりである。

ここで、「事業化支援」を担う事業化支援部門はサブ課題Aにおいて、「データ駆動開発」を担うデー

タ中核基盤はサブ課題 B において取り組む。また、本 SIP 課題では特に、表 III-1、図 III-1 及び図 
III-2(1)〜(3)に示す第 1～3 形態を対象とし、SIP の期間終了までにエコシステムとしての基礎の構築

を目指す。 
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表 III-1 ユニコーンに至るまでのスタートアップの発展形態 
形態 具体的な状態 

第１形態 創業前（起業予備軍） 
第２形態 スタートアップ起業・創業 
第３形態 最初の外部資金調達（Series A ファイナンスを想定） 
第４形態 売上につながる事業会社との連携 
第５形態 グローバル VC からの資金調達 
第６形態 株式市場でのユニコーンとしての IPO 
第７形態 IPO 以降、デカコーンになるまでの成長 

（第０形態） 将来の創業予備軍（発掘段階） 
 

 

 
図 III-1 スタートアップの発展形態とユニコーンに至るまでの育成プラットフォームの役割 
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図 III-2 (1) スタートアップ発展 第 1 形態：創業前（起業予備軍） 

 

 
図 III-2 (2) スタートアップ発展 第 2 形態：スタートアップ起業・創業 

 

 データ中核基盤と事業化支援部門が連携し、創業を企図する研究主体となるアカデミアの創業を支援する。

 最初から、ビジネス・市場を見据え、勝てる技術・ビジネスモデル（含データ駆動開発）を志向し、創業準備行う。
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・・・
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個別データ基盤/評価資産利活用・FB

事業化支援部門とデータ中核基盤がセットとなり、
将来のユニコーンとなるような事業化シナリオの
成立を支援・・・このセットが「育成エコシステム」
のコアとなるプラットフォームとなることを想定

創業前からビジネス化を想定
し、事業化支援部門のガイドの
もと、戦略コンサル等活用し、
ビジネスシナリオ立案

 研究主体のアカデミアの特許中心とする知財、データ中核基盤等に帰属する用途特化型アプリを創業時のコア
資産としてスタートアップを創業・・・将来にわたり、関連機関に対価が支払われる仕組みを構築。

研究主体
アカデミア

データ中核基盤
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各対価の支払いは運営コスト見合い
の現金のみならず、株式等による支
払いも想定（以降同じ）

各種支援を行う、事業化支援
部門に対しても対価支払いが
されるように設定

創業支援業社の例としては、
• 会計士
• ベンチャー支援企業
• アクセラレーター
などが想定

創業のタイミングで用途特化型アプリ
が創成→スタートアップの事業活動
から得られるリアルデータのFBにより、
より洗練されていく
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図 III-2 (3) スタートアップ発展 第 3 形態：最初の外部資金調達 

（Seed 以降→Series A ファイナンス想定） 
 

 
図 III-2 (4) スタートアップ発展 第 4 形態：売上につながる事業会社との連携 

 創出したスタートアップが将来ユニコーンとなる為の企業価値形成として最初の重要な一歩となる、最初の外部
資金調達においては、スタートアップが可能な限り有利な条件となるよう事業化支援部門が資金調達をコミット。
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資金調達支援業社の例として
は、ベンチャー向けのFinancial 
Advisor業務を行っている企業

が考えられる他、事業化支援
部門としても、様々なVCのネッ
トワークを構築→この時点で、

投資家、事業パートナー共に、
グローバル展開の観点で、海
外主要プレイヤーとの接触が
肝要。（場合によって第1～第2
形態からこの点を考慮。）

Series Aファイナンスで企業価値
が少なくとも20億円以上となるこ
とを目指す（グローバル水準）

 創業期VCからの資金調達が完遂し、会社体制が安定するタイミングで、売上につながる協業事業会社との協業
交渉、大型共同開発費の獲得を目指し、さらなる企業価値向上に繋げる・・・事業化支援部門がこれを支援。
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より戦略的にビジネス化
を支援する為、協業会社
との個別戦略を立案

VCのネットワークも活用し、事業
会社との協業可能性を探索



 
 

50 
 

 

 
図 III-2 (5) スタートアップ発展 第 5 形態：グローバル VC からの資金調達 

 

 
図 III-2 (6) スタートアップ発展 第 6 形態：株式市場でのユニコーンとしての IPO  

 将来の安定収入につながる事業会社との協業が確定した後、Series Cファイナンス相当でグローバルパスのある
VCから資金調達を実現し、企業価値の飛躍と、ビジネスのグローバル化に繋げる。
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資金調達支援業社の例として
は、ベンチャー向けのFinancial 
Advisor業務を行っている企業

が考えられる他、事業化支援
部門としても、様々なVCのネッ
トワークを構築→日本国内だ

けでなく、如何にグローバルの
VCを引き込むかが肝要

 安定収益につながる事業会社との協業が深化し、さらにグローバルVCが出資参画することでグローバルに戦え
る会社として黒字化したタイミングで、ユニコーンIPO・・・IPO以降もアカデミアの保有株は維持し収益最大化。
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通常はスタートアップ自身のリ
テインによりIPO準備を行うが、

事業化支援部門もこれをサ
ポートできるようにし、グローバ
ルのでIPOの経験を構築

キャピタルゲイン収入の分配
方法については今後要議論

IPO市場は必ずしも日本市場に
限らず、グローバル視点で見る
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図 III-2 (7) スタートアップ発展 第 7 形態：IPO 以降、デカコーンになるまでの成長 

 

（２）サブ課題 B「データ基盤連携技術の確立」 

中核となるプラットフォームを通じ、日本国内のさまざまなデータ資産・基盤を有機的に連携し

ていくことで、マテリアル分野において事業化を推進し、図 III-1 に示すデータ駆動開発支援を担う、

ユニコーン等を育成するための基盤の形成を目指す。下記 2 個の研究開発テーマで構成される。 
 研究開発テーマ B(1)：プラットフォーム連携のための基盤技術の構築・・・スタートアップ等の

研究開発を加速し、マテリアル分野の事業化イノベーションを推進していくために、中核となる

データプラットフォーム（図 III-2 参照）を選定し、日本国内の種々のデータ資産を連携・活用さ

せるために必要な基盤技術の開発と当該データ連携に係るエンジニアリング人材の育成を実施す

る。 
 研究開発テーマ B(2)：我が国マテリアルデータ資産のネットワーク化・・・これまでの公的資金

プロジェクト等によって大学・国研に蓄積されたマテリアルデータを再利用できる形で収集する

とともに、継続的なマテリアルデータベースの蓄積に向けた仕組みを確立する。 
 

（３）サブ課題 C「マテリアルユニコーン予備軍の創出」 

マテリアルユニコーン育成基盤の構築と共に、本基盤から生まれるロールモデルたるスタートア

 IPO以降、デカコーンになるまで一定程度株式保有継続し、安定的な収益源とする。
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ップ予備軍を創出し、マテリアル産業の GDP 押し上げに繋げる。下記 2 個の研究開発テーマで構成

される。 
 研究開発テーマ C(1)：マテリアルユニコーン予備軍創出支援・・・マテリアル産業が目指すべき

マクロトレンドにかかるボトルネック課題に取り組む、データ基盤により飛躍的な成長が見込め

るスタートアップ候補或いは創業間もないスタートアップについて、3年の支援期間により開発ス

テージ 2 相当までの引き上げを行う。この引き上げの過程で、プラットフォームであるマテリア

ルユニコーン育成基盤と連携し、支援するスタートアップが活用する用途特化型アプリの開発も

併せて行う。（用途特化型アプリ及びプラットフォームであるマテリアルユニコーン育成基盤との

関係は 37 頁、図 II-25 を参照。） 
 研究開発テーマ C(2)：テーマメンタリング・・・個別テーマの創出にあたり、効果的な事業シナ

リオ・研究開発計画立案の為の支援を行う。 
 
尚、本サブ課題の研究開発にあたり重要となるマクロトレンド、テーマメンタリング、及び用途

特化型アプリの考え方について下述の通り述べる。 
 

（マテリアル産業が目指すべきマクロトレンドの考え方） 

マクロトレンドからマテリアル産業の未来を予測する上で、人口動態や気温動向などの一定程度

確定している未来と、変動要素として政治や宗教、技術イノベーションのボトムアップで想定される

未来を組み合わせ、2040 年にトレンドとなっていると想像される市場をまず特定した。次いでマテ

リアルに関連する市場（図 III-3）を定義し、さらにユニコーンが創出されうる市場規模として 2,000
億円を閾値として絞り込みを行った。結果、2040 年にトレンドとなっていると想像される 100 の市

場のうち、49市場をマテリアルに関連する市場として抽出し、さらに2,000億円の市場規模のある、

技術的に蓋然性がある市場として 38 市場を絞り込んだ（図 III-4）38 

 
38 デロイトトーマツコンサルティング株式会社による SIP 課題候補 FS における調査より。 
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図 III-3 マテリアルがキーとなる市場の定義 38 

 

図 III-4 マクロトレンドから想定されるマテリアル産業の注目市場 38 
 
次いで、この 38 市場に対し、マテリアルデータやデータ基盤が研究開発の加速や費用削減、既存

プロセス効率化に寄与すると想定される 5 領域 25 市場の抽出を行った（図 III-5）39。この 25 市場

は今後、データ基盤を活用した開発によりマテリアルユニコーンが創出されやすいと考えられ、この

市場が抱える、或いは解決しようとする社会課題におけるボトルネック課題を本サブ課題で取り扱っ

 
39 デロイトトーマツコンサルティング株式会社による SIP 課題候補 FS における調査より。 
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ていく。 

 
図 III-5 マテリアルデータがスタートアップ成長に寄与する市場 39 

 

（テーマメンタリングの考え方） 

事業化を検討したことが無い研究者発信のユニコーンシナリオでは、往々にして「新奇性」ばか

りのみが重要視され、果たしてそのテーマがどれほどマクロトレンドに則った、社会課題解決につな

がるのか、それは本当にボトルネック課題なのか、具体的にどの程度の市場にアプローチでき、その

結果、どれほどのポテンシャルのある事業となるのか、かなり曖昧である事が多い。このまま走って

はどれほど研究開発を進めても、投資家にとって魅力的なシナリオになることは無い。テーマメンタ

リングでは、提案者たる研究者が本当にやりたかった本質を理解し、その上で、世界を救う技術とし

て何を目指すべきかの指針を提示し、その指針に基づいてプロの視点で事業シナリオの立案支援と、

定量的な収益規模、事業規模の予測を行うものである。本SIP課題に先立つフィージビリティスタデ

ィで採択した 10 テーマ（ユニコーン予備軍候補）について、伴走支援として行ったメンタリングに

より導出・完成された事業シナリオに基づき、SIP による支援を投資とみなして簡易的に投資効率を

算出した。 
事業化の機微情報に該当するため算出結果の詳細な数値は開示できないが、各テーマの事業シナ

リオについては相応の分析と一定程度の保守的な視点、投資効率の計算の前提上も必ずしもストレッ

チしているとは言えず、その観点から言えば得られた結果から極めて多くのユニコーンを産む可能性

があることを示唆すると言って良いと考える。また、このような数字上の見える化を行うことで、公

金の有効運用、社会へのインパクト、そして本件による呼水効果という国の資金活用の評価だけでな

く、提案者サイドが、自分達の目指す姿について、この数字をもって具体的に語れるようになったこ

とが意義としては大きい。あくまで本SIP課題はユニコーンを多く産むことこそが重要であり、ユニ
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コーンとなった姿からのバックキャスティングをする上でもこの思考は有効である。 
 

（用途特化型アプリの考え方） 

先述のようなテーマメンタリングの後、このユニコーン化に至るまでのシナリオとして描いた事

業計画を実現し、さらに他社に対して圧倒的な差別性・優位性を獲得する為に今回開発するのが、用

途特化型アプリである（18 頁、図 II-13）。考え方としては下記の通りで、目指すべき市場からバッ

クキャスティングして用途特化型アプリの要件定義を行い、その上で、必要な我が国のデータ基盤を

特定するというものである。 
 

(1)まずコア技術を理解した上で、その技術が最大限生きる、且つ研究者がやりたい、と思う市

場をターゲットする 
(2)その上で想定される顧客を定義する 
(3)次いでこの想定顧客に対しどのような価値を提供すべきか定義する 
(4)その上で当該技術を使ったスタートアップのビジネスモデルを定義する 
(5)その上で、定義したビジネスモデルを実現させ、且つ差別性・競争力の源泉となるようなデ

ータ基盤＝用途特化型アプリは何かを定義する 
(6) 用途特化型アプリの要件定義をした上で、これを成立させるためには、我が国に存在するど

のデータ基盤を組み合わせれば良いか特定する 
 
今回のフィージビリティスタディの結果明らかになったこととして、いずれのケースにおいても

我が国のデータ基盤が用途特化型アプリにおける重要なベースのデータ資産になり得るということで

あろう。これは国内に散在するデータ基盤を、ニーズドリブンで連携することで、用途特化型アプリ

という新たな価値を生み出すツールとなり得ることを示すものであり、同時にこれら異なる複数のデ

ータ基盤を接続し、個別用途ごとにシステム開発ができるプラットフォームの必要性を示唆するもの

である。この用途特化型アプリをスタートアップが有し、アカデミアのリソースも活用しながらデー

タ駆動による開発を進め、価値を高めていく事が、ユニコーンに至るまでの重要なコアとなり得ると

考える。 
 

2. 研究開発に係る実施方針 

（１）基本方針 

本 SIP における研究開発の推進にあたって下記を基本方針とする。キーテーマは、長期視点での

あるべき姿の共有と、バックキャスティングである。 

（エコシステム形成視点での思考） 

本 SIP 課題におけるミッションは、マテリアルユニコーンを次々と生み出すエコシステムの形成

である。故、単に技術開発のみならず、「総合知」の観点で、すべてのステークホルダーがメリット
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を享受する、経済合理性に則った自律的な循環が生まれる状態を作る必要がある。本SIP課題では、

エコシステムの初期段階として、中核となるプラットフォームの構築と、エコシステムの設計、そし

てこれを具体的に活用するマテリアルユニコーン予備軍の創出を通じてこれら構築・設計を推進する。

この為、本 SIP 課題に関わるすべてのステークホルダーが、本 SIP 課題が取り組むミッションと将

来イメージ（ゴール）を共有し、常にどのパートであっても、将来イメージからのバックキャスティ

ングで理想のエコシステムを形成するという視点を持ち、研究開発を進める。 

（マテリアル産業の新事業としての「マクロトレンド思考」の浸透） 

先述のようなエコシステムの形成にあたり、マテリアル産業に「マクロトレンド思考」を浸透さ

せる事を意識する。現在の我が国大企業の研究開発効率はグローバルトップ企業と比較して大きく乖

離があり、これは長期視点での研究開発が弱いことも一因と考えられる。黒字化までに時間がかかる

マテリアル産業だからこそ、長期視点に基づいたマクロトレンド思考を持ち、ここで想定される社会

課題、そしてこの社会課題を大きく解決できるようなボトルネック課題を、将来からのバックキャス

ティングによって特定し、そこに向かってやはり長期視点で取り組むということが肝要である。この

ような思考をマテリアル産業の新事業創出に浸透させるべく、本SIP課題ではボトルネック課題に取

り組むスタートアップ創出を支援し、ユニコーンにまで育てる、というロールモデルを生み出す。こ

のようなマクロトレンド思考を本 SIP 課題では常に持ちつづけ、研究開発を進める。 

（データ駆動開発のマテリアル産業における一般化） 

先述のマテリアルユニコーンの創出にあたって、本 SIP 課題では我が国が有するデータ基盤をフ

ル活用し、データ駆動開発により可能な限り早くユニコーン化できるようにし、さらに差別性と優位

性を獲得するという実践を行うものである。真なるミッションはこれにより、我が国のマテリアル産

業が Society 5.0 を体現しリードする産業として、世界をリードし、我が国の GDP を牽引する産業と

なることであり、その為の研究開発効率向上という観点で、データ駆動開発を我が国のマテリアル産

業の競争力の源泉として一般化すべきと考える。このような普及の観点を念頭に置き、研究開発を進

める。 

（データ駆動開発におけるオープン・クローズ戦略） 

先述の通り、データ駆動開発によりマテリアルユニコーンを創出するにあたって、そのスタート

アップのビジネスモデルに合わせた用途特化型アプリの開発を行う。この用途特化型アプリは原則、

対象となるスタートアップ専有のクローズド領域とし、プラットフォームを介したアカデミアのオー

プン領域のデータ基盤の活用により構成される。オープン領域のデータ基盤はクローズド領域の用途

特化型アプリの開発の促進に合わせ、そのデータを拡充し、さらなる他のアプリの開発へ繋げる。こ

のように、クローズド領域の用途特化型アプリの充実化により、オープン領域の充実化も図っていく。

以上のような、クローズド領域で開発される用途特化型アプリのニーズドリブンでバックキャストす

ることで、あるべきオープン領域のデータ基盤拡充、連携について意識しながら研究開発を進める。 

（２）知財戦略 

知財戦略についてはプラットフォームであるマテリアルユニコーン育成基盤と、各ユニコーン予
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備軍の両軸の視点が必要である。まず、エコシステム形成の観点では、プラットフォームを活用した

知的創作物としての用途特化型アプリや、アカデミア側主導で研究開発が進められた結果創出される

知的財産は、仮にそれがスタートアップ専有を目的とするものであっても、アカデミア側の所有権と

することを原則とする。スタートアップから対価を得られるようにする為である。その上で、プラッ

トフォームとして構築する知的財産のみならず、マテリアルユニコーン予備軍たるアカデミアやスタ

ートアップの知的財産戦略は、プラットフォームと一体的に考える必要がある。マテリアルユニコー

ンの事業シナリオ立案支援と共に、エコシステム形成の観点で知財戦略を各ユニコーン予備軍ごとに

検討し、それぞれの個別戦略の策定支援を行う。なお、知財戦略の検討・策定に当たっては、プラッ

トフォーム、ユニコーン予備軍共に後述【知財戦略等に係る実施体制】に定める知財委員会において

行う。 

（３）データ戦略 

本 SIP 課題におけるデータ戦略は、前述の研究開発に係る基本方針における「データ駆動開発に

おけるオープン・クローズ戦略」の通りであるが、データ環境整備に当たっては、我が国における包

括的データ戦略 40を参考にする。具体的には本 SIP に参加するプレイヤーが、図 III-6 の我が国全体

のデータ構造＝「アーキテクチャ」を共有し、それぞれの取組の社会全体での位置付けを明確化、連

携の在り方を模索するとともに、無駄な重複の排除、欠落部分の補完を行うものとする。 
 

図 III-6 包括的データ戦略のアーキテクチャ（デジタル庁「包括的データ戦略」より） 

 
40 令和 3 年 6 月 18 日デジタル庁 
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（４）国際標準戦略 

マテリアル産業は川上産業であるが故、幅広い産業に対して価値提供を行うことから、マテリア

ル産業そのものの標準化よりも、マテリアルが使われる用途側の標準戦略に合わせることが通常であ

る。また、他国に対する参入障壁の観点でも、今回構築するマテリアルユニコーン育成基盤としての

プラットフォームを他国の導入している基準などで国際標準化することは必ずしも得策とも言えない。

一方で、今回のようなプラットフォームは世界的にも類をみない取り組みであり、将来、エコシステ

ムの形成にまで至った暁には、「マテリアル産業で事業創出するには日本が一番」というような世界

的にも我が国がリードして、海外から多くの事業やデータが集まり、我が国のデータ基盤が拡充され

ている状態となっていることは十分に考えられる。このように我が国が唯一の存在となった状態こそ

国際標準であり、本SIP課題ではこのような世界をリードする状態による国際標準戦略を志向する。 

（５）ルール形成 

本 SIP 課題の取り組みではエコシステム形成にあたり、サブ課題 A でルール形成に関する検討を

行う。具体的にはプラットフォーム連携やスタートアップへの専有権付与、それに対する対価の支払

い方法、収益の分配方法など、実際にプラットフォームを運用する上で必要となるルールについて検

討を行う。マテリアルユニコーン予備軍の創出・育成を通じてこれら検討を行ったルールのトライア

ルを行い、ルール形成に繋げる。 

（６）知財戦略等に係る実施体制 

知財委員会 

○ 課題または課題を構成する研究項目ごとに、知財委員会を研究推進法人等または選定した

研究開発責任者の所属機関（委託先）に置く。 
○ 知財委員会は、研究開発成果に関する論文発表及び知財権の権利化・秘匿化・公表等の方針

決定等のほか、必要に応じ知財権の実施許諾に関する調整等を行う。 
○ 知財委員会は、原則として PD または PD の代理人、主要な関係者、専門家等から構成する。 
○ 知財委員会の詳細な運営方法等は、知財委員会を設置する機関において定める。 

 

知財及び知財権に関する取り決め 

○ 研究推進法人等は、秘密保持、バックグラウンド知財権（研究開発責任者やその所属機関

等が、プログラム参加前から保有していた知財権及びプログラム参加後に SIP の事業費に

よらず取得した知財権）、フォアグラウンド知財権（プログラムの中で SIP の事業費により

発生した知財権）の扱い等について、予め委託先との契約等により定めておく。 
 

バックグラウンド知財権の実施許諾 

○ 他のプログラム参加者へのバックグラウンド知財権の実施許諾は、知財の権利者が定める

条件に従い（（注）あるいは「プログラム参加者間の合意に従い」）、知財の権利者が許諾可

能とする。 
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○ 当該条件などの知財の権利者の対応が、SIP の推進（研究開発のみならず、成果の実用化・

事業化を含む）に支障を及ぼすおそれがある場合、知財委員会において調整し、合理的な

解決策を得る。 
 

フォアグラウンド知財権の取扱い 

○ フォアグラウンド知財権は、原則として産業技術力強化法第 17 条第 1 項を適用し、発明者

である研究開発責任者の所属機関（委託先）に帰属させる。 
○ 再委託先等が発明し、再委託先等に知財権を帰属させる時は、知財委員会による承諾を必

要とする。その際、知財委員会は条件を付すことができる。 
○ 知財の権利者に事業化の意志が乏しい場合、知財委員会は、積極的に事業化を目指す者に

よる知財権の保有、積極的に事業化を目指す者への実施権の設定を推奨する。 
○ 参加期間中に脱退する者に対しては、当該参加期間中に SIP の事業費により得た成果（複

数年度参加の場合は、参加当初からのすべての成果）の全部または一部に関して、脱退時

に研究推進法人等が無償譲渡させること及び実施権を設定できることとする。 
○ 知財権の出願・維持等にかかる費用は、原則として知財の権利者による負担とする。共同

出願の場合は、持ち分比率及び費用負担は、共同出願者による協議によって定める。 
 

フォアグラウンド知財権の実施許諾 

○ 他のプログラム参加者へのフォアグラウンド知財権の実施許諾は、知財の権利者が定める

条件に従い（（注）あるいは「プログラム参加者間の合意に従い」）、知財の権利者が許諾可

能とする。 
○ 第三者へのフォアグラウンド知財権の実施許諾は、プログラム参加者よりも有利な条件に

はしない範囲で知財の権利者が定める条件に従い、知財の権利者が許諾可能とする。 
○ 当該条件等の知財の権利者の対応が、SIP の推進（研究開発のみならず、成果の実用化・事

業化を含む）に支障を及ぼすおそれがある場合、知財委員会において調整し、合理的な解

決策を得る。 
 

フォアグラウンド知財権の移転、専用実施権の設定・移転の承諾 

○ 産業技術力強化法第 17 条第 1 項第 4 号に基づき、フォアグラウンド知財権の移転、専用実

施権の設定・移転には、合併・分割による移転の場合や子会社・親会社への知財権の移転、

専用実施権の設定・移転の場合等（以下、「合併等に伴う知財権の移転等の場合等」とい

う。）を除き、研究推進法人等の承認を必要とする。 
○ 合併等に伴う知財権の移転等の場合等には、知財の権利者は研究推進法人等との契約に基

づき、研究推進法人等の承認を必要とする。 
○ 合併等に伴う知財権の移転等の後であっても研究推進法人は当該知財権にかかる再実施権

付実施権を保有可能とする。当該条件を受け入れられない場合、移転を認めない。 
 

終了時の知財権取扱い 

○ 研究開発終了時に、保有希望者がいない知財権等については、知財委員会において対応

（放棄、又は、研究推進法人等による承継）を協議する。 
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国外機関等（外国籍の企業、大学、研究者等）の参加 

○ 当該国外機関等の参加が課題推進上必要な場合、参加を可能とする。 
○ 適切な執行管理の観点から、研究開発の受託等にかかる事務処理が可能な窓口又は代理

人が国内に存在することを原則とする。 
○ 国外機関等については、知財権は研究推進法人等と国外機関等の共有とする。 
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3. 個別の研究開発テーマ 

（１）サブ課題 A「エコシステム形成の為のソフトインフラ整備」の研究開発テーマ 

① 研究開発目標 

我が国のフィジカル・サイバーの研究開発基盤が有機的に連携するマテリアル分野における事業

化イノベーションのための育成基盤のうち、特にエコシステム形成に係る運用面でのソフトインフラ

を整備する。当該育成基盤の上で、新事業が次々に生まれることでプラットフォームとこのプラット

フォームにネットワークとして連携する各基盤拠点が安定的な収益を得ながら、これを原資として拡

大再投資をしていくエコシステムの形成を目指す。 
SIP 期間中に、当該育成基盤が備えるべき事業モデル、法制度含む運用制度の検討と整備、これ

を担う人材の定義及び育成と、国内外への認知拡大を進める。これによって、SIP 終了年度である

2027 年度以降に自走していく姿が描けることを、SIP における達成目標（Stage3 終了：BRL7、
GRL6、SRL6、HRL6 相当）とする。 

 

② 実施内容 

研究開発テーマ A(1)：プラットフォームの円滑運用手法の検討 
プラットフォームを核に、将来エコシステムを形成するにあたって必要な機能を整理し、エコシ

ステムとしての実装を目指す。これらの検討は、具体事例としてサブ課題Cにおける個々のユニコー

ン予備軍（サブ課題 C における研究開発テーマ C(1)の各テーマ）に対する、マテリアルユニコーン

にする為の事業化支援の手法の開発を通じて行う。この手法開発は、先述の「スタートアップの発展

形態に対応した事業化支援の考え方」に基づく。SIP の期間終了までにユニコーン化を継続的に支援

していくエコシステムの形成・運営のために必要な円滑運用手法として下記の基本的事項を全て網羅

する。 
- プラットフォーム・各基盤の運用ルールの検討及び策定 
- プラットフォームの収益化モデル及びプラットフォーム・各基盤への利益分配スキームの検討 
- 事業化人材（プラットフォーム運営人材及び起業家人材）の定義及び育成 
 

尚、研究開発課題は下記を全て網羅することを要件とする。 
 サブ課題 C における研究開発テーマ C(1)において採択された研究開発課題を選定し、 

下記ⅰ）ⅱ）両方をセットでの検討とする。 
ⅰ）当該研究開発課題をユニコーンにするための事業化支援の各種手法の開発計画 
ⅱ）ユニコーン化を継続的に支援していく為のエコシステム形成・運営に必要な各種手法の開

発計画 
 研究開発の対象は表 III-1 及び図 III-1、図 III-2 に示すスタートアップの発展形態（第 1 形態〜

第 7 形態）のうち、第 1 形態〜第 3 形態とする。但し、当該発展形態をよく理解し、最終形態

（第 7 形態）をイメージしながらバックキャスティングした上で、第 1 形態〜第 3 形態を定義す

ること。提案にあたっては第 3 形態までの体制を明確にイメージができることを本研究開発のゴ
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ールと設定した上で、明確な KPI を提示すること。 
 図 III-2 のスタートアップの各発展形態で示される、事業化支援部門に要求される機能・想定論

点を網羅するだけでなく、各個別テーマの事情に合わせた提案を行うこと。 
 「マテリアルユニコーン育成エコシステム形成」の観点で、本 SIP 課題の構成・思想を理解し

た上で、当該サブ課題 C における研究開発テーマ C(1)の対象となる採択者と緊密な連携をとる

だけでなく、同研究開発テーマ C(1)の他の採択者、また、本 SIP 課題の核となる用途特化型ア

プリの価値最大化のため、サブ課題 B とも緊密な連携を行うこと。 
 ⅰ）については、当初よりグローバル展開の視点を念頭に置くこと。 
 ⅱ）については、本 SIP 課題の趣旨をよく理解した上で、本支援により我が国が国際的に唯一

のマテリアル産業におけるエコシステムとして形成されるに必要な要素をよく考慮すること。

スタートアップの発展形態に合わせた事業化支援部門に要求される機能・想定論点の網羅に限

らず、あるべき姿をイメージすること。あるべき姿のイメージについては「戦略及び計画」に

言及されるに基づくエコシステムの成長イメージについても参照すること。 
 現在、SIP 課題終了までにエコシステムを運営する主体となる、事業化支援を担うアカデミア共

同参画組織の設立の可能性について検討している。当該組織の運営の一要素となることを念頭

に置き、手法の普遍化・見える化に取り組み、幅広く我が国マテリアル産業を中心とするアカ

デミア等で活用ができるよう考慮し、実際に活用されるよう取り組むこと。 
 内閣府発表の「大学知財ガバナンスガイドライン」を熟読の上、当ガイドラインの思想を組み

込み、本ガイドラインに沿った運用ができるよう、本件を遂行する上で必要な所属機関の関係

部署と連携する体制を構築すること。 
 採択された場合、本件を推進する為の適切な外部人材を採用すること（採用しない場合は、そ

の合理的な理由を示すこと）。また、対象となるサブ課題 C における研究開発テーマ C(1)の研究

開発責任者の所属機関（代表研究開発機関）等と共同開発契約、事業化支援契約或いはこれに

準ずる契約を締結すること。 
 前号契約の締結と併せ、採択後速やかに、所属機関の長（大学であれば学長）に対し本 SIP 課

題の趣旨について PD から説明の場を設けること。但し、採択者の所属機関が対象となるサブ課

題 C における研究開発テーマ C(1)の研究開発責任者の所属する機関と異なる場合は、その両方

の所属機関の長に対する説明とし、サブ課題 C に研究開発テーマ C(1)及び本採択それぞれで複

数機関存在する場合は、それぞれの研究代表機関とする。 
 

 
a) 研究開発チーム A(1)-1 
研究開発課題：「フラックス法育成結晶に基づく事業の構築支援手法開発」 
研究開発責任者（代表研究開発機関）：杉原 伸宏（国立大学法人信州大学） 
予算配分額（2023 年度）：20,000 千円、（2024 年度）：20,000 千円 
 
＊研究開発チーム C(1)-2「フラックス法育成結晶に基づくシリアルマテリアルユニコーン創出」に

対応 
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ア)  概要 

本研究開発課題では、サブ課題 C(1)採択課題：フラックス法育成結晶に基づくシリアルマテリ

アルユニコーン創出（研究開発責任者：手嶋勝弥）と連携し、マテリアル分野のユニコーン企業

を育成するための手法、及びマテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの形成・運営

に必要な手法を開発する。すでに、信州大学で実績のある技術ブランディングによるプロモーシ

ョンや、有償サンプル販売などのスキームも活用しつつ、ハンズオン型の事業支援体制を構築し

て、技術と事業のギャップを解消する。加えて、スタートアップでの活用を想定した知的財産戦

略の立案、権利化を推進する。また、スタートアップ支援を通じた資金循環のスキームを設計す

るとともに、支援人材を育成することで、事業育成のエコシステム化及び運営の継続化を折り込

む。 
 

イ)  工程表 
本研究開発の工程表と成熟度を図 III-7 に示す。 

図 III-7 工程表 
 

b) 研究開発チーム A(1)-2 
研究開発課題：「スタートアップを育成するエコシステム形成に関する研究」 
研究開発責任者（代表研究開発機関）：松本 信介（国立研究開発法人物質・材料研究機構） 
共同研究開発機関：国立大学法人山口大学 
予算配分額（2023 年度）：20,187 千円、（2024 年度）：23,600 千円 
 
＊研究開発チーム C(1)-3「海水と淡水の出会いが生み出すクリーンエネルギー～大規模濃度差発電

プラントの事業化と世界展開～」に対応 
 
ア)  概要 
本研究開発は、異なる制度をもつ国立研究開発法人と国立大学法人の枠組みの中で、材料を中

心にスタートアップを育成するプラットフォームの開発を目指す。これには「技術開発」「事業」

「制度」「社会的受容性」「人材」の五つの視点から、サブ課題 C(1)採択課題：海水と淡水の出会

いが生み出すクリーンエネルギー ～大規模濃度差発電プラントの事業化と世界展開～（研究開発

責任者：一ノ瀬泉）を事例として、支援手法を設計し課題を明確にしながら対応する。事業支援

では、マクロトレンドを踏まえた事業環境の構築、技術 PoC の実施、知財戦略、用途特定アプリ
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及びデータ中核基盤の連携支援、資金調達を進める。基盤形成では、組織の設計、制度課題の解

決、社会的受容性の向上、必要スキルの定義、事業支援の手法のデータベース化を推進する。最

終的には、このプラットフォームが自律的かつ永続的に稼働することを目指しそれを実現できる

人材の育成も含めた手法の研究開発を行う。 
 

イ)  工程表 
本研究開発の工程表を図 III-8 に示す。 

図 III-8 工程表 
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研究開発テーマ A(2)：プラットフォーム活用の為の情報発信 

プラットフォームの活用を積極的に進める為、国内外の認知拡大を進める。具体的には以下を中

心に行う。 
- アカデミア、産業界での周知を図っていく為のワーキンググループの設置（あるべきワーキング

グループのカテゴリ、要件、インフルエンサーになり得る初期構成員の定義の検討を含む） 
- 利活用を進める為の情報発信手段についての整備（対外公表する為のホームページの設置、運用

を想定するがこれに限らない幅広い情報発信手段について検討） 
本研究開発テーマは、アカデミア、産業界に幅広く周知を図り、SIP 期間を通じ継続して、ホーム

ページを運用、利活用を進めるための情報発信を行っていく必要があるため、研究推進法人自らで

推進する。 
 

c) 研究開発チーム A(2) 
研究開発課題：「プラットフォーム活用の為の情報発信」 
代表研究開発機関：研究推進法人（国立研究開発法人物質・材料研究機構） 
予算配分額（2023 年度）：30,000 千円 
 
ア)  概要 
マテリアル産業における新事業創造に必要な情報や知恵、人的プラットフォーム等を集積し、

発信するウェブサイトの構築および運用。主なユーザーはスタートアップ起業家（企業を目指す

者を含む）、スタートアップを目指す研究者、新規事業創出を行う事業会社担当者、スタートアッ

プ支援を行う事業者、およびスタートアップに対する投資家を想定している。 
 

イ)  工程表 
本研究開発の工程表を図 III-9 に示す。 

図 III-9 工程表 
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（２）サブ課題 B「データ基盤連携技術の確立」の研究開発テーマ 

① 研究開発目標 

我が国のフィジカル・サイバーの研究開発基盤が有機的に連携するマテリアル分野における事業

化イノベーションのための育成基盤のうち、特に、データ基盤が連携するための技術を確立する。当

該技術の確立によって、マテリアル分野における我が国の中核となるデータプラットフォーム群にお

いて、種々のデータ資産を活用して事業化を加速できるようになることを目指す。 
SIP 期間中に、データ基盤の連携に必要な技術の開発、データ連携にかかるエンジニア人材の育

成を進めながら、スタートアップ等の新事業創出・育成にプラットフォーム群を活用した事例創出を

支援しながら、将来収益化が見込める技術資産の積み上げを図る。 サブ課題 A と連携して SIP 終了

年度である 2027 年度以降に自走していく姿が描けることを、SIP における達成目標（Stage3 終了：

TRL7 相当）とする。 
 

② 実施内容 

研究開発テーマ B(1)：プラットフォーム連携のための基盤技術の構築 
スタートアップ等の研究開発を加速し、マテリアル分野の事業化イノベーションを推進するため

に、中核となるデータプラットフォームを選定し、日本国内の種々のデータ資産を連携させて活用

していくために必要な基盤技術の開発を実施する。具体的には下記を想定するが、これらの検討は、

具体事例としてサブ課題 C における個々のユニコーン予備軍に対する開発支援（サブ課題 C におけ

る研究開発テーマ C(1)の各テーマ）を通じ、ユニコーン予備軍のニーズと実態にあった技術開発を

行う。 
- プラットフォーム間のデータ連携および利用促進のための基盤技術開発 

 日本国内の種々のデータを連携して活用するためのデータ連携技術の開発 
 安全にデータを活用するための秘匿計算技術の開発 

- データ連携に係るエンジニアリング人材（プラットフォームコーディネータ人材など）の育成 
 
d) 研究開発チーム B(1)-1 
研究開発課題：「マテリアルユニコーン育成のための材料情報基盤連携と人材創出」 
研究開発責任者（代表研究開発機関）：源 聡（国立研究開発法人物質・材料研究機構） 
予算配分額（2023 年度）：86,480 千円、（2024 年度）：171,600 千円 

 
ア)  概要 
昨今の情報工学の進展とともに、材料工学も進展しデータ駆動型材料科学として実際の材料開

発に適用されてきている。一方、材料開発の技術をリードするためには継続的なマテリアルユニ

コーン企業の創出が不可欠である。そこでデータ駆動型材料科学をユニコーン候補企業が持つ課

題を迅速に解決するために作用させ、研究室レベルの開発から市場投入までの時間を大幅に短縮

する仕組みとして推し進めることが必要になってくる。 
本 SIP 課題に対し、データ駆動型材料科学を有効に機能させる枠組みを構築する。骨子として
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は、 
・ 国立研究開発法人物質・材料研究機構（NIMS）がこれまでに培ってきたデータサービス群を

礎として、マテリアル分野において強固なデータ基盤の活用・連携を図る。 
・ データを補完しながら強化学習を行い、材料のプロセス条件を利用環境や目的性能に依存する

形で最適化を行うためのモデルを更新する MLOps の仕組みを構築する。 
・ 産総研のようにデータを秘匿しながら計算を行う独自のデータ活用技術をもつ他機関とも連携

しデータ活用の幅を大きく広げる。 
・ MLOps を推進する人材として「技術コーディネータ」を配置し、さまざまな資源をリンクさ

せコンピュータシステムだけでは対応できない問題にも柔軟に対応できるように、高度人材育

成の仕組みを構築する 
ことが挙げられる。図 III-10 に中核プラットフォームとして目指す社会実装の姿を示す。 

開発の背景としては、NIMS が材料研究コミュニティに提供するデータサービス(総称 DICE)が
ある。特に全国の計測機器からのデータ出力を保管・集約できる RDE、マテリアルズインテグレ

ーションのコンセプト(PSPP 連関(プロセス-構造-特性-性能)の連関を通じて材料の理解を進める)
を具現化したシステム MInt などを構築し、サイバーにおける材料設計のためのシステム環境を整

備してきた。また現在、RDE と MInt を結びつけるサービス(pinax)が開発されており、データの

取り込みから機械学習を活用した計算可能なモデルの出力する機能を開発している。取り込むデ

ータとしては、図 III-11に示すように RDE以外にも、材料データを集約した MatNaviや、NIMS
内外の公開成果を蓄積する MDR からのデータも活用可能である。 
これらの利用可能な資源を連関させることで、データ駆動型科学を有効に機能させ MLOps を具

現化する。この背景のもと、開発の必要がある技術としては、データソース(RDE, MatNavi, 
MDR)、解析基盤(pinax)、仮説検証基盤(MInt)の各資源を結びつける技術である。NIMS 自身も、

この技術を軸に内外の機関と連携しつつ、サイバー空間とフィジカルを融合させたデータ駆動開

発を可能とする環境を SIP 終了後にも提供する。さらに、マテリアルユニコーンの基盤技術を実

用化するために、材料の「適用」「使用」の側面を考慮する必要がある。この側面から必要なデー

タを選定・統合し、最適化された用途特化型アプリを出力する MLOps のフローに実装することが、

研究加速のためには肝要である。開発の全体像を図 III-12 に示す。将来的には、結果として大学

や研究機関の持つ技術を、市場に展開するための期間を短縮し、展開のプロセスの明確化と必要

な機能を満足する技術開発を行い、ユニコーン企業の発展に寄与することを目的とする。 
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図 III-10 中核プラットフォームとして目指す社会実装の姿の全体像 
 

 
図 III-11 精度の高い予測モデルを構築するためのさまざまなデータ集約のしくみ 
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図 III-12 開発計画の全体像 
 

イ)  中間（2025 年度末）目標および最終（2027 年度末）目標 
 中間目標 
・ 技術コーディネータが DICE のリソースを検索し、MLOps フローを回す環境を提供すること。 
・ MLOps フローを実施できることを実証すること。 
・ データの検索性の向上のために、データの属性情報(例えば PSPP)をもとに技術コーディネー

タがデータを検索できるようにすること。 
・ MatNavi や NIMS 外部に存在する材料データを俯瞰して、必要なデータを取得できるオント

ロジーの構築を行うこと。 
・ 他機関連携として、秘匿計算に用いる実データを選定し、関係機関との連携のもとでデータ

構造の設計を完了すること。 
 最終目標 
・ 用途特化型アプリの構築支援のフレームワーク構築や pinax-MInt 連携のための API 構築と、

構築されたアプリを用いた MLOps の実践を制御ボードなど利用して実現すること。 
・ プラットフォーム間連携の技術を通じ、PSPP のような属性情報やオントロジー技術を用いて

必要なデータを検索するための仕組みを構築すること。 
・ 技術コーディネータが用途特化型アプリ構築のために必要なリソースを選定・利用して、サ

ブ課題 C の用途特化型アプリ構築に寄与できることを実現すること。 
・ 他機関連携として実施する秘匿計算技術を通じてリソースの提供ができるようにすること。 
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ウ)  工程表  
本研究開発の工程表と成熟度を図 III-13 に示す。 

 
図 III-13 工程表と成熟度 
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e) 研究開発チーム B(1)-2 
研究開発課題：「材料データ秘匿計算・学習に基づくデータ基盤連携技術開発」 
研究開発責任者（代表研究開発機関）：三宅 隆（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 
予算配分額（2023 年度）：85,790 千円、（2024 年度）：146,050 千円 
 
ア)  概要 
材料開発は膨大な時間を要することがボトルネックで、データ駆動手法や DX を活用した変革が

求められる。データ駆動型材料開発は過去 10 年間に急速に発展し、学術用途のデータプラットフ

ォーム（DPF）構築が世界的な協力のもとに行われている。しかし、材料開発が対象とする材料

系や特性は多種多様で、個別の材料開発課題に利用できるデータは質・量ともに豊富ではない。

現状においては、各研究所やそれぞれのプロジェクトにおいて創出されるデータは研究者毎、研

究プロジェクト毎に主に管理されており、相互連携を図った管理構造になっていない。この状況

を踏まえて、産総研では、国プロ等により得られた材料データを集約し、AIST Materials Gate 
DPF を構築した。これに加えて、高度な計算科学、高速試作・革新プロセス技術、先端ナノ計測

評価技術から構成されるデータ創出技術、さらにデータ解析のための AI ツールを一体化した材料

設計プラットフォームを構築し、現在、その高度化・汎用化を進めている。 
 
同業他社の競合が激しいことも材料分野の特徴である。そのため、他の分野よりもデータの秘

匿性に対する要請が強い。この問題への処方箋として秘匿計算が近年注目を集めている。しかし

ながら、秘匿計算が扱うことができる演算は現在のところ制限が多く、材料研究等の科学技術計

算の要求に応える水準には達していない。産総研では、材料分野における高い期待を認識し、技

術課題の抽出とそのための秘匿計算技術の開発に着手した。これまで社会課題を対象とした秘匿

計算技術の開発を行ってきた情報系研究者とも連携し、材料応用のための統合・実装・適用計算

を材料研究者が行う研究体制を構築している。 
 
本研究開発では、NIMS と協力し、NIMS のデータを利活用するためのデータ連携技術を開発

し、DPF 間の連携を実現する。その上で、産総研、NIMS 以外の第３者が DPF を利用し、材料研

究開発を加速することを可能にする。その際、秘密分散方式に基づいた秘匿計算技術とそのアプ

リを開発し、産総研の DPF に実装する。これにより、秘匿性に対する要求の高い産業用途の材料

データを扱う基盤を構築し、データ駆動型マテリアル研究開発の産学官のハブ拠点となることを

目指す。すなわち、材料分野の企業連携を念頭に、材料データの秘匿性の担保とデータ連携によ

る統合利用を両立する「共有しないが共用する（秘匿共用）」ためのプラットフォーム構築を行う。

サブ課題 A,C 間および SIP 課題「先進的量子技術基盤の社会課題への応用促進」のサブ課題「プ

ライバシーなどを保護しつつデータ解析ができる秘密計算などの活用」と連携しながら、材料デ

ータの新しい流通形態の実装となるシステムを構築・運用し、それを基にした事業創出支援や人

材育成を行う。 
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図 III-14 産総研材料設計プラットフォームおよび材料データ秘匿計算連携基盤の位置づけ 

 

 

図 III-15 材料データ秘匿計算連携システム開発 

 
イ)  中間（2025 年度末）目標および最終（2027 年度末）目標 
 中間目標 
・ 秘匿計算連携システムプロトタイプ開発完了 



 
 

73 
 

・ 材料データ秘匿連携インフラプロトタイプ整備 
・ 材料エンジニアリング人材、情報工学エンジニアリング人材育成 
 最終目標 
・ 材料データ秘匿計算連携システムの本格稼働と研究開発テーマ B(1)-1 成果との統合化 
・ 材料データ秘匿連携インフラ運用体制の確立と本格稼働 
・ 材料・情報工学統合エンジニアリング人材育成 

 
ウ)  工程表  
本研究開発の工程表を図 III-16 に示す。 

 

図 III-16 工程表 
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研究開発テーマ B(2)：我が国マテリアルデータ資産のネットワーク化 
これまでの公的資金プロジェクト等によって大学・国研に蓄積されたマテリアルデータを再利用

できる形で収集するとともに、継続的なマテリアルデータベースの蓄積に向けた仕組みを確立する。

具体的には SIP の 5 年間で我が国に存在するデータ資産を抽出し、整備を行った上でプラットフォ

ームに実装し、利活用化を目指す。データ資産の選定にあたっては、具体事例であるサブ課題 C に

おける個々のユニコーン予備軍に対する開発支援（サブ課題 C における研究開発テーマ C(1)の各テ

ーマ）で必要とされるものを優先し、その他、様々なテーマで共通で使われるマクロトレンド上重

要な要素技術に関するものを抽出する。 
 

 
f) 研究開発チーム B(2)-1 
研究開発課題：「ダイヤモンド半導体の飛躍的活用を支える高温動作電子部品の開発」 
研究開発責任者（代表研究開発機関）：金子 純一（国立大学法人北海道大学） 
予算配分額（2023 年度）：5,000 千円、（2024 年度）：5,000 千円 
 
＊研究開発チーム C(1)-1「究極素材ダイヤモンドが実現する超高速 IT インフラ—世界初のダイヤ

モンド半導体の社会実装とデファクト化を目指して—」に対応 
 
ア)  概要 

ダイヤモンドは「5G～6G が目指す超高速 IT 社会の基本インフラ」と成り得る半導体材料

である。GaN と異なりダイヤモンドは自己発熱によって高温となっても出力が大きく低下し

ないアドバンテージがある。これにより冷却機構を簡便な空冷とし、大幅な小型化を図る事

が可能となる。これを成立させるにはダイヤモンド半導体のみならず、電子機器を構成する

抵抗、キャパシタ、インダクタ、基盤、パッケージ、配線等も高温で安定して動作させる必

要がある。研究開発責任者はこれまで原子力発電所のメルトダウンに代表される過酷事故対

応電子機器の開発に長期に渡り携わっており、高い耐放射線性と室温～500℃で動作する電子

機器の実現を目指して来た。本研究開発課題では過去 6 年間で取得したデータ類の提供を行

うと共に、製作条件なども含めた高温動作電子部品製造データの取得・整備を進める。 
 

イ)  工程表  
本研究開発の工程表を図 III-17 に示す。 
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図 III-17 工程表 
 

 
g) 研究開発チーム B(2)-2 
研究開発課題：「ハイエントロピー材料の結晶構造データ・記述子データベース開発」 
研究開発責任者（代表研究開発機関）：齋藤 永宏（東海国立大学機構名古屋大学） 
予算配分額（2023 年度）：5,000 千円、（2024 年度）：5,000 千円 
 
＊研究開発チーム C(1)-2「フラックス法育成結晶に基づくシリアルマテリアルユニコーン創出」に

対応 
 
ア)  概要 
本研究開発課題では、吸着材料の構造データと特性データ間の非線形相関を見出すため、カー

ボン材料を含む高エントロピー材料の結晶構造と記述子の包括的データベース開発を進める。こ

れらの記述子は、機械学習や深層学習には不可欠であり、AI 活用における要である。本研究開発

課題では、データ収集と整理、データマイニングと解析、記述子の検証、データ資産の手順で進

める。XRD、XAFS、ラマンなどから得られる実験的ナノ結晶構造データ、SEM や吸着実験など

から得られるマクロ構造情報を結合していく記述子の開発を行う。このプロジェクトの革新的な

側面は、高エントロピー材料特性に特化した新しい記述子を開発し、それを用いて予測モデルを

構築することにある。これにより、新しい吸着材料開発の予測支援を行い、かつ、研究開発成果

の優位性の構築を図る。 
 

イ)  工程表  
本研究開発の工程表を図 III-18 に示す。 
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図 III-18 工程表 
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（３）サブ課題 C「マテリアルユニコーン予備軍の創出」の研究開発テーマ 

① 研究開発目標 

我が国において、マテリアルユニコーン育成基盤の構築が本 SIP のサブ課題 A 及び B でなされる

とともに、我が国マテリアル産業の GDP を将来大きく底上げするような、マクロトレンドを意識し

た社会課題解決につながるマテリアルユニコーン予備軍を複数創出する。そして、当該育成基盤か

ら産まれた複数のスタートアップが 2040 年に時価総額 1 兆円を超えるデカコーンとなる事を目指す。 
SIP 期間での取組によって、SIP 終了後に各テーマが起業して 1 年以内に SIP での支援研究費総

額と同額以上（目安として 10 億円以上）の資金調達を実現させ、自走していく姿が描けること、さ

らに当該育成基盤の効果により事業が加速し、さらに当該育成基盤に収益が見込めるまでに昇華さ

せることでエコシステムとしての基礎を構築することを、SIP における達成目標とする。この達成の

為、ユニコーン予備軍を複数創出することを目指し、各テーマが支援終了時に自立した事業運営が

出来、ユニコーンとなるまでの最初の走り出しで大型の資金調達が出来る事業・技術水準（Stage2
に入るレベル：TRL3〜6、BRL4〜6、HRL3〜5 相当）にまで引き上げることを達成目標とする。 

 

② 実施内容 

研究開発テーマ C(1)：マテリアルユニコーン予備軍創出支援 
マテリアル産業が目指すべきマクロトレンドにかかるボトルネック課題に取り組む、データ基盤

により飛躍的な成長が見込めるアカデミア技術等のスタートアップ候補、或いは創業間もないスタ

ートアップについて、3 年の支援期間により Stage 2 相当までの引き上げのための研究開発を行う。

研究開発では、PD の指南の下、外部の専門家による事業化伴走支援も同時に行い、検討初期の段階

から、事業化、ユニコーンを見据えた将来シナリオの策定を行う。これに基づき、マテリアル分野

を中心とする技術開発や事業化の専門家も交え、事業化のプロの視点による開発推進を行う他、プ

ラットフォームであるマテリアルユニコーン育成基盤と連携し、支援するスタートアップが活用す

る用途特化型アプリの開発も併せて行う。これによって圧倒的な優位性を構築出来るようにする。

各テーマの採択にあたっては、以下を満たすことを要件とする。 
 
- SIP 支援後 1 年以内に自立した事業運営を行うスタートアップを起業し、下述の要件を満たすこ

とで将来革新的なユニコーンとなることを企図すること 
- 図 III-4 に示す、我が国マテリアル産業が目指すべきマクロトレンドにおけるボトルネック課題

を解決し、社会課題を解決しようとする高い目標を掲げ、その実現の為の事業モデルについて、

具体的な事実（市場情報等）に基づく明確な仮説を有していること 
- データ駆動開発等により、我が国が先駆的なポジションを構築できる、他国に比して圧倒的な優

位性を構築出来るものであること 
- SIP 支援終了時に、SIP 支援後 10 年内にユニコーンとなることを想定したエクイティストーリ

ーを構築し、それに基づいて SIP 支援後 1 年以内に SIP における支援額と同等かそれ以上の額

（目安として 10 億円程度以上）の VC 等からの資金調達を実現すること 
- 以上を実現できる、SIP 支援期間内に Stage2（TRL3〜6、BRL4〜6、HRL3〜5）以上相当まで



 
 

78 
 

引き上げることの出来る Stage の革新的技術であること（目安として SIP の支援により Stage2
に引き上げられる Stage1 後半水準以上の技術であること） 

- （サブ課題 A での検討結果踏まえ）SIP の支援を受けるにあたっては、特に用途特化型アプリ等

の開発に協力するアカデミア等に対し適切な対価の支払いを株式等によって行うことを検討・協

力すること、且つ、この対価を受けるアカデミア等の機関が株式等による新しい資産形成手法に

ついて積極的且つ前向きに検討・協力する体制を構築すること 
 
尚、本個別テーマは SIP 期間の最初の 3 年間毎年実施することを想定する。具体的には図 III-19

の如く複数のテーマが並列して事業化検討される。初年度の知見を活かし、次年度、次々年度への

公募及び事業化検討に繋げる。この検討を通じ、サブ課題 A 及びサブ課題 B の具現化を図る。 
 

  
図 III-19 マテリアルユニコーン予備軍創出の公募イメージ 
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h) 研究開発チーム C(1)-1 
研究開発課題：「究極素材ダイヤモンドが実現する超高速 IT インフラ—世界初のダイヤモンド半導

体の社会実装とデファクト化を目指して—」 
研究開発責任者（代表研究開発機関）：星川 尚久（大熊ダイヤモンドデバイス株式会社） 
共同研究開発機関：国立大学法人北海道大学 

国立大学法人東北大学 
国立研究開発法人物質・材料研究機構 

予算配分額（2023 年度）：127,668 千円、（2024 年度）：88,881 千円 
 
ア)  概要  

Society5.0 における重要な社会課題である Beyond5G や宇宙システムを解決する有望な技術と

して挙げられるのが、高温/高放射線環境下や高周波高出力領域でも安定稼働が可能な性能を持つ、

ダイヤモンド半導体デバイスである。その実現に向けたボトルネック課題としては、上記社会課

題を解決するに足る供給量を提供するための量産性にあり、その達成に向けてはダイヤモンド半

導体デバイスの安定製造化技術を実現する必要がある。 
本研究開発メンバーらは世界初の実用型ダイヤモンド半導体の開発に成功しており、基板から

完成品製造に至る一気通貫した生産工程のノウハウを世界で唯一保有している。今後は安定製造

化を実現し垂直統合型のファブを立ち上げる。各製造工程における製造管理データを集約し、垂

直統合型だからこそ可能な製造工程の全体最適化を実行する。蓄積されたデータによって自社内

で製造技術を磨き上げ、量産化体制に向けた基盤を整える。 
ラボスケール段階から開発製造における環境・装置データを蓄積したデータベースを構築し、

製造歩留まりの改善及び製造技術の標準化に寄与する。蓄積したデータに対してパラメータの最

適化を行い、属人性・装置依存性を持たないパラメータに変換・蓄積することで製造規模ごとの

変化点検知による問題の顕在化や課題解決に対するアプローチの応用展開も可能とし、規模拡大

時において工数の短縮とデータ分析ノウハウの構築を促進する。 
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図 III-20 各半導体材料との物質的特徴 

 

 
図 III-21 2021 年に製作した Radiation hardened H-diamond MOSFET (RADDFET) 

(世界初の実用的ダイヤモンド半導体 R03 北大 SCORE 事業より) 
 

イ)  最終（2025 年度末）目標 
・ 国内各データ基盤からのデータの取得を行うことのできるシステム構築を行う。また用途特

化型アプリ改善を行う。 
・ クリーンルーム内設備等へ、環境データ等取得用途でのモニタリング装置の導入を行う。 
・ 用途特化型アプリを導入したプロセスラボにて、素子試作を行い性能バラツキおよび歩留ま

りを評価する。社会実装が可能な実用素子プロセスを構築する。 
・ ダイヤモンドレクテナ素子の性能を評価し、仕様に対する製造歩留まりを確認する 

 
ウ)  成熟度(Readiness Level)  
 SIP 研究開始時 

TRL3：耐環境デバイスの再現性担保実験と耐温・耐放射線実験を素子レベルで検証済み 
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BRL2：想定市場は原発、宇宙、次世代携帯基地局であり、それぞれの課題は明確にある 
HRL2：取締役の金子や梅沢含め、ダイヤモンド半導体研究の第一線を走る研究者が就任済 

 SIP 研究終了時 
TRL5：耐環境デバイスにつき、福島第一原発等での実地検証を実行完了予定 
BRL4：耐環境デバイスと RF デバイスのプロトタイプを製造し、PoC を実施予定 
HRL5：各市場に精通したトップクラス人材を採用予定 

 
エ)  工程表 
本研究開発の工程表を図 III-22 に示す。 

 
図 III-22 工程表 

 
 
i) 研究開発チーム C(1)-2 
研究開発課題：「フラックス法育成結晶に基づくシリアルマテリアルユニコーン創出」 
研究開発責任者（代表研究開発機関）：手嶋 勝弥（国立大学法人信州大学） 
共同研究開発機関：ヴェルヌクリスタル株式会社 
予算配分額（2023 年度）：242,945 千円、（2024 年度）：197,823 千円 
 
ア)  概要 
フラックス法により育成した無機結晶材料のイオン交換体としての機能を中核技術として、水

の浄化、循環的利用により需要に適合した(量と質の)水を持続的に提供する（図 III-23）。本無機

結晶材料は、処理対象の水に応じて除去するイオンを選択でき（図 III-24）、多様な水を浄化する

デバイスを実現できる（図 III-25）。また、他の浄化手法との複合化にも柔軟に対応できる。この

特長を生かし、水の浄化・循環的な利用の制約となっている汚染源を効果的に除去し、必要とさ

れる水質に浄化・再生し、提供する。例えば、水資源が悪化・枯渇している地域で、雨水、地下
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水、地表水から安全な飲用水や生活用水を提供し，所要の農業用水を提供する。それぞれの地域

で政府機関や企業などと連携し、水の浄化・循環システムを提供し、持続的に水を提供するとと

もに、水資源の保全や回復を目指す。 
フラックス育成結晶のマテリアルユニコーン化に向け、，優先的に解決すべきボトルネック課題

の特定、ビジネスモデル構築，バリューチェーンの構築と、ベンチャーの事業の柱になりうる把

握したボトルネック課題に対応した陽イオン/陰イオン除去材料を開発する。特定したボトルネッ

ク課題に基づき、陽イオン/陰イオン除去材や浄水システムの設計を検討することで、事業化に向

けた開発を効率化するとともに、平行してビジネスモデルやバリューチェーンを構築する。 
 
 

図 III-23 フラックス法により育成した各種機能性材料（左図）と、 
水に溶け込んだ陽イオンを選択的に除去する水処理材料（第一世代）（右図） 

 

 
図 III-24 水処理材料（第一世代）の金属イオン除去性能 

9 種の金属イオンを 1ppb 以下まで高効率に除去することができる。 
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図 III-25 陽イオン/陰イオン除去材の想定される世界市場 

陽イオン除去材は高いイオン選択性により硬水地域でも高い有害重金属除去性能が期待できる。 
世界各地でフッ素やヒ素などの陰イオンによる水質汚染が観測される。 

 
イ)  最終（2025 年度末）目標：  
・ 研究開発課題達成目標 

1. 無機イオン交換体結晶材料の創製 
1-1. 多元素化による高選択性・高安定性陽イオン交換体結晶材料の創製(高硬度領域対応) 
1-2. 多元素化による高選択性・高安定性陰イオン交換体結晶材料の創製(汚染地域対応) 

2. 用途特化型アプリの開発 
2-1. 重金属／陰イオン除去用無機結晶材料を具体例とした、フラックス法によるハイスル

ープット結晶育成のための用途特化型アプリの開発 
2-2. 多元素化による材料探索用の用途特化型アプリのプロトタイプ開発 

 
・ 事業育成課題達成目標 

1. 優先的に解決すべきボトルネック課題の特定 
2. 優先的に解決すべきボトルネック課題に対するビジネスモデル構築 
3. バリューチェーンの構築 

 
ウ)  成熟度(Readiness Level)  
 SIP 研究開始時（委託研究契約締結時） 

TRL5：陰イオン除去材料の基本特性が確認され，アフリカ・タンザニアでの給水実証試験に

より除去性能を確認した。一方、処理材の安全性認証の取得や実使用環境（現地）での

継続的な利用は未達である。 
BRL4：陽イオン/陰イオン除去材のプロトタイプ（材料レベル）が完成し，、様々な顧客候補

に対して有償/無償でのサンプル提供および評価が進み，、材料に対するフィードバック

が得られてきている。 
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HRL2：ベンチャー企業のコア人材によるビジョンが形成され，、その目的に賛同した人材の

チーミングなどが開始されている。 
 SIP 研究終了時 

TRL6：実使用環境で継続的に利用が可能な状況での実証が完了し、必要な水質の水を必要な

量供給できることを確認する。 
BRL6：浄水モジュールやシステムなどに、陽イオン/陰イオン除去材が組み合わされたもの

が顧客に提供され、顧客満足度などのフィードバックを得る。 
HRL3：マネージャー、開発，営業などの各人材が配置されスタートアップとしての陣容が明

確となる。 
 

エ)  工程表 
本研究開発の工程表を図 III-26 に示す。 

 

図 III-26 工程表 
 

j) 研究開発チーム C(1)-3 
研究開発課題「海水と淡水の出会いが生み出すクリーンエネルギー～大規模濃度差発電プラントの

事業化と世界展開～」 
研究開発責任者（代表研究開発機関）：一ノ瀬 泉（国立研究開発法人物質・材料研究機構） 
共同研究開発機関：国立大学法人山口大学 
予算配分額（2023 年度）：309,995 千円、（2024 年度）：299,995 千円 
 
ア)  概要 

2050 年のカーボンニュートラルの実現に向けて、発電電気量における再エネ比率を大幅かつ急

激に上げていかなければならない。一方、個々の事業所では、電気代と温室効果ガス排出量の低

減に向けて、自家発電への関心も高まりつつある。しかしながら、風力や太陽光を利用した発電
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は、天候による変動が大きく、設置場所の確保も容易でない。このため、安定電源となりえる新

しい再生可能エネルギーの開発とその普及には、大きな期待が集まっている。 
本研究開発課題では、海水と淡水の塩濃度差を利用して電気エネルギーを生み出す RED

（Reverse ElecroDialysis）発電システムの開発を行う。RED発電では、カチオン交換膜とアニオ

ン交換膜からなる数千対のスタック構造に交互に海水と淡水を流すことで、両端の電極に起電力

を発生させる。降雨量が多く、海に囲まれた我が国にこの技術を適用すると、原発８基分の発電

ポテンシャルがあると言われている。但し、大規模 RED 発電プラントの事業化には、安価で大量

のイオン交換膜の調達、発電モジュールの量産化を実現し、淡水を安定的に確保する必要がある。 
我が国の下水処理場では、汚水がきれいに浄化されて放流されている。年間を通じて放出量も

水質も変わらないことから、RED 発電プラントを導入する最初の事業所としては、国内の小規模

下水処理場を検討する。下水処理場からの処理水は、海水淡水化施設から放流される濃縮海水と

組み合わせることで、さらに高効率な発電プラントとなる。国内の工場排水も、水量が大きな良

質の淡水源であり、RED 発電に利用できる。本研究開発課題では、これらの事業所に経済合理性

のある自家発電システムを導入することを目指し、1500 円/m2 以下のイオン交換膜の製造技術、

およびイオン交換膜の単位面積あたりの発電性能を 4 W/m2 以上とすることを目標とする。 
RED 発電プラントは、最終的に一級河川の河口堰に設置され、地域のベースロード電源として

活用されるであろう。このためには、太陽光発電に匹敵する低コストの発電単価を実現する必要

があり、10 kW 級発電モジュールの量産体制を整えなければならない。本研究開発課題では、原

材料や部材の製造も含めて、低コスト発電モジュールを製造するためのプロセス技術を開発し、

最終的には、7 円/kWh の発電単価を実現する。さらに、海外の主要都市の下水処理場、海水淡水

化施設などに事業を拡大し、再生可能エネルギー分野でのユニコーンとなることを目指す。 

 
図 III-27 濃度差発電(RED)の原理 

 

海水と淡水を流すだけ！
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風力発電と同規模の電力を、200 分の 1 の敷地面積で、昼夜を問わず供給 
図 III-28 事業計画 

イ) 最終（2025 年度末）目標：

・ イオン交換膜の低コスト量産技術を確立し、1500 円/m2 以下の製造原価を実現する。

・ イオン交換膜の単位面積あたりの発電性能を 4 W/m2以上とする。また、ポンプ等のユーティ

リティー電力を差し引いたネットでの発電性能を 2 W/m2 以上とし、流路構造の設計により 4
W/m2 以上を目指せることをシミュレーションにより明らかにする。

・ 国内の下水処理場に 10 kW 級 RED 発電システムを導入し、運転管理を自動化させる。

・ SIP 期間中に新会社を立ち上げ、下水処理場からの RED 発電システムの受注を取り付ける。

ウ) 成熟度(Readiness Level)：
 SIP 研究開発開始時

TRL4：（Stage 2）量産サイズの 20 分の 1 のスケールで実証研究が終了しており、目標性能

を達成するための研究開発戦略が出来上がっている。また、関連企業を含めた開発チ

ームが出来上がっている。

BRL3：（Stage 1 or 2）想定顧客と市場規模が確認されており、収益モデルの具体的な検証が

できている。

HRL3：（Stage 2）研究室レベルでスケールアップを含めた一通りの要素技術が醸成されてい

る。

 SIP 研究開発終了時

TRL6：（Stage 2 or 3）量産サイズ（10kW モジュール）の実証研究が終わっており、自動運

転のためのシステムが構築されている。

BRL6：（Stage 2 or 3）RED システムの受注を受け、次年度の収益が見込まれている。 
HRL5：（Stage 2 or 3）関連企業で製造ライン（イオン交換膜、発電モジュール等）が構築さ

れ、低コスト化と量産化を担う人材が育成されており、製造ノウハウが蓄積されてい

地方自治体

再エネ生産を目指す企業

下水処理場

販売 販売

販売

https://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/shisetsu/kannaka/kannaka_03.html

10kW級モジュールの量産化
（1.2 m×0.5 m×2100対、膜面積：2500m2）

50 kW発電ユニット
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る。 
 

エ)  工程表 
本研究開発の工程表を図 III-29 に示す。 

 
図 III-29 工程表 

 
k) 研究開発チーム C(1)-4 
研究開発課題「新炭素材料 GMS を用いたリチウムイオン電池の電極プロセス革命〜炭素とスラリ

ーを制する者が電池を制する〜」 
研究開発責任者（代表研究開発機関）：黒田 拓馬（株式会社 3DC） 
共同研究開発機関：国立大学法人東北大学 

国立大学法人信州大学 
予算配分額（2024 年度）：238,450 千円 
 
ア)  概要 

新規炭素材料グラフェンメソスポンジ (GMS)を、リチウムイオン電池（LIB）導電助剤として

製造販売する。GMS が他の炭素材料 (鋳型法で合成した他の炭素を含む)と異なる点は、炭素材料

の骨格における最小単位であるグラフェンドメインの構造において従来のトレードオフを打破し

た点である（図Ⅲ-30）。導電助剤はスラリー性状と電極性能に大きな影響を与えるため、GMS を

用いたスラリー設計の提案、電極性能予測を行うアプリを開発し、顧客評価を加速させる。アプ

リはプラットフォームに昇華し、LIB メーカーが電極開発/品質管理のため参画する状態を目指

す。 

解決しようとする社会課題は、カーボンニュートラル（CN）に向けた電化の遅れである。特

に、自動車の電化の遅れが顕著であり、その背景には電動車の価格競争力・性能の不足、つまり

LIB の価格競争力・性能の不足がある。ボトルネック課題は、LIB 電極板製造の難易度の高さであ

り、その結果、LIB の量産性・コスト・性能が改善していない。 
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GMS は、機械的柔軟性・化学的耐久性に優れた多孔性炭素材料で、従来の炭素材料のトレード

オフを解消している。LIB 導電助剤としては、高出力・高耐久への貢献が期待される（図Ⅲ-

31）。nm からμm に至るマルチスケールで自在な構造制御により、スラリーのレオロジー・分散状

態に対して最適な炭素設計を実現する。GMS の構造制御によりスラリー性状を制御することで、

LIB 電極製造の品質を管理可能にし、最終的に世界中で LIB が製造できる状態を目指し、拡大す

る LIB の需要に応えていく（図Ⅲ-32）。 

また、多様な設計を合成できる GMS の特徴を活かし、炭素構造がスラリー性状に与える影響を

調査し、プロセスにおけるロバスト性が高い GMS の構造を探索する。併せて、高容量かつ長寿命

が求められるバッテリー交換式二輪用の電極設計と製造をパートナーLIB メーカーと共に行い、

事業実施可能なサプライチェーンの構築を進める。 

第一に、スラリーの設計・品質管理アプリを開発する。スラリーの品質分析手法、炭素構造デ

ータと組み合わせて、スラリーのレオロジー・分散状態の制御を実現する。第二に、機械物性情

報を含んだ電極性能予測アプリを開発する。アプリにより、膨張収縮が大きい高容量活物質と柔

軟な GMS を組み合わせた電極設計を訴求できる。両アプリを統合することで、スラリーを起点と

して電極設計・品質管理を担う電極製造プラットフォームが実現する。 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 III-30  各種炭素材料における平均積層数 nstackと平均網面サイズ Lbasal 

図 III-31 各種炭素材料をリチウム空気電池の正極材料にした際のサイクル特性 
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イ)  最終（2026 年度末）目標： 
1. 事業化研究開発 
1-1. 顧客から GMS の条件付き受注を獲得する。 
1-2. 量産工場の設計を確定する。 
1-3. 二輪Swap用電池設計のデータ取得開始し、耐久性試験において優位なデータを取得する。 

  2. 用途特化型アプリ研究開発  
2-1. スラリー品質管理ツール：大手電池メーカーとの GMS 採用検討において実用性テスト、

及び新興電池メーカーの製造立ち上げ支援における有用性検証 
2-2. 電極性能予測アプリ：電極設計として実用レベルでの予測精度の達成 

 
ウ)  成熟度(Readiness Level)：  
 SIP 研究開始時（委託研究契約締結時） 

TRL5：GMS の基本性能が確認され、かつベンチスケールでの生産体制が整っている。 

BRL3：GMS のサンプル提供及び評価が進み、顧客フィードバックを得られてきている。 

HRL4：基礎研究、応用研究、スケールアップの面で実装人材が配置されている。 

 SIP 終了時 

TRL6：量産設計が完了している。 

BRL6：GMS が顧客に提供される具体的な計画が策定されている。 

HRL5：量産に向けた重要な人材が補充されている。 

 

エ)  工程表 
本研究開発の工程表を図 III-33 に示す。 

図 III-32 世界のリチウムイオン電池需要(GWｈ) 
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図 III-33 工程表 

 
l) 研究開発チーム C(1)-5 
研究開発課題「世界初の早期膵臓がん診断事業〜独自技術の高感度マーカーによって、 

がんが完治する世界の実現！〜」 
研究開発責任者（代表研究開発機関）：今野 雅允（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 
共同研究開発機関：プレモパートナー株式会社 

特定非営利活動法人バイオ計測技術コンソーシアム 
予算配分額（2024 年度）：200,000 千円 
 
ア)  概要 

 少子高齢化社会における生産年齢の早期死亡率の減少を実現するには、がんの早期診断を高精

度に実現するバイオマーカーの社会実装が喫緊焦眉の課題として位置付けられる。このボトルネ

ック課題である膵臓がんの死亡数は、経年上昇する傾向があり、5 年生存率は約 8%とがん種の

中で最も予後が悪い。膵臓がんは進行するまで症状が乏しいこと、また、既存の膵臓がんマーカ

ーはその検出感度は 70～80％、Stage I での陽性率は 55.6％と、スクリーニング精度が低く早

期発見には適さないことが膵がん取り扱い規約で明記されている。厚生労働省は、科学的根拠に

基づいて効果がある５種類のがん検診を市町村の事業として推進しているが、その中に膵臓がん

検診は含まれていない。自覚症状がない膵臓がんを発見するには定期がん検診が最も適切と思わ

れるが、これが実現されていないのが実情である。  
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研究開発責任者は、がんにおいて RNA 修飾酵素の発現が変化していることに着目し、RNA 修

飾（RNA はメチル化などの修飾を受けることが知られておりこれまでに 170 種類以上の修飾種

が発見されている）を指標としたがん

検出法の開発を進めてきた。特に様々

ながん種の中でも最も予後の悪いがん

種として知られる膵臓に着目をして研

究を進めた。膵臓がんの 5 年生存率は

約 8%で、最難治のがん種として知ら

れる。その理由として早期の膵臓がん

は症状が乏しく、さらに現在の診断マ

ーカー(CA19-9 や CEA)の陽性率が約

50%であり、検査で発見することが困

難であることが挙げられる。従って、

膵臓がんを早期(Stage I, II)に高感度

で検出可能なバイオマーカーの開発は

非常に重要な課題であった。国内外の

研究で生体内微粒子(特に血液中に含

まれるエクソソーム)に内包されるマ

イクロ RNA の量を測定することでが

んを診断する試みは広く行われてきたが、マイクロ RNA の量のみでは早期の膵臓がんの診断に

成功していないのが現状であった。我々はこれまでに早期膵臓がん患者ではエクソソーム中のマ

イクロ RNA の N6-methyl adenosine(m6A)化が亢進していることを明らかにした。この m6A
を指標とした膵臓がんの診断は感度、特異度 100%で可能であり、既存のバイオマーカーより有

意に優れたマーカーとなることが示唆された(Konno M., et al. Nature Communications 
2019)(図 III-34)。 

 
イ)  最終（2026 年度末）目標： 
○RNA 修飾計測技術の高度化(精度 95%以上の達成) 
○採取キットの完成と量産化 
○新規がんマーカー（肝臓、胆嚢がん）の完成 
○がんステージ判別アプリ(精度 90%以上の達成)の完成 
○がん種判別アプリ(精度 90%以上の達成)の完成 
○診断結果共有アプリの完成 
○米国市場におけるマーケットアクセスの準備完了 
○日本市場における自由診療ビジネス開始 
○日本市場における、薬事/保健戦略決定 
○診断結果共有アプリの完成 
○デバイス仕様および、海外ビジネス展開戦略に基づく、国際標準ニーズおよび対象技術分野の

特定 
○国際標準の新規作業項目提案を実施する TC の特定を含む、市場優位性を強調することが可能

な国際標準開発のための戦略策定 
○標準開発をサポートし、専門家(エキスパート)を特定することが可能な 5 カ国の特定 
○特定した TC における新規作業項目提案の実施 

 
ウ)  成熟度(Readiness Level)：  
①開始時（委託研究契約締結時） 
TRL : 5 国内小規模臨床試験においてマーカーの感度、特異度が競合製品より勝ることを実証済 
BRL : 2 ビジネスモデルに関する仮説の構築及び米国有識者へのインタビューが済んでいる 

図 III-34 本シーズと既存膵臓がんマーカーとの瀬制度比較 
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HRL : 2 事業イメージを固め、コアとなる起業家と研究者がチームを組み、初期事業シナリオを

構築し、将来の事業イメージを共有している 
 
②終了時 
TRL : 8 国内自由診療によるサービスの提供開始と米国臨床試験開始 
BRL : 6 国内自由診療により診断サービスが初期顧客に提供され、 

高い顧客満足度が実証される 
HRL : 4 スタートアップ初期の陣容を確立し、概ね 10 人〜20 人程度の組織となる 

 

エ)  工程表 
本研究開発の工程表を図 III-35 に示す。 

 
図 III-35 工程表 
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研究開発テーマ C(2)：テーマメンタリング 
個別テーマの創出にあたり、効果的な事業シナリオ・研究開発計画立案の為の支援を行う。研究

開発テーマ C(1)の公募の前年度の秋から実施することを想定する。（初回研究開発テーマ C(1)公募に

あっては 2022 年度におけるフィージビリティスタディにおいて、これを実施済み。）具体的には以

下により、SIP 支援期間内に Stage1 から Stage2 までに引き上げられ、図 III-4 に示す、我が国マテ

リアル産業が目指すべきマクロトレンドにおけるボトルネック課題を解決し、社会課題を解決しよ

うとする高い目標を掲げ、その実現の為の事業モデルについて、市場情報等の具体的な事実に基づ

く明確な仮説を構築を出来るまでの支援を行う。 
 
- PD による、研究開発テーマ C(2)公募への応募の為の、初期的事業シナリオ仮説議論支援。具体

的には「PD 道場」と称し、壁打ちとして、考え方のレクチャーを含む、ガイド、助言を行う。 
- PD の指南による、外部専門家を活用した事業シナリオ仮説構築。 

 
ア)  概要 
2023 年度の採択テーマを表 III-2 に示す。 

 
表 III-2 2023 年度採択テーマ 

No. 研究開発責任者（代表研究開発機関） テーマ名 
1 牧 英之 

（学校法人慶應義塾 慶應義塾大学） 
世界初の量産型グラフェンデバイスと革新的なバ

イオ赤外分析・ヘルスケアデバイス事業 
～グラフェン光技術で安心・安全・健康社会を実

現！〜 
2 丸島 愛樹 

（CresticBio 株式会社） 
脳と臓器を護る高分子医薬の開発 
－高分子化学と臨床医学が切り開く新たな医療用

バイオマテリアルの創出－ 
3 岩長 祐伸 

（国立研究開発法人物質・材料研究機構） 
未踏トリリオンスケールの高精度センサデータを

運用するヘルスケアサービスの創出 
～すべての人のための便利すぎる新次元健康サー

ビス〜 
4 内藤 昌信 

（国立研究開発法人物質・材料研究機構） 
Polymer SAMURAI 
～AI 駆動質量分析が拓く材料革命～ 

5 今野 雅允 
（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 

世界初の高感度疾患早期診断検査事業 
～独自技術である修飾 RNA 修飾診断によりあら

ゆる疾患をいち早く見つけ全ての人が健康に生き

夢を叶えられる世界の実現～ 
6 西原 洋知 

（国立大学法人東北大学） 
カーボン新素材グラフェンメソスポンジの事業化

～電池を長寿命化し、真のサスティナブルを実現

する～ 
7 神谷 宏治 

（国立研究開発法人物質・材料研究機構） 
世界初の量子コンピュータ冷却用磁気冷凍機の開

発事業 
～より安価な冷凍機によって、世界を変える～ 

8 西ケ谷 有輝 
（株式会社アグロデザイン・スタジオ） 

統合的分子標的農薬の創農薬システムによる農薬

の安全革命 
～もう無農薬栽培なんて必要ない～ 
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イ)  予算配分額（2023 年度）：80,000 千円（各テーマ 10,000 千円） 
 

ウ)  工程表 
本研究開発の工程表を図 III-36 に示す。 

図 III-36 工程表 
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IV. 課題マネジメント・協力連携体制 

本 SIP は、図 IV-1 の体制及び、PD 以下の役割については下述の役割分担により実施する。 

図 IV-1 実施体制 
 

（「政策の企画立案」パートの役割分担） 

本 SIP 課題における推進責任者としてプログラムディレクター（以下、「PD」）を置く。PD は、

社会実装に向けた戦略及び研究開発計画の策定、研究テーマの設定・改廃、予算配分、研究責開発任

者等への指導、他のSIP課題との連携、関係省庁の施策・産業界の取組との連携等、社会実装に向け

た戦略を総合的、機動的に推進する役割を担う。本 SIP 課題においては「プログラム President」の

位置付けである。 
PD は、戦略策定及び研究開発の推進について PD を補佐する者として、サブプログラムディレク

ター（以下、「サブ PD」）を選定する。サブ PD は、各専門領域での知見に基づき、課題運営にあた

って PD を補完する役割を担う。本 SIP 課題においては「プログラム Vice President」の位置付けと

して、各専門領域に基づく担当ミッションについて責任を持つ。PD の推薦等により、ガバニングボ

ードが決定し、内閣府が委嘱する。推進委員会等で議決権を有する。サブ PD の要件定義については

下述の通りとする。このうち、エコシステム形成担当サブ PD は、PD が兼任し、エコシステム形成

の観点から、PD が全体マネジメントを行う。サブ PD の担当分担（主な担当サブ課題を含む）及び

要件定義については表 IV-1 に示す。 
以上の PD 及びサブ PD の役割、職務遂行を補完し、円滑な調整と省庁連携を実現する為、PD が

議長、内閣府が事務局を務め、サブ PD、関係府省庁及び研究推進法人が参加する推進委員会を内閣

府に置き、当該課題の研究開発計画の作成や実施等に必要な調整を行う。 
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表 IV-1 サブ PD の担当分担と要件定義 

サブ PD の担当 概要 要件 

エコシステム形成担当 
（サブ課題 A 担当） 

プラットフォームがエコシステムの中核

となる為の、様々な運用ルール設計や、

連携の方法の検討、業界への情報発信を

行う。 

エコシステムに関する知見

を有する、スタートアップ

投資に精通する金融産業専

門家 

研究開発推進担当 
（サブ課題 C 担当） 

各マテリアルユニコーン予備軍の研究開

発につき、想定される事業シナリオを基

に支援を実施し、ユニコーン化に向けた

開発活動の推進をガイドする。 

マテリアル分野における事

業推進経験者 

プラットフォーム 
インフラ担当 
（サブ課題 B 担当） 

研究開発担当サブ PD、及びプラットフォ

ーム活用担当サブ PD と連携し、エコシ

ステムの中核となるプラットフォームの

連携にかかる技術の開発、各種整備を行

う。 

マテリアルに関するデータ

駆動開発の専門家及び本プ

ラットフォーム「マテリア

ルユニコーン育成基盤」の

コアとなる拠点のメンバー 
 
 

（「プロジェクト実施」パートの役割分担） 

プロジェクト実施パートは研究推進法人が担う。研究推進法人には事務局（事務方として SIP プ

ロジェクト推進を担う）と事業推進チーム（個別のユニコーン予備軍の研究開発支援を担う）、ユニ

コーン育成チーム（個別のユニコーン予備軍の育成に活用できるデータ基盤を選定して活用を指南す

るほか、活用支援、エコシステム形成の為の検討を担う）の 3 チームを置く。尚、これとは別に、事

業推進チームやユニコーン育成チームの活動を支援するため、個別分野の専門家である技術アドバイ

ザー、知財戦略の策定・実行支援・アドバイスを担う知財委員会を設置する。 
また、マテリアルユニコーン育成基盤の構築状況についてのピアレビューのほか、個別のユニコ

ーン予備軍テーマの選定、評価を行う外部有識者の会議として評価委員会を研究推進法人に置く。評

価委員会メンバーは技術開発だけでなく、総合知の観点から幅広い意見形成ができるメンバーで構成

する。評価委員会メンバーの要件は下記とする。 
 

要件① マクロトレンドを理解した上で、マテリアル産業の業界・研究開発動向に精通していること 
要件② 産業界・アカデミア双方に対して顔が広く、適切な助言と人的ネットワークの紹介、話題提

供ができること 
要件③ インフォマティクス活用についての適切な理解があること 
要件④ スタートアップ投資環境などについて理解し、魅力ある投資につながるか判断できること 
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1. 実施体制と役割分担 

（１）内閣府 

① PD  

木場 祥介 
ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社 
代表取締役パートナー 
（2023 年 4 月～） 
 
エコシステム形成担当サブ PD を兼務（2003 年 4 月〜） 

 

② サブ PD 

出村 雅彦 
国立研究開発法人物質・材料研究機構 
技術開発・共用部門 部門長 
 
担当： プラットフォームインフラ （2023 年 4 月～） 
 
 
 
濱川 聡 
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 
執行役員/材料・化学領域 領域長 
 
担当： プラットフォームインフラ （2023 年 4 月～） 
 
 
瀬戸山 亨 
三菱ケミカル株式会社 
エグゼクティブフェロー 
 
担当： 研究開発推進 （2023 年 4 月～） 
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③ 課題担当管理職 

氏名 所属・職位 期間 
宅間 裕子 科学技術・イノベーション推進事務局 

マテリアル課題担当・参事官 
2023 年 4 月～ 

 
 

④ 課題担当 

氏名 所属・職位 期間 
佐光 貞樹 科学技術・イノベーション推進事務局 

マテリアル課題担当・研修員 
2023 年 4 月～6 月 

大久保 勇男 科学技術・イノベーション推進事務局 
マテリアル課題担当・研修員 

2023 年 7 月～2024 年 6 月 

伊藤 海太 科学技術・イノベーション推進事務局 
マテリアル課題担当・研修員 

2024 年 7 月～ 

助野 順司 科学技術・イノベーション推進事務局 
マテリアル課題担当・上席政策調査員 

2023 年 4 月～ 

 
 

（２）研究推進法人・PM 

① 研究推進法人の名称 

本課題は、国立研究開発法人物質・材料研究機構への運営費交付金を活用して実施する。 
 

② PM その他の担当 

 
竹村 誠洋 
国立研究開発法人物質・材料研究機構 
SIP 推進室長 
 
担当：プロジェクトマネジャー （2023 年 4 月～） 
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2. 府省連携 

マテリアルユニコーン予備軍の育成にあたっては、SIP 期間中の早期エグジットや各種スタート

アップに対する支援制度の活用も踏まえ、社会実装に向け経済産業省と連携して実施する。 
マテリアルユニコーン育成基盤の構築にあたっては、各省庁が支援する各種データ基盤の連携が

不可欠であるほか、マテリアル産業が目指すべきマクロトレンドを意識した社会課題解決につながる

様々なテーマについてできるだけ広く、将来ユニコーンとなるテーマを発掘するかが肝要である。こ

のようなデータ基盤連携や、この活用を想定したテーマ発掘にあたっては、文部科学省、経済産業省、

農林水産省、その他関係府省庁と緊密に連携を行う。 
エコシステムの形成にあたっては、大学を中心とするスタートアップエコシステムの形成の観点

で文部科学省と連携する他、大学発の知的財産の財産化にかかる共通ルールの指標につき、内閣府と

連携し、本 SIP の取り組みでトライアルを実施する。 
 

＜連携先部署＞ 

内閣府： 知的財産戦略推進事務局 
文部科学省： 研究振興局 参事官（ナノテクノロジー・物質・材料担当）付 

  科学技術・学術政策局 産業連携・地域振興課 
経済産業省： 製造産業局 素材産業課 革新素材室 
  製造産業局 金属課 金属技術室 
  イノベーション・環境局 イノベーション政策課 フロンティア推進室 
農林水産省： 農林水産技術会議事務局 

 

3. 産学官連携、スタートアップ 

本 SIP 課題が取り組むミッションである、マテリアルユニコーンを次々に生み出すエコシステム

の形成にあたっては、個社・個別機関の技術開発のみで達成されるものではなく、国・自治体・企

業・アカデミア等の幅広い主体が連携し取り組む必要がある。本SIPの実施に当たっては、特にスタ

ートアップ支援に関する金融産業などの参画も促し、マテリアル産業に絞られない幅広い業態、業種、

規模の企業がユニコーン予備軍育成の為に参画の上、リサーチインフラを有する大学や国立研究開発

法人が参画し、産学官連携による強力な実施体制を構築してエコシステム形成としての、マテリアル

ユニコーン育成基盤の社会実装を目指す。 

（１）マッチングファンドに係る方針と内容 

本 SIP においては、SIP 取り組み期間による支援の結果、ユニコーンに至る為の最初の資金調達

で如何に資金調達ができるかにかかっている。よって、本SIP課題においては、特にユニコーン予備

軍育成において、支援終了後 1 年内に、SIP における支援する研究開発費の総額と同額以上の資金調

達が実施されることを、支援する各ユニコーン予備軍に達成目標として課す。この結果、金融含む産

業界から本 SIP 課題全体として、SIP 課題による研究開発費の総額と同額の呼水効果を得ることが期
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待出来る。 
以上の取り組みは投資タイミングをずらした擬似的なマッチングファンドの適用と考えられ、こ

の仕組みにより、本SIP課題からユニコーン予備軍のテーマ創出をしやすくさせるばかりでなく、民

間資金の流入を促す。 
 

4. 研究開発テーマ間連携 

本 SIP では、サブ課題 A でエコシステムとしての運用手法についての検討を行い、サブ課題 B でプ

ラットフォームとして必要な技術開発と連携手法の検討、さらにサブ課題 C によりサブ課題 A 及び B
で検討された運用手法や整備されたプラットフォームを活用することで、創出されるであろうスター

トアップの為の用途特化型アプリの開発と共に、ユニコーンに至るまでのステージ 2 までの引き上げ

を行うものである。すなわち、各サブ課題は極めて緊密に関係しており、各サブ課題の連携と、ゴー

ルイメージの共有無くしてエコシステムの形成は成し得ない。プラットフォームを核に、デジタル情

報連携や事業開発・研究開発を強力にバックアップし、各テーマ間のシナジー効果により、マテリア

ルユニコーン育成基盤の社会実装を目指す。 
 

5. SIP 課題間連携 

マテリアルに関連するテーマや、マテリアル産業が目指すマクロトレンドに関連する市場に深く

関与する SIP 課題について、データ基盤の連携や、各 SIP 課題に関連するユニコーン創出を視野に

課題間連携の検討を行う。 

○ 豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築 
○ スマートエネルギーマネジメントシステムの構築 
○ スマートインフラマネジメントシステムの構築 
○ 先進的量子技術基盤の社会課題への応用促進 
○ 人協調型ロボティクスの拡大に向けた基盤技術・ルールの整備 
○ サーキュラーエコノミーシステムの構築 
 

6. データ連携 

現状、国内には主要なものだけで 47 拠点ものデータ基盤拠点が存在するが、横の連携、ネットワ

ーク化は進んでいない。本SIP課題は、マテリアル開発を促進させる手法としてデータ駆動開発に着

目し、国内のこれらデータ基盤拠点を広域ネットワーク化することで、利活用を進めるプラットフォ

ーム「マテリアルユニコーン育成基盤」を構築しようとするものである。 
本 SIP において、データ共有及び利活用に関するルール形成とそれを実現するプラットフォーム

を構築し、本プラットフォームを介した形で研究開発テーマ間のデータ連携を行う。 
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7. 業務の効率的な運用 

新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、対面で開催する必要がない会議はオンライン形式

で開催するなど、関係者が参加しやすく密に情報共有が行えるよう工夫する。また、クラウド上のフ

ァイル共有サービスを導入し、関係者間のデータ共有を容易にすることで業務の効率化を図る。 
また、研究参画者や外部有識者を招いてワークショップや勉強会を開催し、マテリアル産業に関

するマクロトレンドや、スタートアップ創出、データ駆動開発に係る最新の情報を共有することで、

テーマ間での連携を促進する。 
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V. 評価に係る事項 

1. 評価の実施方針 

（１）評価主体 

○ ガバニングボードが、評価委員会を設置し、ＰＤ及び研究推進法人等による自己点検や研

究推進法人等が実施する専門的観点からの技術・事業評価（以下「ピアレビュー」という。）

の結果（事前評価及び追跡評価の場合にはそれらに準ずる情報。）に基づき、評価を行う。 

○ 研究推進法人はピアレビューの実施の前にピアレビューを実施する外部有識者の選定につ

いてガバニングボードの承認を得るものとする。 

○ プログラム統括チームはピアレビューに参加し、専門的観点からの意見を踏まえ、制度

的・課題横断的観点からの評価意見をまとめるものとする。 

○ プログラム統括チームは評価委員会に対して、ピアレビューの結果を報告するとともに、

制度的・課題横断的観点からの評価意見を提出するものとする。 

○ 評価委員会は、プログラム統括チームからの報告等を踏まえ、評価を行い、評価案をとり

まとめ、ガバニングボードに報告するものとする。 

（２）実施時期 

○ 課題評価の実施時期の区分は、事前評価、毎年度末の評価（ただし、課題開始後３年目の

年度末までに行う評価は「中間評価」。）及び最終評価とする。 

○ 終了後、必要に応じて追跡評価を行う。 
○ 上記のほか、必要に応じて年度途中等に評価を行うことも可能とする。 

（３）評価項目・評価基準 

○ 「国の研究開発評価に関する大綱的指針（平成２８年１２月２１日、内閣総理大臣決定）」

を踏まえ、必要性、効率性、有効性等を評価する観点から、以下の評価項目・評価基準と

する。達成・未達の判定のみに終わらず、その原因・要因等の分析や改善方策の提案等も

行う。 
 

A）課題目標の達成度と社会実装 

○ 課題目標の達成と社会実装に係る評価項目・評価基準は下表のとおりとする。 
○ ミッションの明確化から個別の研究開発テーマの設定に至る計画・テーマ設定に係る評価

（Ａ－２からＡ－４まで）と、個別の研究開発テーマの達成度から研究成果の社会実装に

至る進捗状況等に係る評価（Ａ－５からＡ－７まで）を一体的に実施することで、ＰＤＣ

Ａサイクルを回し、各段階での進捗状況等を踏まえ、継続的かつ迅速（アジャイル）に計

画・テーマ設定の見直しを行う。 
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B）課題マネジメント・協力連携体制 

○ 課題マネジメント・協力連携体制に係る評価項目・評価基準は下表のとおりとする。 
○ 社会実装に向けて、課題目標を達成するための実施体制はもちろん、府省連携、産学官連

携、テーマ間・課題間の連携、データ連携についても評価を行う。 

・課題全体を俯瞰的にとらえ、Society5.0の実現に向けて将来像を描いているか。
・技術開発のみならずルール整備やシステム構築などに必要な戦略が検討され、SIP制度との整
合性が図れているか。
・SIP第3期課題として必要な「要件」（ＳＩＰ運用指針別紙）を満たしているか。
・将来像の実現に向けたミッションが明確となっているか。
・関係省庁を巻き込んだ協力体制の下に、課題の解決方法が特定され、ミッション遂行が実現可
能なものであるか。
・ミッションを達成するために、現状と課題を調査し、ロジックツリー等を活用し、社会実装に向け
て、技術だけでなく、事業、制度、社会的受容性、人材を含む５つの視点で、必要な取組を抽出さ
れているか。
・抽出した取組について、既存の産学官での取組を把握した上で、SIPの要件及び本評価基準を
踏まえ、SIPの研究開発テーマを特定しているか。
・SIP終了時の達成目標が設定されており、実現可能なものであるか（なお、SIP期間中において
目標は常に見直し、アジャイルな修正も可とする。）
・SIPの研究開発テーマを含む必要な取組について、社会実装に向けたロードマップを作成し、技
術だけでなく、事業、制度、社会的受容性、人材を含む５つの視点で、戦略的でかつ明確になって
いるか。また、これら５つの視点の成熟度レベルを活用しながら、指標が計測量として用いられ、進
捗度が可視化されているか。
・データプラットフォームの標準化戦略を見据え、全体のデータアーキテクチャーを見据えたデータ
戦略は設定されているか。
・スタートアップに関する戦略は設定されているか。
・RFIの内容を吟味し、個別の研究開発テーマの設定が決め打ちではなく、社会課題を基に一定の
範囲から絞り込まれているか。
・個別の研究開発テーマの設定は国際競争力調査や、市場・ニーズ調査、有識者や関係者へのヒ
アリングなど、エビデンスベースでの理由で裏打ちされているか。
・個別の研究開発テーマの目標及び工程表は明確であり、実現可能なものであるか。
・個別の研究開発テーマの目標は課題全体の目標(A-3)を満足しているか。
・個別の研究開発テーマについて、当該年度の設定目標に対する達成度（進捗状況）は計画通り
か。（計画変更となった場合、当該進捗状況に至る理由を含む。）
・得られた成果の新規の学術的・技術的価値は何か。
・得られた成果は課題全体の目標に対してどの程度貢献しているか。
・知財戦略や国際標準戦略などを含む事業戦略、規制改革等の制度面の戦略、社会的受容性の
向上や人材の戦略は設定され、その取組状況は計画通りか。（計画変更となった場合、当該進捗
状況に至る理由を含む。）
・データ戦略の取組状況は計画通りか。（計画変更となった場合、当該進捗状況に至る理由を含
む。）
・スタートアップに関する戦略の取組状況は計画通りか。（計画変更となった場合、当該進捗状況
に至る理由を含む。）
・研究成果によって見込まれる効果あるいは波及効果が明確であるか。
（科学技術の進展、新製品・新サービス等への展開、市場への浸透や社会的受容性への影響、
政策への貢献、人材育成への貢献など。定量的表現が望ましい。）
・(A-5)(A-6)を踏まえて、技術、事業、制度、社会的受容性、人材の５つの視点からロジックツリー
等を用いて研究成果の社会実装への道筋が明確に示されているか。
・開発する技術の優劣に関する国際比較、当該技術の強み・弱み分析、国際技術動向の中での
位置づけなど、グローバルベンチマークの結果が示されているか。
・課題の意義や成果に関して効果的な対外的発信の計画が検討され、実施されているか。
・国際的な情報発信や連携の取組の進捗はあるか。

A-9 その他
・課題の特性や状況に応じ、上記の(A-1)～(A-8)以外に、課題目標の達成度と社会実装の観点
から評価すべきこと（プラス評価になること）があれば追加可。

目標設定・全体ロードマップ、その他の
社会実装に向けた

A-8 対外的発信・国際的発信と連携

A-5
研究開発テーマの設定目標に対する
達成度

A-6 社会実装に向けた取組状況

A-7
研究成果の社会実装及び波及効果の
見込み

A-1 意義の重要性、SIP制度との整合性

A-2 ミッションの明確化

A-3

A-4
個別の研究開発テーマの設定及びそ
の目標と裏付けの明確さ
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（４）評価結果の反映方法 

○ 事前評価は、社会実装に向けた戦略及び研究開発計画（以下「戦略及び計画」という。）の

作成、研究開発テーマの設定に関して行い、戦略及び計画等に反映させる。 

○ 各年度の年度末評価は、前年度の進捗状況等や当該年度での事業計画に関して行い、次年

度以降の戦略及び計画等に反映させる。必要に応じ、研究開発テーマの絞込みや追加につ

いて意見を述べる。 

○ 中間評価においてステージゲートを実施し、各課題における個々の研究開発テーマにおい

て、ユーザー視点からの評価を行う。具体的には、①ユーザーを特定されず、マッチング

ファンド方式の適用や関係省庁における政策的な貢献など社会実装の体制構築が見込めな

いものについては、原則として継続を認めない、②目標を大幅に上回る成果が得られ、ユ

ーザーからの期待が大きく、社会実装を加速すべきものについては、予算の重点配分を求

める、などユーザー視点からの評価を行うこととする。 

○ 最終評価は、最終年度までの実績に関して行い、終了後のフォローアップ等に反映させる。 
○ 追跡評価は、各課題の成果の社会実装の進捗に関して行い、改善方策の提案等を行う。 

（５）結果の公開 

○ 評価結果は原則として公開する。 
○ 評価委員会及びガバニングボードは、非公開の研究開発情報等も扱うため、非公開とする。 

（６）課題評価に向けた自己点検及びピアレビュー 

○ 課題評価の前に、PD、研究推進法人等及び各研究開発責任者による自己点検並びに研究推

進法人等によるピアレビューを実施し、その結果をガバニングボードに報告するものとす

る。 

・ＰＤ、ＳＰＤ、研究推進法人の役割分担と、それに見合う配置が図られているか。
・メンバーの配置や役割分担について明確に構造化が図られているか。知財・国際標準・規制改
革に関する専門家や、社会実装に関する業務の担当者等が配置されているか。
・研究開発テーマ設定時の前提条件の変更や研究成果の達成状況に応じて、研究開発テーマの
方向性の再検討やアジャイルな修正が生じた際に、関係者間で合意形成を図る流れが明確に
なっているか。
・消費者視点での社会的受容性の観点や多様な観点から運営を推進するため、ＳＰＤや研究開発
テーマ責任者等に若手や女性などダイバーシティを考慮したチーム構成計画としているか。
・関係府省の担当者を巻き込み、各府省の協力・分担が明確な体制になっているか。
・各府省等で実施している関連性の高い研究開発プロジェクトとの連携が図られているか。
・関係省庁の事業との関係性をマッピングするなどの整理がなされ、重複が無いようSIP以外の事
業との区分けは出来ているか。
・社会実装に向けた産業界の意欲・貢献を促すべく、産学官連携が機能する体制が構築されてい
るか。研究成果の利用者は明確となっているか。
・マッチングファンド方式の適用に向けた検討がされているか。
・本来、民間企業で行うべきものに国費を投じていないか。
・マネジメント体制の中にスタートアップ関係者が配置されているか。

B-4 課題内テーマ間連携
・研究開発テーマ間での連携やシナジー効果について検討され、実施されているか。マネジメント
体制の中に研究開発テーマ間の連携に必要な担当者が配置されているか。

B-5 SIP課題間連携
・他のＳＩＰ課題間での連携やシナジー効果について検討され、実施されているか。マネジメント体
制の中に他のＳＩＰ課題間の連携を担当する者が配置されているか。
・研究開発テーマ間や、他のＳＩＰ課題間でのデータ連携が検討・実施されているか。
・既存のデータプラットフォームとの連携の可能性は検討されているか。
・オンラインツールの活用など業務の効率的な運用が実施されているか。
・ベストプラクティスの共有、活用などが実施されているか。

B-8 その他
・課題の特性や状況に応じ、上記の(B-1)～(B-7)以外に、マネジメントの観点から評価すべきこと
（プラス評価になること）があれば追加可。

B-6 データ連携

B-7 業務の効率的な運用

課題目標を達成するための実施体制B-1

B-2 府省連携

B-3 産学官連携、スタートアップ
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○ 研究開発責任者による自己点検は、研究開発テーマの目標に基づき、研究開発や実用化・

事業化の進捗状況について行う。 

○ 研究推進法人等による自己点検は、予算の管理、研究開発テーマの進捗管理、研究開発テ

ーマの実施支援など研究推進法人等のマネジメント業務について行う。 

○ PD による自己点検は、（３）の評価項目・評価基準を準用し、研究開発責任者及び研究推

進法人等による自己点検の結果や、関係省庁や産業界における社会実装に向けた取組状況

を踏まえ、実施する。 

○ 研究推進法人等によるピアレビューは、エビデンス及びグローバルな視点に基づいて、各

研究開発テーマの実施内容及び実施体制等が SIP として実施することに適したものになっ

ているか、研究開発テーマの目標に基づき研究開発や実用化・事業化に向けた取組が適切

に進められているどうか等について、研究推進法人等に設けられた外部有識者が行う。ま

た、遅くとも中間評価の時期までには各研究開発テーマについてユーザーを特定し、ユー

ザーからの意見も踏まえた評価（ユーザーレビュー）を行うこととする。 

（７）自己点検・ピアレビュー及び評価の効率化 

○ 課題の自己点検・ピアレビュー及び評価は毎年度実施することを考慮して、重複した作業

を避けて可能な限り既存の資料を活用するなど効率的に行うものとする。 
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2. 実施体制 

（１）構成員(担当・履歴を含む)  

氏名 所属・役職 レビュー箇所 期間 
林 隆一 株式会社巴川コーポレーション 取締

役  
 

サブ課題 A、B、

C 
2023 年 9 月～ 
(サブ課題 A 追加： 

2023 年 10 月～) 
芦澤 美智子 慶応義塾大学 ビジネススクール 

准教授 
サブ課題 A 2023 年 10 月～ 

芦野 俊宏 東洋大学 国際学部国際地域学科／計

算力学研究センター 教授 
サブ課題 B 2023 年 9 月～ 

大久保 達也 東京大学 工学系研究科 教授 サブ課題 A、C 2023 年 9 月～ 
(サブ課題 A 追加： 

2023 年 10 月～) 
小柴 満信 Cdots 合同会社 共同 代表 サブ課題 C 2023 年 9 月～ 

2024 年 8 月 
佐藤 明夫 佐藤総合法律事務所 代表 サブ課題 C 2024 年 8 月～ 
高橋 克巳 NTT 社会情報研究所  

チーフ・セキュリティ・サイエンテ

ィスト／NTT セキュリティマスター 

サブ課題 B 2023 年 9 月～ 

千葉 一裕 東京農工大学 学長 教授 サブ課題 A、C 2023 年 9 月～ 
(サブ課題 A 追加： 

2023 年 10 月～) 
辻本 将晴 東京科学大学 イノベーションデザイ

ン機構 機構長 教授 
サブ課題 A、C 2023 年 9 月～ 

(サブ課題 A 追加： 
2023 年 10 月～) 

長谷川 隆代 SWCC 株式会社 代表取締役 取締役議

長 CEO 社長執行役員 
サブ課題 C 2023 年 9 月～ 

山地 一禎 国立情報学研究所  
コンテンツ科学研究系 教授 

サブ課題 B 2023 年 9 月～ 
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VI. その他の重要事項 

1. 根拠法令等 

本件は、内閣府設置法（平成 11 年法律第 89 号）第 4 条第 3 項第 7 号の 3、科学技術イノベーシ

ョン創造推進費に関する基本方針（令和４年 12 月 23 日、総合科学技術・イノベーション会議）、戦

略的イノベーション創造プログラム運用指針（令和 5 年 5 月 18 日、総合科学技術・イノベーション

会議ガバニングボード）に基づき実施する。 
 

 



 
 

 

別添  SIP の要件と対応関係 
 

Society 5.0 の実現を目指すもの Ⅰ. Society 5.0 における将来像 

社会的課題の解決や日本経済・産

業競争力にとって重要な分野であ

ること 

Ⅰ. Society 5.0 における将来像 
Ⅱ.2. 現状と問題点 
Ⅲ.1. 研究開発計画に係る全体構成 

基礎研究から社会実装までを見据

えた一気通貫の研究開発を推進す

るものであること 

Ⅱ.1. ミッション 
Ⅱ.3.(2) ミッション達成に向けたシナリオ 

府省連携が不可欠な分野横断的な

取組であって、関係府省の事業と

の重複がなく、連携体制が構築さ

れ、各府省所管分野の関係者と協

力して推進するものであること 

Ⅱ.3.(1) 5 つの視点によるゴールイメージ 
Ⅱ.3.(3) SIP 期間における 5 つの視点での取組 
Ⅳ.2 府省連携 

技術だけでなく、事業、制度、社

会的受容性、人材に必要な視点か

ら社会実装に向けた戦略を有して

いること 

Ⅱ.3.(1) 5 つの視点によるゴールイメージ 
Ⅱ.3.(3) SIP 期間における 5 つの視点での取組 
Ⅱ.5. 5 つの視点でのロードマップと成熟度レベ

ル 
 

社会実装に向けた戦略において、

ステージゲート（２～３年目での

テーマ設定の見直し）・エグジッ

ト戦略（ＳＩＰ終了後の推進体

制）が明確であること 

Ⅱ.4. SIP での取組（サブ課題） 
・社会実装に向けた SIP 期間中の達成目標 
・ステージゲート等による機動的・総合的な見

直しの方針 
・SIP 後の事業戦略（エグジット戦略） 

オープン・クローズ戦略を踏まえ

て知財戦略、国際標準戦略、デー

タ戦略、規制改革等の手段が明確

になっていること 

Ⅱ.6. 対外的発信・国際的発信と連携 
Ⅲ.2. 研究開発に係る実施方針 
Ⅳ.6. データ連携 

産学官連携体制が構築され、マッ

チングファンドなどの民間企業等

の積極的な貢献が得られ、研究開

発の成果を参加企業が実用化・事

業化につなげる仕組みを有してい

ること 

Ⅱ.3.(1) 5 つの視点によるゴールイメージ 
Ⅳ.3. 産学官連携、スタートアップ 
Ⅳ.4. 研究開発テーマ間連携 
Ⅳ.5. SIP 課題間連携 

スタートアップの参画に積極的に

取り組むものであること 
課題全体 
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